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問
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び
「
問
状
（
＝
と
い
じ
ょ
う
、
あ
る
い
は
、
も
ん
じ
ょ
う（

1
））」（

も
し
く
は
「
召
文
（
＝
め
し
ぶ
み（

2
））」

を
下
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
通

の
文
書
を
受
け
取
っ
た
訴
人
は
、
そ
れ
ら
を
自
ら
が
論
人
の
許
に
届
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た（

3
）。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
近
時
、
岩

元
修
一
氏
が
公
け
に
さ
れ
た
論
文
「
召
文
・
問
状
覚
書（

4
）」

に
触
発
さ
れ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
手
続
法
に
お
け
る
「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」

に
関
す
る
理
解
の
現
状
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
ん
ご
究
明
し
て
い
く
べ
き
課
題
の
一
端
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

　

具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
本
稿
で
は
、「
岩
元
論
文
」
が
明
ら
か
に
し
た
事
実
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
一
方
、
同
論
文
が
結
実
す
る
に

い
た
る
過
程
を
捉
え
る
た
め
に
も
、
同
論
文
以
前
に
お
け
る
学
説
史
的
状
況
を
あ
わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作

業
を
通
じ
て
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
す
る
法
制
史
的
理
解
の
可
能
性
を
こ
ん
ご
探
っ
て
い
く
た
め
の
、
新
た
な
手
掛
か
り
を
得

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

か
よ
う
な
方
法
を
採
る
本
稿
は
し
た
が
っ
て
、
筆
者
に
よ
る
新
た
な
見
解
を
提
示
し
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
文
字
通

り
の
小
論
で
あ
り
、「
問
状
」・「
召
文
」
に
関
す
る
理
解
の
現
状
を
確
認
し
、
筆
者
が
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
い
わ
ば
準
備
ノ
ー
ト
の
域
を
出
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
予
め
お
断
り
申
し
上
げ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

（
1
）　
「
問
状
」（﹃
國
史
大
辭
典
﹄
第
十
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
九
〇
二
頁
、
植
田
信
廣
氏
執
筆
）
は
、
石
井
良
助
﹃
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
﹄（
弘

文
堂
書
房
、
一
九
三
八
年
、
以
下
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
と
記
す
）
等
が
示
し
た
理
解
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
お
、「
陳
状
」（﹃
國
史
大
辭
典
﹄
第
十
一
巻
、
一
九
九
〇
年
、

六
八
四
頁
、
植
田
信
廣
氏
執
筆
）
で
は
、
佐
藤
進
一
﹃
古
文
書
学
入
門
﹄（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）
等
の
理
解
に
依
拠
し
、「
中
世
に
お
い
て
訴
訟
手
続
が

最
も
発
達
し
た
鎌
倉
幕
府
の
制
度
に
よ
れ
ば
、
訴
え
が
受
理
さ
れ
る
と
訴
状
が
問
状
（
答
弁
催
促
状
）
と
と
も
に
論
人
に
送
達
さ
れ
、
論
人
が
こ
れ
に
応
訴
す
る
な

ら
ば
陳
状
が
提
出
さ
れ
書
面
審
理
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。」
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
三
九
八
四
）
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（
2
）　
「
召
文
」（
前
註
所
引
﹃
國
史
大
辭
典
﹄
第
十
三
巻
、
七
六
九
頁
、
植
田
信
廣
氏
執
筆
）
に
つ
い
て
も
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
等
に
示
さ
れ
た
理
解
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
3
）　

あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
石
井
進
「
中
世
社
会
論
」（﹃
石
井
進
著
作
集
﹄
第
六
巻
・
中
世
社
会
論
の
地
平
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
五

九
～
六
〇
頁
、一
九
七
六
年
初
出
）
で
は
、「
裁
判
に
お
け
る
当
事
者
主
義
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、論
人
に
対
し
て
「
陳
弁
」
を
命
令
す
る
「
問

状
」
を
論
人
の
許
に
届
け
る
の
は
、
ま
さ
に
訴
人
の
役
割
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
に
お
け
る
「
当
事
者
主
義
」
の
原
則
の
一
貫
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

（
4
）　

岩
元
﹃
初
期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
六
頁
以
下
、
原
論
文
の
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）。
当
該
論
文
に
つ
い
て
は
、
以
下
、

「
岩
元
論
文
」
と
記
す
。
筆
者
は
岩
元
﹃
前
掲
書
﹄
を
紹
介
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
甚
だ
不
十
分
な
も
の
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。﹃
同
書
﹄
の
中

で
も
筆
者
が
と
く
に
興
味
を
覚
え
た
当
該
論
文
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
機
会
を
得
た
い
と
念
じ
て
い
た
が
、
こ
の
た
び
か
よ
う
な
小
論
を
寄
稿
す
る

機
会
を
与
え
て
頂
い
た
こ
と
か
ら
、そ
の
反
省
も
込
め
て
執
筆
す
る
に
い
た
っ
た
次
第
で
あ
る
。
筆
者
に
よ
る
紹
介
に
つ
い
て
は
、西
村
安
博
「
書
評　

岩
元
修
一
﹃
初

期
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
﹄」（
法
制
史
学
会
編
﹃
法
制
史
研
究
﹄
第
五
八
号
、
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
三
月
刊
行
予
定
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
近
時
、
山

田
徹
「
新
刊
紹
介
」（
日
本
史
研
究
会
編
﹃
日
本
史
研
究
﹄
第
五
五
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
八
〇
頁
以
下
）、
お
よ
び
田
中
大
喜
「
書
評
」（
歴
史
学
研
究
会
編
﹃
歴
史
学

研
究
﹄
第
八
四
五
号
、
四
三
頁
以
下
）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

一
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
を
め
ぐ
る
問
題
関
心

　
「
問
状
」
に
関
し
て
は
、﹃
御
成
敗
式
目
﹄
五
十
一
条
の
規
定
内
容
に
よ
り
、
そ
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
当
該
条
文
に
拠
れ
ば
、

裁
判
所
（
関
東
・
六
波
羅
）
か
ら
「
問
状
」
を
受
け
取
っ
た
訴
人
が
、
当
該
問
状
に
つ
い
て
恰
も
自
ら
が
勝
訴
し
た
内
容
の
記
さ
れ
た
判
決
文

書
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
認
し
、
相
手
方
論
人
に
対
し
て
権
利
実
現
の
た
め
の
執
行
と
称
し
て
濫
妨
を
は
た
ら
く
こ
と
は
罪
科
に
当
た
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
問
状
狼
藉（

1
）」

を
禁
止
す
る
一
方
、
訴
人
に
よ
る
か
よ
う
な
非
法
を
防
ぐ
た
め
に
、
訴
状
の
内
容
を
吟
味

し
た
上
で
不
当
な
訴
え
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
「
問
状
」
を
発
給
し
な
い
と
い
う
。
次
の
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
（
三
九
八
五
）
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︻
史
料
Ⅰ－

1
︼﹃
御
成
敗
式
目
﹄
五
十
一
条（

2
）

一
、
帶
問
状
御
敎
書
、
致
狼
藉
事
、

右
就
訴
状
被
下
問
状
者
定
例
也
、
而
以
問
状
致
狼
藉
事
、
姦
濫
之
企
難
遁
罪
科
、
所
申
爲
顯
然
之
僻
事
者
、
給
問
状
事
一
切
可
被

停
止
也
、

　

他
方
、「
召
文
」
は
「
問
状
」
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
訴
人
か
ら
論
人
に
対
し
て
訴
状
が
送
達
さ
れ
る
際
に
同
時
に
渡
さ
れ
た
文
書
で

あ
る
。
送
達
を
う
け
た
論
人
は
、
事
実
上
そ
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
る
か
、
あ
る
い
は
か
り
に
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
は
裁
判
所

に
出
頭
し
よ
う
と
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
出
頭
を
拒
否
す
る
、
な
ど
の
対
応
を
と
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
対
応
策
と

し
て
、
裁
判
所
の
対
応
方
法
を
規
定
し
た
も
の
が
「
式
目
三
十
五
条
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
半
に
述
べ
ら
れ
る
趣
旨
は
、
裁
判
所
が
一
方
当

事
者
（
論
人
）
に
出
頭
を
命
じ
た
「
召
文
」
に
対
し
て
、
彼
が
拒
否
す
る
こ
と
三
度
に
及
ぶ
も
、
な
お
も
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
訴

人
の
主
張
に
道
理
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
直
ち
に
訴
人
の
勝
訴
と
す
る
一
方
、
訴
人
に
道
理
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、「
論
所
を
論
人
か

ら
没
収
し
て
訴
人
以
外
の
第
三
者
に
給
付
す
る（

3
）」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
の
史
料
が
そ
れ
で
あ
る
。

︻
史
料
Ⅰ－

2
︼﹃
御
成
敗
式
目
﹄
三
十
五
条
（
前
掲
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
一
巻
）

一
、
雖
給
度
々
召
文
不
參
上
科
事

右
就
訴
状
遣
召
文
事
及
三
箇
度
、
猶
不
參
決
者
、
訴
人
有
理
者
、
直
可
被
裁
許
、
訴
人
無
理
者
、
又
給
他
人
也
、
但
至
所
從
牛
馬

幷
雜
物
等
者
、
任
員
數
被
糺
返
、
可
被
付
寺
社
修
理
也

　
「
問
状
」
あ
る
い
は
「
召
文
」
に
関
し
て
は
、は
や
く
、石
井
良
助
﹃
前
掲
書
﹄
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、佐
藤
進
一
﹃
鎌

　
（
三
九
八
六
）
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倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
﹄（
畝
傍
史
学
叢
書
、
一
九
四
三
年
、
岩
波
書
店
に
よ
り
一
九
九
三
年
再
刊
）
の
中
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
問
状
」
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
い
ま
、
と
く
に
「
召
文
」
に
関
す
る
研
究
史
を
あ
ら
た
め
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
な
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
規
範
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
存
在
し
た
「
召め

し
ぶ
み文

違い

背は
い

（
之の

咎と
が

）」

に
関
す
る
実
証
的
研
究
の
先
鞭
を
着
け
た
石
井
博
士
に
よ
る
重
厚
な
研
究
成
果
は
、
そ
の
後
の
法
制
史
研
究
や
中
世
史
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
幕
府
裁
判
の
鍵
を
握
る
「
召
文
違
背
（
之
咎
）」
に
関
心
を
寄
せ
て
来
た
研
究
者
は
必
ず
し
も
少
な

く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
、「
召
文
違
背
（
之
咎
）」
に
関
す
る
近
時
の
理
解
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
れ
に

関
し
て
有
力
な
議
論
を
提
供
さ
れ
た
植
田
信
廣
氏
お
よ
び
古
澤
直
人
氏
の
見
解
の
一
部
を
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

か
つ
て
植
田
信
廣
氏
は
論
文
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
「
不
論
理
非
」
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て（

4
）」

の
中
で
、
裁
判
規
範
の
一
つ
と
し
て

「
召
文
違
背
之
咎
」
を
採
り
上
げ
た
際
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

　

鎌
倉
幕
府
の
裁
許
状
に
は
訴
訟
当
事
者
の
一
方
が
幕
府
の
出
頭
命
令
に
背
い
て
法
廷
に
出
頭
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
者
の
敗
訴
と
し
、
他
方
当
事
者

の
勝
訴
を
判
決
し
て
い
る
事
例
が
多
い
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
事
例
を
「
一
方
当
事
者
が
不
出
頭
の
場
合
は
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
理
非
を
論
ぜ
ず
他
方

当
事
者
の
勝
訴
と
す
る
。」
と
い
う
規
範
に
基
づ
く
判
決
類
型
と
し
て
本
節
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。（「
植
田
論
文
」
一
三
四
頁
）

　

植
田
氏
は
こ
の
上
で
、
石
井
博
士
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
式
目
三
十
五
条
」
お
よ
び
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
二
六
〇
条
」
に
関
す
る
評
価
を

次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
植
田
氏
の
所
論
を
引
用
す
る
前
に
、「
追
加
法
二
六
〇
条
」
を
次
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、

石
井
博
士
の
理
解
が
公
け
に
さ
れ
た
時
点
で
は
、
同
法
は
宝
治
元
年
（
一
二
四
七
）
十
二
月
十
二
日
附
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は

こ
れ
に
関
す
る
修
正
的
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

︻
史
料
Ⅰ－

3
︼「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
二
六
〇
条
（
前
掲
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
一
巻
、
四
七
二
頁
訂
正
参
照
）

　
（
三
九
八
七
）
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一
、
訴
訟
人
座
籍
事
（
中
略
）

右
、
差
定
奉
行
人
、
召
問
両
方
之
後
、
一
方
致
難
渋
送
日
数
、
自
対
決
之
日
過
廿
箇
日
者
、
不
顧
理
非
、
任
訴
人
申
状
、
可
有
御

成
敗
者
、

　

そ
こ
で
、
植
田
氏
に
拠
れ
ば
、

　
（
石
井
博
士
は
追
加
法
二
六
〇
条
に
い
う
次
の
表
現
、
筆
者
註
）「
不
顧
理
非
、
任
訴
人
申
状
、
可
有
御
成
敗
者
」
と
式
目
三
十
五
条
に
い
う
「
訴
人
有
理
者
」

な
る
表
現
の
差
異
に
着
目
さ
れ
、
式
目
三
十
五
条
が
「
訴
人
に
理
あ
り
や
否
や
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
に
差
別
を
設
け
た
に
反
し
、
宝
治
元
年
に
至
っ
て
初
め
て

召
文
違
背
の
効
果
と
し
て
、
訴
人
の
理
非
に
関
係
な
く
、
常
に
訴
人
の
申
状
に
任
せ
て
成
敗
あ
る
べ
き
旨
を
定
め
、」「
爾
後
の
召
文
違
背
に
関
す
る
法
令
及
び

慣
習
法
は
総
て
こ
の
原
則
の
上
に
成
立
し
た
」、
そ
の
意
味
で
追
加
法
二
六
〇
条
は
召
文
法
史
上
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

 

（「
植
田
論
文
」
一
三
五
～
一
三
六
頁
）

と
い
う
。

　

そ
し
て
、
植
田
氏
の
関
心
は
「
こ
の
よ
う
な
召
文
違
背
に
関
す
る
制
定
法
は
実
際
の
裁
判
の
場
に
お
い
て
如
何
な
る
形
で
、
如
何
な
る
程

度
に
、そ
の
裁
判
規
範
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
点
に
関
心
を
向
け
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、氏
は
「
法

令
上
の
変
化
と
実
際
の
裁
判
と
の
関
連
如
何
と
い
う
問
題
も
重
要
な
検
討
課
題
の
一
つ
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
式
目

制
定
後
、
追
加
法
二
六
〇
条
制
定
ま
で
の
間
に
下
さ
れ
た
裁
許
状
の
中
に
召
文
違
背
に
関
す
る
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」（「
植
田

論
文
」
一
三
六
頁
）
と
し
、「
追
加
法
二
六
〇
条
」
制
定
後
の
判
例
に
関
し
て
検
討
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。

　

植
田
氏
は
具
体
的
な
検
討
素
材
と
し
て
、「
飯
野
文
書
」
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
九
月
十
二
日
附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁－

一
八
二
」）、「
諏

訪
大
社
下
社
文
書
」
元
亨
三
年
（
一
二
三
三
）
七
月
廿
七
日
附
関
東
裁
許
状
案
（「
関
裁－
二
九
五
」）、お
よ
び
「
武
澤
文
書
」
元
応
元
年
（
一

　
（
三
九
八
八
）
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三
一
九
）
五
月
廿
三
日
附
問
注
所
裁
許
状
（「
関
裁
―
二
七
八
」）
を
採
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
検
討
を
行
っ
た
氏
は
、「
幕

府
は
追
加
法
二
六
〇
条
の
全
面
的
適
用
（
＝
召
文
違
背
の
咎
に
よ
り
違
背
者
は
敗
訴
し
、
相
手
方
の
申
請
ど
お
り
判
決
す
る
）
と
部
分
的
適
用
（
＝
召

文
違
背
の
咎
に
よ
り
違
背
者
は
敗
訴
す
る
が
、
相
手
方
の
理
非
を
論
ず
る
）
を
必
要
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
召
文
違
背
の

咎
を
強
行
し
つ
つ
他
方
で
御
家
人
所
領
の
維
持
を
は
か
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
お
ら
れ
る
（「
植
田
論
文
」
一
三
九
頁
）。

　

他
方
で
、
時
期
的
に
い
う
な
ら
ば
「
植
田
論
文
」
が
公
表
さ
れ
た
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
古
澤
直
人
氏
は
、
論
文
「
鎌
倉
幕
府
法
の
展
開

―
訴
訟
制
度
に
お
け
る
「
理
非
裁
断
の
成
立
・
展
開
と
そ
の
変
質
―（

5
）」

を
公
け
に
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
古
澤
氏
が
設
定
さ
れ

た
課
題
は
、
鎌
倉
幕
府
の
「
理
非
裁
断
の
変
質
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
石
井
良
助
﹃
前
掲
書
﹄
が
明
ら

か
に
し
た
「
召
文
違
背
」
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
佐
藤
進
一
﹃
前
掲
書
﹄
が
訴
訟
制
度
に
関
す
る
緻
密
な
実
証
的
検
討
を
通
じ
て
導
く
に
い

た
っ
た
幕
府
の
政
治
史
的
理
解
に
つ
い
て
、
古
澤
氏
独
自
の
視
点
か
ら
再
検
討
を
試
み
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
氏
の
抱
か
れ
た

関
心
の
一
つ
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
引
用
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
「
実
質
的
な
制
度
と
手
続
に
裏
づ
け
ら
れ
た
完
成
期
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
」
が
変
質
し
た
、
末
期
に
お
け
る
幕
府
裁
判
の
実
態
究
明
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
幕
府

訴
訟
制
度
の
変
質
と
幕
府
滅
亡
と
の
関
係
如
何
の
考
察
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
政
治
史
研
究
の
遅
れ
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
重
要
な
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。
鎌
倉
幕
府
の
劇
的
な
崩
壊
は
、
中
世
の
政
治
史
全
体
を
通
覧
し
て
も
、
も
っ
と
も
興
味
深
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
幕
府
の
訴
訟
制
度
の
分
化

と
い
う
視
点
か
ら
古
く
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
佐
藤
進
一
氏
は
、
従
来
の
権
利
保
護
の
た
め
の
慎
重
審
理
が
弘
安
頃
を
頂
点
に
し
て
転
回
し
、
永
仁
以
降
の
い

わ
ゆ
る
鎌
倉
末
期
に
は
、
妥
協
に
よ
る
即
決
主
義
、
あ
る
い
は
職
権
主
義
・
鎮
圧
主
義
が
台
頭
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
か
か
る
裁
判
理
念
の
変
化
が
、
訴
訟
機

関
諸
種
職
員
の
地
位
の
家
格
化
・
形
骸
化
と
い
う
問
題
と
あ
い
ま
っ
て
、「
訴
訟
制
度
の
も
つ
実
質
的
意
義
は
喪
失
し
、
御
家
人
を
幕
府
に
結
び
付
け
る
有
力

な
紐
帯
の
一
で
あ
つ
た
訴
訟
制
度
に
対
す
る
信
頼
は
急
速
に
失
は
れ
て
行
く
。
こ
れ
が
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
末
期
の
状
態
で
あ
っ
た
」
と
結
論
的
に
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、︽
幕
府
訴
訟
制
度
の
形
骸
化
に
と
も
な
う
信
頼
の
喪
失
↓
御
家
人
の
幕
府
離
反
︾
と
い
う
筋
道
で
幕
府
滅
亡
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
三
九
八
九
）
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し
か
し
、
か
か
る
理
解
に
対
し
て
は
、
な
お
異
論
の
入
る
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、︽
幕
府
裁
判
に
対
す
る
信
頼
の
喪
失
︾
と
い
う
問
題
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
、
末
期
に
お
い
て
、
幕
府
へ
の
訴
訟
件
数
が
そ
れ
ま
で
に
比
べ
て
飛
躍
的
に
増
大
す
る
と
い
う
現
象
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。︽
形

骸
化
︾
し
た
幕
府
裁
判
に
い
っ
た
い
な
に
ゆ
え
に
訴
訟
が
集
中
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
見
相
反
す
る
二
つ
の
事
実
に
対

す
る
整
合
的
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
佐
藤
氏
は
、
主
題
の
関
係
か
ら
か
、
か
か
る
末
期
の
幕
府
裁
判
の
実
態
に
つ
い
て
必
ず
し
も
詳
細
な
検
討
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
佐
藤
氏

は
「
後
期
幕
府
の
判
決
態
度
に
見
ら
れ
る
著
し
い
傾
向
」
と
し
て
、
第
一
に
和
与
の
奨
励
、
第
二
に
和
与
不
成
立
時
の
訴
訟
処
理
の
発
達
、
と
く
に
領
家
側
の

一
方
的
申
請
に
も
と
づ
く
強
制
的
な
下
地
中
分
の
判
決
な
ど
、
理
非
を
差
し
置
い
た
即
決
的
・
妥
協
的
な
裁
判
の
盛
行
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
前
述
の
幕
府
へ

の
訴
訟
提
起
の
増
大
と
い
う
問
題
と
の
関
係
を
含
め
て
、
末
期
に
お
け
る
幕
府
裁
判
の
実
態
究
明
は
、
な
お
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
課
題
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。（「
古
澤
論
文
」
九
〇
～
九
一
頁
）

　

古
澤
氏
は
こ
の
よ
う
に
、「
式
目
三
十
五
条
」
が
幕
府
裁
判
に
お
け
る
「
対
決
手
続
」
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
式
目
成
立

の
根
本
理
念
に
か
か
わ
る
法
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
の
理
解
の
も
と
で
、
鎌
倉
幕
府
の
「
理
非
裁
断
の
歴
史
」
を
検
討
す
る
こ
と
、
そ
し
て

ま
た
、「
式
目
三
十
五
条
」
が
現
実
に
適
用
さ
れ
た
事
例
を
網
羅
的
に
蒐
集
・
整
理
し
、
こ
れ
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
末
期

幕
府
裁
判
の
実
態
を
究
明
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
滅
亡
に
い
た
る
政
治
史
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
の

で
あ
る
（「
古
澤
論
文
」
九
一
～
九
二
頁
参
照
）。

　

古
澤
氏
は
こ
れ
に
加
え
て
、
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
訴
訟
件
数
自
体
の
急
激
な
増
加
、
あ
る
い
は
「
和
与
」
を
認
可
す
る
裁
許
件
数
の
増
加
、

さ
ら
に
は
、「
召
文
違
背
之
咎
」
を
適
用
し
た
裁
許
件
数
の
急
増
と
い
う
現
象
を
総
合
的
に
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
氏
に
拠
れ
ば
、

　
（
鎌
倉
、
筆
者
註
）
末
期
に
お
け
る
訴
訟
件
数
の
飛
躍
的
な
増
大
は
、
従
来
、
幕
府
の
交
渉
下
に
な
か
っ
た
本
所
一
円
地
住
人
ら
の
非
御
家
人
、
甲
乙
人
な

ど
広
範
な
社
会
層
が
幕
府
権
力
と
繫
属
し
、
同
時
に
従
来
、
幕
府
の
法
・
裁
判
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
諸
問
題
ま
で
幕
府
に
提
起
さ
れ
幕
府
の
保
障
が

　
（
三
九
九
〇
）
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求
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
結
果
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。（「
古
澤
論
文
」
一
六
六
頁
）

と
い
う
。
そ
の
上
で
、

　

末
期
の
幕
府
権
力
は
、
強
権
の
行
使
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
多
く
の
階
層
を
自
ら
の
影
響
下
に
吸
収
し
、
統
一
権
力
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
な
が
ら
（
＝
在

地
社
会
へ
の
介
入
、
筆
者
註
）、
同
時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
反
対
勢
力
を
ま
す
ま
す
生
産
す
る
と
い
う
二
重
の
性
格
を
有
し
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
含

ん
だ
統
一
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
の
統
一
と
い
う
認
識
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
、「
末
期
訴
訟
制
度
に
対
す
る
信
頼
の
喪
失
」

（
＝
「
召
文
違
背
之
咎
」
適
用
件
数
の
急
増
と
い
う
状
況
、
筆
者
註
）
も
、「
幕
府
へ
の
訴
訟
件
数
の
増
大
」
も
一
つ
の
別
表
現
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
節
で
検
討
し
て
き
た
、︽
爆
発
的
な
訴
訟
提
起
の
欠
席
裁
判
強
行
に
よ
る
処
理
︾
と
い
う
問
題
は
、
間
違
い
な
く
か
か
る
矛
盾
の

結
節
点
に
位
置
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。（「
古
澤
論
文
」
一
六
七
頁
）

と
の
結
論
を
述
べ
て
お
ら
れ
る（

6
）。

　

以
上
に
み
ら
れ
る
古
澤
氏
の
理
解
は
、「
召
文
違
背
之
咎
」
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
中
で
避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
問
題
を

指
摘
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
よ
う
な
理
解
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
、「
召
文
」

に
関
す
る
実
証
研
究
は
も
っ
ぱ
ら
「
召
文
違
背
（
之
咎
）」
に
関
す
る
研
究
に
終
始
し
て
来
た
の
だ
と
い
う
印
象
を
、
あ
る
い
は
与
え
て
し

ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
文
書
学
研
究
の
領
域
に
お
い
て
は
、「
召
文
」

に
関
し
て
緻
密
な
実
証
研
究
が
確
実
に
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
伊
地
知
鐵
男
編
﹃
日
本
古
文
書

学
提
要
﹄
上
巻
（
新
生
社
、
一
九
六
六
年
、
四
六
九
～
七
〇
頁
）、
佐
藤
進
一
﹃
古
文
書
学
入
門
﹄（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
一
年
、
一
五
九
頁
）、

日
本
歴
史
学
会
編
﹃
概
説　

古
文
書
学
﹄
古
代
・
中
世
編
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年（

7
））

等
に
お
い
て
は
、「
召
文
」
は
訴
訟
当
事
者
を
裁

判
所
に
「
召
喚
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
裁
判
所
が
発
給
す
る
文
書
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
理
解
と
ほ
ぼ
同
様
に
、「
召
文
」
を
「
召
喚
状
」
と
し
て
捉
え
た
上
で
、「
問
状
」
と
「
召
文
」
と
の
間
に
存
在
す

　
（
三
九
九
一
）



鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
問
状
・
召
文
に
関
す
る
覚
え
書
き

�

九
七
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

る
目
的
や
機
能
の
相
違
に
つ
い
て
、
と
く
に
意
識
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
理
解
を
詳
述
し
て
い
る
も
の
も
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

相あ
い
だ田

二に
ろ
う郎

﹃
日
本
の
古
文
書
﹄
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
、
四
七
六
頁
）
で
は
、「
問
状
御
教
書
」
に
関
し
て
、「
陳
状
と
は
⋮
⋮
論
人
か
ら

辯
疏
す
る
た
め
に
出
す
文
書
の
こ
と
で
、
か
く
陳
状
を
促
す
為
め
と
か
、
或
は
諸
事
に
就
い
て
問
ひ
尋
ね
る
爲
め
に
出
す
文
書
は
、
特
に
之

を
問
状
と
云
ふ
」
と
す
る
一
方
、「
召
文
御
教
書
」
に
関
し
て
は
、「
か
く
陳
辯
す
る
者
を
出
頭
せ
し
む
る
や
う
促
し
た
も
の
で
⋮
⋮
陳
辯
す

る
者
を
召
喚
す
る
爲
め
に
出
す
文
書
を
特
に
召
文
若
く
は
召
符
と
云
ふ
」
と
す
る
。
伊
木
壽
一
﹃
日
本
古
文
書
学
﹄
第
三
版
（
雄
山
閣
出
版
、

一
九
八
五
年
、
三
〇
八
～
九
頁
）
で
は
、「
問
状
」
に
関
し
て
、「
幕
府
⋮
⋮
か
ら
訴
人
（
原
告
）
の
訴
状
に
つ
い
て
論
人
（
被
告
）
を
訊
問
す
る

文
書
で
あ
る
。
⋮
⋮
か
な
ら
ず
し
も
参
決
を
要
し
な
い
。」
と
す
る
一
方
、「
召
文
」
に
関
し
て
は
、「
訴
訟
の
場
合
に
は
問
状
両
度
に
お
よ

ぶ
も
論
人
が
答
弁
し
な
い
と
き
は
召
文
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
違
背
す
る
と
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。」
と
す
る
。

　
「
問
状
」・「
召
文
」
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
に
古
文
書
学
上
の
理
解
に
拠
れ
ば
、
基
本
的
に
、「
問
状
」
は
陳
状
の
提
出
を
命
じ
る
内
容
の

文
書
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
召
文
」
は
論
人
に
対
し
て
裁
判
所
へ
の
出
頭
を
命
じ
る
内
容
の
文
書
で
あ
る
こ
と
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う

な
一
定
の
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
に
お
い
て

示
さ
れ
た
理
解
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

歴
史
学
界
に
お
い
て
は
か
よ
う
な
理
解
の
仕
方
で
落
ち
着
い
て
い
た
が
、
近
時
、
岩
元
修
一
氏
は
「
前
掲
論
文
」
を
公
け
に
さ
れ
て
、「
問

状
」
と
「
召
文
」
に
関
す
る
新
た
な
考
え
方
を
提
示
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
氏
は
、
両
文
書
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
て
い
る
古
文
書

学
上
の
理
解
や
訴
訟
手
続
上
の
特
徴
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
仔
細
に
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
両
文
書
は
鎌
倉
期

～
南
北
朝
期
に
お
け
る
訴
訟
手
続
の
上
で
い
か
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

岩
元
氏
の
抱
か
れ
た
主
な
関
心
は
次
の
文
章
の
中
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
を
見
る
と
、「
三
問
状
」
な
ど
の
表
現
は
確
認
で
き
て
も
、
訴
訟
の
さ
い
に
論
人
側
に
弁
申
を
求
め
る
と
い
う
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
「
問

　
（
三
九
九
二
）
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状
」
の
記
述
は
見
え
な
い
。
所
務
沙
汰
の
説
明
で
も
、
幕
府
が
訴
状
を
受
理
し
た
後
に
「
御
教
書
ヲ
也
、
以
之
為
訴
訟
之
初
」
と
は
記
し
て
も
、
そ
の
「
御
教

書
」
を
「
問
状
」
と
か
問
状
御
教
書
と
は
明
記
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
を
見
る
限
り
、
論
人
側
に
弁
申
を
求
め
る
と
い
う
通
常
理
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
問
状
の
説
明
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（「
岩
元
論
文
」
一
五
六
～
一
五
七
頁
）

　

岩
元
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
が
ほ
ぼ
完
成
期
を
迎
え
た
後
期
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
﹃
沙
汰
未

練
書
﹄
の
中
に
、
通
常
の
訴
訟
手
続
の
上
で
は
陳
状
の
提
出
を
命
じ
る
際
に
発
給
さ
れ
て
い
た
「
問
状
」
に
関
す
る
説
明
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
事
実
に
注
目
さ
れ
て
、こ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
問
う
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、学
説
史
上
、「
問
状
」
や
「
召

文
」
に
関
す
る
基
本
的
理
解
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
中
田
薫
博
士
の
理
解
を
論
文
「
鎌
倉
室
町
兩
幕
府
の
官
制
に
就
て
」（
同
﹃
法
制
史
論
集
﹄

第
三
巻
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
六
二
七
頁
以
下
、
と
く
に
六
三
二
頁
参
照
、
一
九
四
三
年
初
版
）
の
中
に
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
加

え
て
、
石
井
博
士
（
同
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
四
頁
註
（
二
三
八
）、
と
く
に
一
四
七
～
八
頁
参
照
）
の
理
解
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
中
田
博
士
に
拠
れ
ば
、

　
（
前
略
）
第
二
に
引
付
は
一
の
合
議
体
な
る
こ
と
は
、
そ
の
議
事
手
続
を
研
究
す
る
こ
と
に
依
て
明
ら
か
な
り
。
沙
汰
未
練
抄
に
依
れ
ば
所
務
沙
汰

0

0

0

0

と
総
称

す
る
訴
訟
は
引
付
の
管
轄
に
属
し
、
こ
れ
に
関
す
る
訴
を
提
起
せ
ん
と
す
る
訴
人
は
、
訴
状
と
具
書
（
証
拠
書
類
）
と
を
調
え
て
問
注
所
の
職
員
た
る
所
務
賦

0

0

0

に
提
出
す
。
賦
奉
行
は
賦
双
紙

0

0

0

に
訴
訟
の
種
別
を
記
し
訴
状
に
加
銘
し
、
各
引
付
の
順
番
に
従
て
こ
れ
を
一
方
引
付
に
配
賦
す
。
然
る
と
き
は
当
該
引
付
の
開0

闔0

こ
れ
を
請
取
る
。
そ
の
後
引
付
会
の
期
日
に
至
て
抽
籤
を
以
て
主
任
奉
行
を
撰
定
し
、
論
人
（
相
手
方
被
告
）
に
対
し
て
問
状
或
は
召
符
等
の
御
教
書
を
発

す
る
の
後
、
訴
論
人
の
間
に
三
問
三
答
と
称
す
る
訴
陳
状
の
交
換
を
始
め
、
諸
種
の
準
備
行
為
あ
り
。（
後
略
）

と
い
う
。
ま
た
、
石
井
博
士
に
拠
れ
ば
、

　
（
前
略
）
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
に
於
て
は
裁
判
所
が
召
文
を
発
す
る
場
合
と
し
て
、
本
文
に
掲
げ
た
三
箇
の
外
に
、
訴
人
の
申
状
に
就
き
、
問
状
に
及
ば
ず
、

直
に
召
文
を
発
す
る
第
四
の
場
合
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
後
略
）

　
（
三
九
九
三
）
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岩
元
氏
は
両
博
士
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
理
解
の
内
容
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
た
上
で
、

　

中
田
氏
は
、
幕
府
が
訴
状
受
理
後
に
論
人
充
に
発
給
す
る
文
書
を
「
問
状
或
は
召
符
等
の
御
教
書
」
と
説
明
し
て
お
り
、「
問
状
」
の
み
と
固
定
的
に
考
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
石
井
良
助
氏
も
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
、
幕
府
が
訴
状
受
理
後
に
問
状
に
及
ば
ず
訴
状
に
つ
き
召
文
を
下
す
場

合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。（「
岩
元
論
文
」
一
五
七
頁
）

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
博
士
は
、
裁
判
所
が
訴
状
受
理
後
に
論
人
宛
に
発
給
す
る
文
書
を
「
問
状
」
と
し
て
必
ず
し
も
固
定
的

に
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
「
召
文
」
の
場
合
も
あ
り
得
た
こ
と
を
想
定
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
岩
元
氏
は
慎
重
な

姿
勢
で
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
岩
元
氏
は
、両
博
士
が
必
ず
し
も
疑
問
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
点
、す
な
わ
ち
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
の
中
に
「
答

弁
を
求
め
る
問
状
の
説
明
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
」
を
解
明
す
べ
き
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
た
︹
課
題

Ⅰ
︺。
そ
こ
で
氏
は
、
研
究
史
上
初
め
て
の
試
み
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、「
問
状
」
に
関
す
る
分
類
を
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
Ａ
型
～
Ｆ
型
と
い
う
六
つ
の
類
型
に
分
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
該
当
史
料
に
関
す
る
検
討
を
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
岩
元
氏
が

こ
の
よ
う
な
「
分
類
」
を
試
み
ら
れ
た
の
は
、
か
つ
て
山
本
幸
司
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
指
摘
に
応
え
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。
山
本
氏
に
拠
れ
ば
、

　

鎌
倉
期
に
あ
っ
て
問
状
が
、
ど
の
よ
う
な
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
は
、
実
例
を
通
じ
て
知
る
ほ
か
な
く
、
式
目
の
注
釈
書
類
も
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な

い
。
た
だ
「
清
原
宣
賢
式
目
抄
」
に
「
惣

ハ
召
文
を
問
状
ト
云
テ
モ
害
ナ
シ
、
サ
レ
ト
モ
聊
差
別
ア
リ
、
召
文
ハ
其
事
実
ヲ
明
メ
申
セ
ト
ハ
カ
リ
カ
ク
、

問
状
ハ
子
細
ヲ
ク
ワ
シ
ク
カ
キ
タ
テ
ヽ
、
但
子
細
ア
ラ
ハ
明
メ
申
セ
ト
カ
ク
也
」（﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
別
巻
、
五
五
八
頁
）
と
あ
っ
て
、
こ
の
説
に
し
た
が

う
な
ら
、
十
三
世
紀
後
半
に
多
い
問
状
は
召
文
で
、
前
半
の
も
の
が
本
来
の
問
状
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
に
わ
か
に
は
従
い
難
い
が
、
改
め
て
検
討
す
る
必

　
（
三
九
九
四
）
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要
の
あ
る
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。（「
山
本
論
文
」
二
一
頁
、
註
（
28
））

と
い
う
。

　

そ
こ
で
、
岩
元
氏
は
「
問
状
」
に
関
し
て
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
分
類
を
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
次
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

Ａ
型　

鎌
倉
期
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
に
い
う
「
問
状
ノ
奉
書
」
＝
「
安
堵
の
手
続
」
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
文
書

　

Ｂ
型　

鎌
倉
期
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
に
い
う
「
問
状
」（
＝
二
問
状
、
三
問
状
等
）
＝
「
訴
状
」

　

Ｃ
型　

 

室
町
期
﹃
武
政
軌
範
﹄
に
い
う
「
問
状
奉
書
」
＝
守
護
宛
の
沙
汰
付
命
令
（「
若
又
有
子
細
者
、
無
偏
頗
可
被
注
申
」
な
る
文
言
の
記
載
有
り
、「
岩

元
論
文
」︹
史
料
一
︺）、「
召
文
」
＝
「
可
被
参
決
」
の
文
言
を
有
す
る
文
書
（﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
に
い
う
「
催
促
状
」（「
召
文
」
を
指
す
場
合
有
り
）

参
照
）

　

Ｄ
型　

 

室
町
期
﹃
清
原
宣
賢
式
目
抄
﹄
に
い
う
「
問
状
」
＝
押
妨
停
止
の
命
令
（「
有
子
細
者
、可
被
明
申
」
等
の
文
言
を
有
す
る
文
書
）、「
召
文
」
＝
明
申
、

弁
申
を
求
め
た
簡
易
な
文
言
を
有
す
る
文
書
（
以
上
の
区
別
は
、室
町
期
の
「
御
評
定
始
條
目
」
＝
「
岩
元
論
文
」︹
史
料
二
︺、﹃
室
町
家
御
内
書
案
﹄

に
お
い
て
も
同
様
）

　
　
　
　

↓
Ｃ
型
の
「
問
状
奉
書
」
に
類
似

　

Ｅ
型　

江
戸
期
﹃
武
家
名
目
抄
﹄
に
い
う
「
問
状
」
＝
明
申
、
弁
申
の
文
言
を
有
す
る
文
書
（「
岩
元
論
文
」︹
史
料
三
︺
参
照
）

　
　
　
　

↓
Ｄ
型
の
「
召
文
」
の
理
解
と
対
立

　

Ｆ
型　

鎌
倉
期
の
「
問
状
」
御
教
書
＝
「
事
実
者
」・「
猶
殊
有
子
細
者
、
可
注
申
」
な
ど
の
文
言
を
有
す
る
文
書

　

こ
の
よ
う
に
分
類
・
整
理
さ
れ
た
岩
元
氏
は
、
Ｅ
型
（「
明
申
」「
弁
申
」
＝
「
問
状
」
と
み
る
﹃
武
家
名
目
抄
﹄
お
よ
び
現
在
の
通
説
的
理
解
と
、「
召

文
」
と
み
る
﹃
清
原
宣
賢
式
目
抄
﹄
が
対
立
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
）
に
関
し
て
仔
細
に
検
討
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
︹
課
題
Ⅱ
︺。
こ
の
と
き

氏
は
、「
同
時
代
人
の
認
識
を
重
視
し
て
」「
召
文
」「
問
状
」
が
人
々
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し

　
（
三
九
九
五
）
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て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
右
に
述
べ
た
理
解
を
前
提
に
し
て
、
引
き
続
き
「
岩
元
論
文
」
に
導
か
れ
な
が
ら
、
主
に
「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」

に
関
す
る
近
時
の
理
解
の
現
状
に
つ
い
て
、
さ
さ
や
か
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
訴
訟
当
事
者
が
「
召

文
」
に
違
背
し
た
際
に
裁
判
所
が
決
定
的
な
判
決
理
由
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
召
文
違
背
之
咎（

8
）」

に
関
す
る
検
討
作
業
と
は

一
旦
切
り
離
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
1
）　

山
本
幸
司
「
裁
許
状
・
問
状
か
ら
見
た
鎌
倉
幕
府
初
期
訴
訟
制
度
」（
史
學
會
編
﹃
史
學
雜
誌
﹄
第
九
四
編
第
四
号
、一
九
八
五
年
、一
頁
以
下
）
を
参
照
。
以
下
、「
山

本
論
文
」
と
記
す
。
当
該
論
文
に
先
立
ち
、
鎌
倉
幕
府
の
初
期
に
お
け
る
訴
訟
制
度
を
論
じ
た
主
な
業
績
と
し
て
は
、
裁
許
状
に
記
さ
れ
る
「
事
若
實
者
」
な
る
文

言
に
逸
早
く
注
目
し
た
坂
本
賞
三
「
司
法
制
度
か
ら
見
た
鎌
倉
幕
府
確
立
の
一
過
程
」（
廣
島
史
學
研
究
會
編
﹃
史
學
研
究
﹄
第
五
九
号
、
一
九
五
五
年
、
六
五
頁
以
下
）

を
は
じ
め
、
工
藤
勝
彦
「
鎌
倉
幕
府
初
期
の
訴
訟
制
度
に
関
す
る
一
考
察
―
訴
訟
機
関
を
中
心
と
し
て
―
」（
日
本
大
学
史
学
会
編
﹃
史
叢
﹄
第
三
五
号
、
一
九
八

五
年
、
二
〇
頁
以
下
）
あ
る
い
は
同
「
鎌
倉
幕
府
初
期
の
訴
訟
制
度
に
関
す
る
考
察
（
Ⅱ
）
―
鎮
西
に
お
け
る
幕
府
裁
判
権
―
」（﹃
史
叢
﹄
第
三
八
号
、
一
九
八

七
年
、
四
二
頁
以
下
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
以
下
、
該
当
論
文
を
引
用
す
る
際
に
は
、
文
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
註
番
号
を
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）　

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
一
巻
・
鎌
倉
幕
府
法
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
第
十
六
刷
、
一
九
五
五
年
第
一
刷
）。

（
3
）　

石
井
進
・
石
母
田
正
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
・
佐
藤
進
一
校
注
﹃
中
世
政
治
社
会
思
想
﹄
上
（
日
本
思
想
大
系
新
装
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
九
七

二
年
初
刊
）
二
七
頁
頭
注
。

（
4
）　

日
本
古
文
書
学
会
編
﹃
日
本
古
文
書
学
論
集
﹄
6
・
中
世
Ⅱ
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
一
二
〇
頁
以
下
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）。
以
下
、「
植
田
論
文
」
と

記
す
。

（
5
）　

古
澤
﹃
鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
﹄（
校
倉
書
房
、
一
九
九
一
年
、
九
〇
～
九
一
頁
、
初
出
は
一
九
八
八
～
一
九
九
〇
年
）。
以
下
、「
古
澤
論
文
」
と
記
す
。

（
6
）　

か
よ
う
な
古
澤
氏
の
理
解
に
対
す
る
批
判
的
見
解
は
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
田
一
郎
氏
に
拠
れ
ば
、
十
三
世
紀
末
頃
に
は
「
幕
府
の
⋮
法
な
り
「
下

知
」
な
り
に
対
す
る
人
々
一
般
の
規
範
意
識
が
こ
の
時
期
に
変
容
を
遂
げ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
幕
府
の
法
な
り
「
下
知
」
な
り
が
、
客
観
的
に

参
照
可
能
な
「
規
範
」
を
示
す
も
の
と
し
て
、従
っ
て
幕
府
「
裁
判
」
に
お
い
て
利
用
可
能
な
「
切
り
札
」
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
い
う
（
新
田
﹃
日

本
中
世
の
社
会
と
法
―
国
制
史
的
変
容
―
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
六
〇
頁
）。
そ
の
上
で
氏
は
、「
鎌
倉
幕
府
が
「
召
文
違
背
之
咎
」
制
を
実
際
に

　
（
三
九
九
六
）
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運
用
し
は
じ
め
る
の
は
、
現
存
す
る
裁
許
状
に
見
る
限
り
で
は
正
応
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
微
視
的
な
画
期
は
見
定
め
が
た
い
が
、
こ
こ
に
、
お
よ
そ

一
三
世
紀
末
頃
に
「
手
続
規
則
違
反
を
理
由
と
し
た
判
決
」
の
類
型
が
現
実
的
な
機
能
を
持
ち
は
じ
め
る
一
つ
の
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
手
続
規
則
に
違
反
し

た
か
ら
」
と
い
う
「
判
決
」
の
理
由
づ
け
が
実
際
の
機
能
を
持
ち
は
じ
め
た
意
味
は
頗
る
大
き
い
。
ま
し
て
「
召
文
違
背
之
咎
」
の
場
合
、
沙
汰
の
場
に
現
れ
て
い

な
い
当
事
者
に
対
し
て
そ
の
こ
と
を
理
由
に
敗
訴
を
宣
告
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
具
体
的
な
「
承
伏
」
を
得
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
勿
論
で

あ
り
、
従
来
そ
う
し
た
規
定
が
存
し
な
が
ら
も
運
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
少
な
く
と
も
或
る
程
度
の
有
効
性
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と

理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
紛
争
処
理
の
手
段
と
し
て
幕
府
に
よ
る
「
裁
判
」
が
当
然
に

0

0

0

選
択
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
意
識
、
そ
し
て
「
一
般
的
に
遵
守
さ
れ
る

べ
く
、
違
反
に
対
し
て
は
相
応
の
制
裁
が
課
さ
れ
る
べ
き
手
続
規
則
」
と
い
う
規
範
の
在
り
方
に
対
す
る
認
識
の
形
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
別
具
体
的
な
「
承

伏
」
の
存
否
に
拘
ら
ず
当
然
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
「
手
続
規
則
」、
そ
れ
へ
の
違
反
が
沙
汰
の
帰
趨
を
決
す
る
「
切
り
札
」
と
な
り
う
る
と
い
う
、「
入
門
」（
＝
い
り

か
ど
、
筆
者
註
）
手
続
の
前
提
を
な
す
認
識
の
形
成
を
、
こ
こ
に
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
形
を
と
る
沙
汰
の
登
場
を
め
ぐ
る
議
論
、

そ
う
し
た
沙
汰
を
経
て
下
さ
れ
た
「
判
決
」
の
現
実
的
な
有
効
性
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
こ
そ
、「
判
決
」
の
執
行
力
の
問
題
に
着
目
し
て
「
下
知
違
背
之
咎
」
の

成
立
過
程
を
論
じ
た
古
澤
氏
の
論
考
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」（
新
田
﹃
前
掲
書
﹄
五
五
頁
）
と
い
う
。
新
田
氏
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
古
澤

氏
が
提
示
さ
れ
た
議
論
の
重
要
性
を
承
認
す
る
が
、古
澤
氏
の
理
解
に
お
い
て
は
、「
鎌
倉
初
期
の
「
事
実
者
」
型
の
「
裁
許
」
と
鎌
倉
末
期
の
「
不
論
理
非
」
型
の
「
裁

許
」
と
の
」
間
に
は
「
重
要
な
差
異
が
存
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、古
澤
氏
の
理
解
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

十
三
世
紀
末
に
は
「「
入
門
」
手
続
に
代
表
さ
れ
る
「
肝
要
」
の
沙
汰
が
成
立
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
新
田
氏
は
、古
澤
氏
の
理
解
に
お
い
て
は
、「
事
実
者
」
型
と
「
不

論
理
非
」
型
と
い
う
異
質
な
裁
許
形
式
が
「「
一
方
的
裁
許
」
の
範
疇
に
括
ら
れ
て
い
る
」
と
評
し
た
上
で
、「
中
世
の
裁
判
の
機
能
を
論
ず
る
上
で
、「
一
方
的
裁
許
」

か
否
か
、
で
は
な
く
、
一
般
性
を
も
っ
た
正
当
化
の
「
切
り
札
」
を
有
す
る
か
否
か
、
の
ほ
う
が
有
効
な
対
比
軸
で
あ
る
」（
以
上
は
、
新
田
﹃
前
掲
書
﹄
六
一
頁
参
照
）

と
い
う
批
判
的
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。新
田
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
か
よ
う
な
着
想
自
体
に
は
な
る
ほ
ど
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、「
切
り
札
」

の
実
体
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
あ
る
い
は
、「
切
り
札
」
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
な
ど
の
点
は
、

解
明
す
る
こ
と
が
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
7
）　
「
召
文
」
に
つ
い
て
は
七
四
頁
お
よ
び
一
〇
七
～
八
頁
（
上
島
有
博
士
執
筆
）、
あ
る
い
は
「
問
状
」
に
つ
い
て
は
と
く
に
七
八
～
七
九
頁
（
田
中
稔
氏
執
筆
）
を

参
照
。

（
8
）　
「
召
文
違
背
之
咎
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
﹃
國
史
大
辭
典
﹄
第
十
三
巻
（
七
六
九
頁
、
古
澤
直
人
氏
執
筆
）
に
解
説
が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

　
（
三
九
九
七
）
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二
、「
問
状
」
に
関
す
る
基
本
的
理
解

㈠　

石
井
良
助
博
士
に
よ
る
理
解

　
「
問
状
」
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
石
井
博
士
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
理
解
が
そ
れ
以
後
の
訴
訟
制
度
史
研
究
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与

え
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
の
「
第
一
篇　

鎌
倉
幕
府
不
動
産
訴
訟
法
」
に
お
い
て
、

「
第
二
章　

訴
訟
手
続
」
に
収
ま
る
「
第
三
節　

訴
の
審
理
」
の
中
で
「
第
二
款　

書
面
審
理
」
に
拠
れ
ば
、

　

こ
ヽ
に
書
面
審
理
手
続
と
は
訴
訟
当
事
者
を
し
て
訴
陳
状
を
交
換
せ
し
め
る
事
に
よ
つ
て
、
裁
判
所
が
当
該
訴
訟
に
関
す
る
事
実
上
及
び
法
律
上
の
判
断
を

得
る
手
続
を
云
ふ
の
で
あ
る
。
三
問
三
答
に
し
て
理
非
既
に
顕
然
た
る
為
、
対
決
に
及
ば
ず
し
て
、
直
に
判
決
す
る
場
合
に
、
三
問
三
答
の
訴
陳
状
の
交
換
が

書
面
審
理
た
る
性
質
を
有
す
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
然
ら
ざ
る
場
合
、
即
ち
対
決
の
あ
る
場
合
と
雖
も
、
訴
陳
状
を
以
て
単
な
る
準
備
書
面
と
の
み
見
る

事
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
先
に
記
述
し
た
如
く
、
訴
の
客
観
的
範
囲
は
本
訴
状
以
後
之
を
拡
張
す
る
事
を
得
ず
、
新
し
き
証
拠
方
法
は
二
問
状
迄
に
之

を
提
出
す
る
事
を
要
し
、
而
し
て
、
対
決
の
時
に
は
、
先
に
交
換
せ
る
訴
陳
状
を
読
合
は
し
た
の
で
あ
つ
て
、
訴
の
内
容
は
訴
陳
状
に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
た
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

前
述
の
手
続
に
遵
ひ
、
訴
状
が
賦
奉
行
よ
り
一
方
引
付
に
賦
ら
れ
て
、
該
引
付
に
於
て
当
該
訴
訟
担
当
の
奉
行
即
ち
本
奉
行
が
治
定
す
る
と
、
こ
ヽ
に
問
状

が
発
せ
ら
れ
る
。
↓
ⅰ

　

問
状
の
様
式
は
探
題
消
息
、
御
教
書
、
奉
書
或
は
書
下
で
あ
る
。
問
状
の
内
容
は
某
が
何
々
の
事
を
訴
出
た
の
で
、
そ
の
訴
状
具
書
を
送
る
か
ら
、（
そ
の

事
に
就
き
）
明
め
申
せ
、
弁
じ
申
せ
、
注
し
申
せ
、
或
は
陳
状
（
若
く
は
請
文
）
を
進
め
よ
と
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
︹
明
申
︺、︹
弁
申
︺、︹
注
申
︺、︹
進

陳
状
（
請
文
）︺、
と
云
ふ
文
句
が
問
状
の
必
要
に
し
て
且
つ
十
分
な
（
実
質
的
）
要
素
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
↓
ⅱ　

時
と
し
て
は
問
状
に
明
め
申
す
べ
き
期

限
を
附
記
す
る
事
が
あ
つ
た
。
日
限
の
召
文
に
対
し
て
、
之
を
︹
日
限
問
状
︺
と
称
し
得
る
で
あ
ら
う
。
↓
ⅲ　
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
一
三
～
一
一
四
頁
、

　
（
三
九
九
八
）
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ⅰ
～
ⅲ
は
筆
者
に
拠
る
）

　

石
井
博
士
は
こ
の
よ
う
に
、
ⅰ
担
当
奉
行
が
決
定
し
た
後
、
彼
が
「
問
状
」
を
訴
状
と
と
と
も
に
訴
人
に
下
付
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
訴
訟
手
続
が
開
始
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ⅱ
「
問
状
」
に
は
「
～
に
つ
き
明
ら
め
申
せ
」
な
ど
の
文
言
が
記
さ
れ

る
こ
と
、
ⅲ
「
問
状
」
に
は
論
人
が
応
答
す
べ
き
期
限
の
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
の
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
と
く
に
ⅲ

に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
が
参
照
さ
れ
た
上
で
博
士
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
二
頁
、
註
（
二
〇
三
））。

︻
史
料
Ⅱ－

1
︼「
二
階
堂
文
書
」
鎮
西
御
教
書
（「
鎌
遺
二
十
九－

二
二
三
二
三（

1
）」）

薩
摩
国
阿
多
郡
南
方
地
頭
鮫
島
太
郎
入
道
蓮
覚
申
、
令
押
領
南
方
内
田
畠
在
家
以
下
坪
々
由
事
、
重
訴
状
副
具
書
如
件
、
来
月
五
日

以
前
可
被
明
申
、
令
違
期
者
、
殊
可
有
其
沙
汰
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

嘉（
一
三
〇
五
）

元
三
年
九
月
十
二
日 

上
（
北
條
政
顯
）

総
介
（
花
押
）

　

隠
岐
三
郎
右
衛
門
入
道
殿
跡

　

博
士
に
拠
れ
ば
、「
本
解
状
に
副
へ
て
出
す
最
初
の
問
状
に
も
日
限
を
附
し
得
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
重
訴
状
に
副
へ
る
問
状
に

は
之
を
附
し
得
た
」
こ
と
が
当
該
史
料
か
ら
わ
か
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
上
で
、「
こ
の
文
書
に
「
令
違
期
者
、可
有
其
沙
汰
」
と
云
ふ
の
は
、

訴
人
勝
訴
の
判
決
を
與
へ
る
意
と
解
さ
れ
ぬ
事
も
な
い
が
、又
召
喚
の
手
続
（
殊
に
使
節
に
よ
る
）
に
及
ぶ
べ
し
と
の
意
に
取
れ
ぬ
事
も
な
い
。

他
に
之
を
解
決
す
べ
き
史
料
が
見
當
ら
な
い
か
ら
、
何
れ
と
も
決
し
難
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
石
井
博
士
は
当
該
史
料
に
関
し
て
「
問
状
」
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
上
で
、
論
人
（「
隠
岐
三
郎
右
衛
門
入
道
殿
跡
」）

が
「
問
状
」
の
指
定
し
た
時
期
以
前
に
応
答
し
な
い
場
合
に
は
、
引
き
続
い
て
、
論
人
に
対
す
る
「
召
喚
」
の
手
続
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と

　
（
三
九
九
九
）
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い
う
理
解
を
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
博
士
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、「
問
状
」
↓
「
召
文
」
と
い
う
手
続
過
程
が

想
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
岩
元
氏
に
よ
る
新
た
な
理
解
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
に
は
鎮
西
に
お
い

て
、「
問
状
」
を
止
め
て
「
召
文
」
を
運
用
す
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
る
と
い
う
「
追
加
法
六
八
八
条
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意

を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
当
該
文
書
が
そ
の
後
の
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、こ
れ
は
「
問

状
」
と
し
て
で
は
な
く
て
「
召
文
」
と
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
令
違
期
者
、

殊
可
有
其
沙
汰
也
」
な
る
文
言
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
召
文
違
背
之
咎
」
に
よ
る
裁
許
を
予
定
す
る
趣
旨
と
し
て
考
え
て
良
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

な
お
、
岩
元
氏
は
ⅲ
に
関
し
て
、「
日
限
召
文
」
と
の
比
較
を
行
っ
た
場
合
に
、「
問
題
は
、
問
状
の
場
合
、「
時
と
し
て
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
（「
岩
元
論
文
」
一
七
六
頁
、
註
（
31
））、
石
井
博
士
の
い
わ
れ
る
「
日
限
問
状
」
に
つ
い
て
疑
問
を
提
示
し
て

お
ら
れ
る
。

　

石
井
博
士
は
こ
の
よ
う
に
、「
問
状
」
↓
「
召
文
」
と
い
う
手
続
過
程
を
想
定
す
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
裁
判
所
が
論
人
を
宛
所
と
す
る
「
問
状
」
を
発
給
す
る
以
前
に
、
論
人
に
対
し
て
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
お
よ

び
そ
の
請
求
内
容
を
示
し
て
い
た
こ
と
（「
尋
下
」）、
そ
し
て
、「
尋
下
」
に
応
対
し
た
論
人
は
裁
判
所
に
対
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
問
状
」

発
給
の
申
請
を
行
う
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
解
に
拠
れ
ば
、
裁
判
所
が
訴
人
を
通
じ
て
論
人
に
対
し
て
行
う
手
続
に

は
、「
問
状
」・「
召
文
」
の
手
続
と
は
別
に
、「
尋
下
」
と
い
う
手
続
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
博
士
は
す
な
わ
ち
、「
当
該

訴
訟
担
当
の
奉
行
即
ち
本
奉
行
が
治
定
す
る
と
こ
ヽ
に
問
状
が
発
せ
ら
れ
る
」
と
し
た
上
で
、「
然
し
場
合
に
よ
つ
て
は
、
問
状
を
遣
は
す

前
に
、
裁
判
所
よ
り
訴
人
請
求
の
趣
旨
を
論
人
に
示
し
て
之
を
尋
問
し
た
事
が
あ
つ
た
。
之
を
「
尋
下
」
と
称
し
た
が
、
こ
の
時
に
は
論
人

　
（
四
〇
〇
〇
）
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の
請
求
が
あ
つ
て
始
め
て
裁
判
所
よ
り
問
状
を
交
付
し
た
ら
し
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
博
士
の
理
解
に
お
い

て
は
、「
尋
下
」
↓
「
問
状
」
発
給
の
申
請
↓
「
問
状
」
発
給
↓
（「
請
文
」・「
陳
状
」）
↓
（
こ
れ
に
対
し
て
論
人
が
応
答
し
な
い
場
合
）

↓
「
召
文
」
↓
（「
請
文
」・「
陳
状
」）
↓
出
頭
と
い
う
手
続
過
程
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

博
士
は
「
尋
下
」
な
る
手
続
を
具
体
的
に
示
す
史
料
と
し
て
、「
正
閏
史
料
外
篇
三　
宗
像
氏
緒
家
蔵
文
書
」
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
十

二
月
六
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

三
四
」、
後
掲
︻
写
真
Ａ－

1
︼
を
参
照
）、
お
よ
び
「
東
寺
百
合
文
書
せ
函
・
武
家
御
教
書
幷
達
・
十
六
」

元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）
十
一
月
七
日
附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁－

三
一
五
」、
後
掲
︻
写
真
Ａ－

2
︼
を
参
照
）
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
（
石
井
﹃
前

掲
書
﹄
一
一
五
～
一
一
六
頁
、
註
（
一
九
三
））。

　

前
者
は
、
地
頭
氏
盛
（
訴
人
）
が
名
主
刑
部
律
師
琳
海
（
論
人
）
を
相
手
取
っ
て
、
論
人
が
正
応
四
年
以
降
の
年
貢
得
分
を
抑
留
し
て
い
る

と
し
て
、
そ
の
弁
済
請
求
訴
訟
を
鎮
西
に
提
訴
し
た
こ
と
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
裁
許
状
（︻
史
料
Ⅱ－

2
︼）
で
あ
る
。
後
者
は
、
東
寺
雑
掌

定
祐
（
訴
人
）
が
、
地
頭
遠
江
式
部
大
夫
守
政
（
論
人
）
お
よ
び
地
頭
遠
江
幸
寿
丸
（
論
人
）
を
相
手
取
っ
て
、
論
人
守
政
が
「
信
太
庄
内
本

郷
一
分
役
」
と
し
て
延
べ
銭
五
貫
文
を
対
捍
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
論
人
幸
寿
丸
が
「
同
郷
一
方
分
役
」
と
し
て
延
べ
銭
四
貫
文
を
対

捍
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
弁
済
請
求
訴
訟
を
関
東
に
対
し
て
提
訴
し
た
こ
と
を
う
け
て
発
給
さ
れ
た
裁
許
状
で
あ
る
（︻
史
料
Ⅱ－

3
︼）。
そ
れ
を
次
に
掲
げ
よ
う
。

︻
史
料
Ⅱ－

2
︼

宗
像
大
宮
司
氏
盛
申
、
肥
前
國
晴
氣
保
内
用
水
名
地
頭
得
分
米
拾
肆
石
五
斗
柒
升
參
合
・
銭
壱
貫
肆
百
參
拾
文
事
、

右
、
名
主
刑
部
律
師
琳
海
正
應
四
年
以
後
、
不
從
地
頭
所
務
、
抑
留
得
分
之
由
、
氏
盛
就
訴
申
、
度
々
雖
尋
下
、
琳
海
無
音
之
間
、

以
多
久
太
郎
宗
經
・
小
城
彌
五
郎
入
道
妙
喜
、
重
加
催
促
之
處
、
如
宗
經
等
執
進
、
琳
海
去
年
五
月
八
日
請
文
者
、
給
本
解
状
、
可

　
（
四
〇
〇
一
）
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明
申
云
々
、
然
而
琳
海
于
今
不
參
之
間
、
難
遁
違
背
之
咎
歟
、
然
則
、
於
地
頭
所
務
者
、
守
先
例
致
沙
汰
、
至
得
分
物
者
、
任
員
数
、

可
令
究
済
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

延
慶
三
年
十
二
月
六
日

 

前
（
北
條
政
顯
）

上
総
介
平
朝
臣
押
字

︻
史
料
Ⅱ－

3
︼

　

 

（
附
箋
）「
関
東
下
知
信
太
」　
「（

端
裏
書
）

百
四
十
三
」

常
陸
國
信
太
庄
雑
掌
定
祐
申
、
年
貢
條
々
、

一　

當
庄
内
本
郷
一
方
分
役
事
、

右
、
地
頭
遠
江
式
部
大
夫
守
政
去
正
中
元
年
以
来
、
至
于
嘉
暦
三
年
、
所
積
分
銭
五
貫
文
対
捍
之
由
、
定
祐
依
訴
申
、
尋
下
之
處
、

下
給
本
解
可
遂
結
解
之
旨
、
守
政
代
利
澄
就
捧
状
、
去
六
月
九
日
雖
被
下
彼
状
、
依
不
進
陳
状
、
同
七
月
四
日
加
催
促
之
上
、
八

月
四
日
以
使
者
、
重
相
触
訖
、
而
于
今
無
音
、
不
遁
難
渋
之
咎
歟
、
然
則
、
於
彼
銭
者
、
任
員
数
可
致
沙
汰
也
、

一　

同
郷
一
方
分
役
事
、

右
、
地
頭
遠
江
幸
壽
丸
正
中
二
年
以
来
、
至
嘉
暦
三
年
、
所
積
分
銭
四
貫
文
対
捍
之
由
、
定
祐
依
訴
申
、
尋
下
之
處
、
下
給
本
解

状
、
可
進
陳
状
之
旨
、
去
二
月
廿
五
日
幸
壽
丸
代
道
忍
就
捧
状
、
同
五
月
二
日
雖
被
下
彼
状
、
依
不
進
陳
状
、
同
六
月
八
日
加
催

促
之
上
、
八
月
四
日
以
使
者
、
重
相
触
訖
、
而
于
今
無
音
、
難
遁
難
渋
之
咎
、
仍
同
前
、
以
前
兩
條
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　

元
徳
元
年
十
一
月
七
日

 

相
（
赤
橋
守
時
）

模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
（
四
〇
〇
二
）
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（
四
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〇
三
）

【写真Ａ－ 1 】山口県文書館所蔵文書
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こ
の
二
つ
の
史
料
に
お
い
て
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
訴
状
を
う
け
て
裁
判
所
が
相
手
方
論
人
に
対
し
て
「
尋
ね
下
し
」
た
と
こ
ろ
、
論
人
は
「「
訴
状
」（
＝
本
解
状
）
を
請
け
取
っ

て
い
な
い
の
で
、
訴
状
を
受
け
取
っ
た
後
に
あ
ら
た
め
て
陳
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
応
答
し
た
い
」
と
の
返
答
を
「
請
文
」
に
よ
っ

て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
論
人
は
か
よ
う
な
返
答
を
行
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
も
相
変
わ
ら
ず
、
陳
状
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
様
子
は
一
向
に
み
ら

れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
裁
判
所
か
ら
の
催
促
に
対
し
て
も
素
直
に
応
じ
よ
う
と
す
る
様
子
が
全
く
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

石
井
博
士
の
例
示
さ
れ
た
史
料
以
外
に
も
、
筆
者
は
同
様
の
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
な
史
料
を
見
出
し
て
い
る
が
、
い
ま
こ
こ
で

仔
細
に
論
じ
る
こ
と
は
行
わ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
人
が
「
そ
も
そ
も
本
解
状
な
る
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
」
あ
る
い
は
「
本
解

状
を
受
け
取
っ
た
後
に
、
あ
ら
た
め
て
陳
状
に
よ
っ
て
応
答
し
た
い
」
な
ど
と
い
う
応
答
内
容
を
記
し
た
「
請
文
」
に
よ
っ
て
返
答
を
行
わ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
事
情
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
訴
人
が
度
々
、「
訴
状
」・「
問
状
」
を
送
達
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
人
が
そ
れ
ら
の
文
書
の
受
け
取
り
を
拒
否
す

る
か
、
あ
る
い
は
、
か
り
に
受
け
取
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
隠
匿
す
る
か
、
も
し
く
は
破
棄
す
る
な
ど
の
行
為
に
及
ん
だ
た
め
に
、

い
よ
い
よ
使
者
に
よ
る
催
促
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
論
人
は
、
あ
た
か
も
「
訴
状
」
や
「
問
状
」
を
初
め
て
受
け
取
る
機
会
を
得
た
か
の

よ
う
に
返
答
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
推
測
が
い
か
な
る
程
度
に
お
い
て
妥
当
し
得
る
の
か
を
検
証
す

る
た
め
に
も
、
論
人
が
い
わ
ゆ
る
応
訴
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
い
か
な
る
方
法
を
採
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
他
の
事
例

を
蒐
集
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
究
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
ま
、
論
人
に
よ
っ
て
応
訴
（
応
答
）
の
拒
否
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
上
で
、
博
士
が
述
べ
て
お
ら
れ
る

次
の
見
解
は
あ
ら
た
め
て
参
考
に
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

　
（
四
〇
〇
五
）
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問
状
は
当
事
者
即
ち
訴
人
が
自
ら
或
は
使
者
を
以
て
論
人
の
許
に
送
達
す
る
制
で
あ
つ
た
（
当
事
者
送
達
主
義
）。
而
し
て
問
状
と
共
に
訴
状
具
書
挙
状
等

訴
提
起
の
時
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
文
書
類
は
、
総
て
そ
の
原
本
が
論
人
の
許
に
送
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
↓
ⅳ

　

問
状
は
普
通
論
人
自
身
に
宛
て
ら
れ
た
が
、
論
人
が
他
人
の
進
止
に
服
す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
進
止
者
た
る
地
頭
、
本
所
、
守
護
或
は
正
員
（
論
人
が

代
官
で
あ
る
場
合
）
に
宛
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
当
事
者
送
達
主
義
を
採
つ
た
結
果
と
し
て
、
論
人
方
で
は
訴
人
の
訴
状
送
達
に
よ
つ
て
の
み
、
自
己
に
対
し
て
訴
が
提
起
さ
れ
た
事
を
知
り
得
た
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
は
裁
判
所
の
催
促
状
に
対
し
て
、
未
だ
本
解
状
を
受
け
取
ら
な
い
旨
を
答
へ
、
以
て
本
案
に
関
す
る
答
弁
の
責
任
を
免
れ
る
事
が
出
来
た
の
で

あ
る
。
↓
ⅴ　
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
三
頁
、
ⅳ
・
ⅴ
は
筆
者
に
拠
る
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ⅳ
に
つ
い
て
博
士
は
、「
本
解
状
に
限
ら
ず
、
総
て
の
訴
陳
状
具
書
等
は
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
そ
れ
自
身
が
相
手
方
に
送
達
さ
れ

る
の
で
あ
つ
て
裁
判
所
に
は
そ
の
寫
を
取
つ
て
置
く
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
問
状
に
は
「
訴
状
具
書
如
件
」
と
記
し
て
あ
り
、
三
問
三
答
の

訴
陳
を
究
め
た
後
は
、
訴
陳
状
の
正
文
を
奉
行
所
に
返
進
す
る
例
で
あ
つ
た
事
（
第
四
六
項
）
に
拠
つ
て
推
知
さ
れ
る
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一

二
五
頁
、
註
（
二
〇
五
））
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

ま
た
ⅴ
に
つ
い
て
は
、「
註
（
一
二
五
）
に
記
述
し
た
様
に
訴
人
が
問
状
を
以
て
狼
藉
を
行
つ
た
事
及
び
本
項
後
段
に
記
す
如
く
、
論
人

が
未
だ
本
解
状
を
受
取
ら
な
い
と
云
ふ
事
を
以
て
、
本
案
答
弁
拒
否
の
理
由
と
し
た
事
に
よ
つ
て
知
り
得
る
」
と
し
、「
比
志
島
文
書
」
嘉

暦
元
年
（
一
三
二
六
）
十
月　

日
附
薩
摩
國
比
志
嶋
孫
太
郎
入
道
佛
念
代
義
範
申
状
（「
鎌
遺
三
八－

二
九
六
三
八
」）
を
は
じ
め
と
す
る
文
書

を
参
照
さ
れ
て
、「
我
々
は
本
解
状
並
御
教
書
を
論
人
に
交
付
す
る
事
は
訴
人
の
義
務
と
さ
れ
て
居
た
事
を
知
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
三
～
五
頁
、
註
（
二
〇
四
））。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
論
人
が
「
問
状
」
に
対
し
て
い
か
な
る
理
由
を
も
っ
て
応
答
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
博
士
の
見
解
を

　
（
四
〇
〇
六
）
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理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
妥
当
な
見
解
で
あ
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
理
解
す
る
筆
者
が
あ
ら
た
め
て
異
論
を
唱
え
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
博
士
が
こ
の
よ
う
に
「
問
状
」
を
以
て
「
陳
状
」
の
提
出
を
命
じ
る
文
書
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、
こ
れ

に
応
答
し
な
い
論
人
の
実
態
を
前
述
の
よ
う
な
か
た
ち
で
把
握
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
若
干
の
問
題
が
生
じ
得
よ
う
。
そ
れ

は
、「
問
状
」
発
給
の
手
続
以
前
に
博
士
の
い
わ
れ
る
「
尋
下
」
と
い
う
手
続
は
果
た
し
て
存
在
し
得
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
筆

者
の
得
た
わ
ず
か
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
博
士
の
い
わ
れ
る
「
尋
下
」
と
い
う
手
続
は
、「
訴
状
」
の
提
出
を
受
け
た
裁
判
所
が
論
人
に
対

し
て
通
常
行
う
と
こ
ろ
の
、「
問
状
」
の
発
給
と
ほ
ぼ
同
様
の
手
続
上
の
意
義
を
有
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は

「
問
状
」
の
発
給
と
い
う
手
続
が
「
尋
下
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
可
能
性
を
推
測
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、訴
人
自
ら
が
「
訴

状
」
を
「
問
状
」
と
と
も
に
論
人
の
許
へ
送
達
す
る
と
い
う
手
続
の
あ
り
方
が
、「
尋
下
」
と
い
う
手
続
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
石
井
博
士
の
「
問
状
」
に
関
す
る
理
解
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
民
事
手
続
の
典
型
と
し
て
の
「
所
務
沙
汰
」
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
た
次
の
部
分
に
結
実
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
訴
人
は
、
訴
状
に
具
書
（
証
拠
）
を
副
え
て
、
問
注
所
内
の
賦
奉
行
に
差
出
す
。
賦
奉
行
は
こ
れ
を
受
取
る
と
、
次
第
を
逐
う
て
、
一
方
引
付
に

賦
る
。
訴
状
の
賦
を
受
け
た
引
付
は
、［
直
に
被
告
即
ち
論
人
に
対
し
て
答
弁
を
求
め
る
問
状
を
発
す
る
。
問
状
を
発
す
る
と
、訴
は
裁
判
所
に
係
属
す
る
］。（
中

略
）
論
人
は
問
状
を
受
取
る
と
、
答
弁
書
即
ち
陳
状
を
裁
判
所
に
提
出
し
、
か
く
し
て
裁
判
所
を
経
由
し
て
、
訴
論
人
は
訴
状
陳
状
を
交
換
す
る
こ
と
三
度
に

及
び
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
三
問
三
答
の
訴
陳
を
番
う
と
云
ふ
。
三
問
三
答
で
理
非
が
明
白
に
な
る
時
は
、
裁
判
所
は
直
ち
に
判
決
を
下
し
、
然
ら
ざ
る

時
は
、
訴
論
人
を
引
付
之
座
に
呼
出
し
て
対
決
を
行
ふ
。［
一
定
回
数
の
召
喚
状
即
ち
召
文
が
発
せ
ら
れ
て
も
、
裁
判
所
に
出
頭
し
な
い
時
は
、
そ
の
者
の
敗

訴
と
な
る
］。
引
付
で
は
評
議
の
上
是
非
を
勘
録
し
て
（
後
略
）」（
石
井
﹃
日
本
法
制
史
概
説
﹄
創
文
社
、
改
版
、
一
九
六
〇
年
、
二
九
二
頁
、︹　

︺
は
筆
者

に
拠
る
）

　
（
四
〇
〇
七
）
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こ
の
よ
う
に
、
石
井
博
士
の
示
さ
れ
た
理
解
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、
論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
の
提
出
を
命
じ
る
文
書
が
「
問
状
」
と

さ
れ
る
一
方
、
第
二
に
、
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
対
決
の
場
（
裁
判
所
＝
「
引
付
之
座
」
に
お
け
る
口
頭
弁
論
手
続
）
に
参
加
・
出
頭
す
る
こ
と

を
命
じ
る
文
書
が
「
召
文
」
と
さ
れ
て
お
り
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
す
る
博
士
の
理
解
が
よ
り
一
層
明
確
化
さ
れ
る
に
い
た
っ

て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
し
て
博
士
の
示
さ
れ
た
理
解
の
実
質
に
つ
い
て
は
、﹃
前
掲
書
﹄
に
お
い
て
既
に
仔
細
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
前
述
し
た
内
容
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
が
、再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
博
士
に
拠
れ
ば
す
な
わ
ち
、「
裁
判
所
が
召
喚
命
令
即
ち
「
召

文
」（
又
「
召
符
」
と
も
云
ふ
）
を
発
す
る
場
合
は
之
を
大
別
し
て
三
と
な
し
得
る
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
一
頁
）
と
い
う
。
第
一
の
点
と
し
て
、

「
そ
の
一
は
論
人
に
対
し
て
一
定
数
の
問
状
を
與
へ
て
も
、
尚
も
論
人
が
陳
状
を
進
め
な
い
時
及
び
陳
状
を
進
め
て
も
、
そ
の
内
容
が
不
分

明
の
時
に
、
訴
人
の
請
求
に
よ
つ
て
裁
判
所
が
之
に
召
文
を
遣
は
す
場
合
で
あ
る
」
こ
と
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
一
頁
）、
第
二
の
点
と
し
て
、

「
訴
論
人
は
、
何
れ
も
一
問
答
或
は
二
問
答
の
訴
陳
を
以
て
直
に
対
決
の
手
続
に
移
ら
れ
ん
事
を
裁
判
所
に
請
求
出
来
た
。
こ
の
場
合
に
は

請
求
の
効
力
と
し
て
裁
判
所
は
対
決
の
為
に
、
召
文
を
発
し
て
、
相
手
方
を
召
喚
し
た
の
で
あ
る
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
三
四
頁
）
と
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
、
前
掲
「
岩
元
論
文
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　

石
井
氏
は
、先
述
の
「
明
申
」「
弁
申
」
の
文
言
を
持
つ
簡
単
な
内
容
の
文
書
（
先
述
の
Ｅ
型
）
を
「
召
文
」
で
は
な
く
「
問
状
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
召
文
と
は
「
参
対
」「
出
対
」
な
ど
の
文
言
を
持
ち
、
出
頭
す
る
こ
と
に
本
質
が
あ
り
、「
明
申
」
の
文
言
が
併
記
さ
れ
て
い
て
も
「
参
決
」
の
文
言
が

あ
れ
ば
召
文
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
の
石
井
氏
の
理
解
は
通
説
と
し
て
現
在
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。（「
岩
元
論
文
」
一
六
一
頁
）

と
い
う
。
岩
元
氏
に
拠
れ
ば
、
石
井
博
士
の
理
解
に
お
い
て
「
問
状
」
と
し
て
具
体
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
Ｄ
型
・
Ｆ
型
に

つ
い
て
も
言
及
が
あ
る
が
、
と
く
に
Ａ
型
、
Ｂ
型
、
Ｃ
型
、
お
よ
び
Ｅ
型
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
四
〇
〇
八
）
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羽は

下が

徳の
り

彦ひ
こ

氏
の
理
解

　

羽
下
氏
の
論
文
「
訴
訟
文
書（

2
）」

に
お
い
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
幕
府
訴
訟
手
続
に
関
す
る
理
解
の
基
本
的
な
部
分
は
、﹃
沙
汰
未
練
書
﹄

を
主
な
素
材
と
し
て
石
井
博
士
の
示
さ
れ
た
理
解
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
す
る
基
本

的
理
解
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
三
問
三
答
」
を
一
応
の
限
度
と
す
る
書
面
審
理
手
続
過
程
に
お

い
て
は
原
則
と
し
て
「
問
状
」
が
用
い
ら
れ
る
一
方
、
対
決
手
続
（
口
頭
弁
論
手
続
）
に
移
行
す
る
場
合
を
は
じ
め
、
訴
訟
当
事
者
を
裁
判
所

に
出
頭
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
羽
下
論
文
」
に
拠
れ
ば
、

　

訴
が
受
理
さ
れ
、
訴
状
が
賦
奉
行
の
手
で
銘
を
加
え
ら
れ
て
引
付
に
配
ら
れ
る
と
、
担
当
奉
行
が
定
め
ら
れ
、
問
状
が
発
せ
ら
れ
る
。
問
状
が
発
せ
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
は
裁
判
所
に
繫
属
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
問
状
の
様
式
は
関
東
・
六
波
羅
の
御
教
書
で
あ
る
。（
中
略
）
普
通
に
は
（
中
略
）
訴
人

と
訴
訟
対
象
を
明
示
し
、か
つ
訴
状
を
伝
達
す
る
と
記
し
て
、﹃
可
弁
申
﹄﹃
可
明
申
﹄
な
ど
、答
弁
せ
よ
、と
の
語
句
が
入
る
。（「
羽
下
論
文
」
七
七
～
七
八
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
羽
下
氏
が
「
問
状
」
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
数
通
の
文
書
を
例
示
し
て
お
ら
れ
る
も
の
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
通
を

採
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
そ
の
中
の
一
通
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

︻
史
料
Ⅱ－

4
︼「
野
上
文
書
」
関
東
御
教
書
（「
鎌
遺
十
一－

八
〇
九
五
」）

豊
（
訴
人
）後

国
御
家
人
右
田
四
郎
守
明
申
、
當

（
訴
訟
対
象
）

国
野
上
村
地
頭
軄
事
、
申

（
伝
達
）状

副
具
書
遣
之
、
子
細
見
状
、
早

（
答
弁
要
求
）

可
令
弁
申
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　

正（
一
二
五
七
）

嘉
元
年
閏
三
月
廿
四
日 

武
（
北
條
長
時
）

蔵
守
（
花
押
）

 

陸
（
北
條
政
村
）

奥
守
（
花
押
）

　
（
四
〇
〇
九
）
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金
（
論
人
）（
野
上
資
直
）

伽
羅
殿

　

羽
下
氏
に
拠
れ
ば
、︻
史
料
Ⅱ－

4
︼
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
問
状
」
な
る
文
書
に
は
「
訴
人
と
訴
訟
対
象
」
が
明
示
さ
れ
る
と

と
も
に
、「
訴
状
」
が
相
手
方
論
人
に
対
し
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
、「
可
弁
申
」（「
可
明
申
」）
な
ど

と
い
う
、
論
人
に
対
し
て
「
答
弁
せ
よ
」
と
命
じ
る
趣
旨
の
文
言
が
記
載
さ
れ
る
と
い
う
。

　

羽
下
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
か
よ
う
な
理
解
に
関
し
て
、「
岩
元
論
文
」
の
理
解
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
論
人
に
宛
て
て
「
弁

申
」
を
求
め
た
Ｅ
型
（
問
状
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
方
と
対
立
す
る
Ｄ
型
を
採
る
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
「
明
申
」
と
か
「
弁

申
」
を
求
め
た
簡
単
な
内
容
の
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
召
文
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
羽
下
氏
は
、
厳
密
に
い
え
ば
「
雑
務
沙
汰
」
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
と
予
め
断
わ
ら
れ
た
上
で
、「
問
状
」
の
内
容
が
よ
り
具
体

的
に
明
ら
か
に
な
る
史
料
と
し
て
︻
史
料
Ⅱ－
5
︼
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
を
「
問
状
」
と
す
る
理
解
を
あ
ら

た
め
て
眺
め
直
し
て
み
る
た
め
に
も
、
こ
の
史
料
に
加
え
て
、
羽
下
氏
の
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
関
連
す
る
二
通
の
「
召
文
」（︻
史
料
Ⅱ－

6
︼

お
よ
び
︻
史
料
Ⅱ－

7
︼）
を
追
加
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
若
干
の
補
足
的
理
解
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。

︻
史
料
Ⅱ－

5
︼「
青
方
文
書
」
六
波
羅
探
題
問
状
案
（﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄「
九
七
号
文
書（

3
）」）

肥
前
国
御
家
人
青
方
太
郎
吉（

 
能
 
）高

申
、
抑
留
所
従
三
人
由
事
、
訴
状
如
此
、
所
申
無
相
違
者
、
可
令
糺
返
、
若
又
有
殊
子
細
者
、
可
被

明
申
之
状
如
件

　
　

文（
一
二
六
五
）

永
二
年
十
月
廿
日 

散
（
北
條
時
輔
）

　
　

位
（
花
押
影
）

 

左
（
北
條
時
茂
）

近
將
監
（
花
押
影
）

　
（
四
〇
一
〇
）
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六
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白
魚
弥（

弘
高
）

次
郎
殿

︻
史
料
Ⅱ－

6
︼「
同
文
書
」
六
波
羅
探
題
召
文
案
（﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄「
九
八
号
文
書
」）

肥
前
国
御
家
人
青
方
太
郎
吉
高
申
、
被
抑
留
所
従
等
由
事
、
就
請
文
重
訴
状
具
書
如
此
、
訴
陳
参
差
之
間
、
暗
難
是
非
、
不
日
企
上

洛
可
被
明
申
之
状
如
件
、

　
　

文
永
三
年
三
月
三
日 

散　
　

位
在
御
判

 

左
近
將
監
在
御
判

　

白
魚
弥
次
郎
殿

︻
史
料
Ⅱ－

7
︼「
同
文
書
」
六
波
羅
探
題
召
文
案
（﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄「
一
〇
一
号
文
書
」）

肥
前
国
御
家
人
青
方
太
郎
吉
高
申
、被
抑
留
所
従
三
人
由
事
、重
訴
状
副
具
書
如
此
、早
来
十
一
月
中
相
具
生
口
可
被
參
洛
之
状
如
件
、

　
　

文
永
三
年
九
月
廿
九
日 

散　
　

位
在
御
判

 

左
近
將
監
在
御
判

　

白
魚
弥
次
郎
殿

　

第
一
に
、︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
を
み
る
な
ら
ば
、こ
れ
に
は
「
問
状
」
に
特
有
な
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

「
訴
状
記
載
の
主
張
内
容
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
抑
留
さ
れ
て
い
る
所
従
三
人
を
訴
人
に
対
し
て
糺
返
せ
よ
」、
あ
る
い
は
「
特
段
の
事
情

な
ど
、
反
論
が
あ
る
場
合
に
は
陳
答
せ
よ
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
文
書
は
「
問
状
」
で
あ
る
と
判
断
し
て
誤
り
は
な
い
で

　
（
四
〇
一
一
）
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あ
ろ
う
（
以
上
は
、「
羽
下
論
文
」
七
七
～
八
〇
頁
を
参
照
）。

　

第
二
に
、︻
史
料
Ⅱ－

6
︼
は
訴
人
の
提
出
し
た
「
重
訴
状
」
を
受
け
て
発
給
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
「
就
請
文
」
な
る

文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
に
対
し
て
、
相
手
方
論
人
は
一
旦
、「
請
文
」
に
よ
っ
て
応
答
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

得
よ
う
。
こ
こ
で
問
題
に
な
り
得
る
の
は
、「
請
文
」
の
内
容
が
後
日
あ
ら
た
め
て
「
陳
状
」
を
提
出
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
内
容
の
「
請
文
」

で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
中
で
直
ち
に
反
論
や
事
情
説
明
が
試
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
実
質
的
に
「
陳
状
」
と

し
て
の
役
割
を
担
う
文
書
で
あ
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
の
場
合
が
想
定
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。︻
史
料
Ⅱ－

6
︼
に
は
「
就

請
文
、
重
訴
状
具
書
如
此
、
訴
陳
参
差
之
間
、
暗
難
是
非
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
に
応
じ
て
論
人
が
提
出
し
た

文
書
は
、「
請
文
」
の
形
式
が
採
ら
れ
た
可
能
性
を
直
ち
に
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
「
陳
状
」
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

4
）。

論
人
の
「
請
文
」
を
受
け
取
っ
た
訴
人
は
、六
波
羅
に
対
し
て
さ
ら
に
「
重
訴
状
」

（︻
史
料
Ⅱ－

6
︼）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
論
人
を
召
喚
す
る
よ
う
新
た
な
要
求
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
︻
史
料
Ⅱ－

6
︼
が
こ
の
よ
う
に
、
論
人
に
対
し
て
「
召
喚
」
を
命
じ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
記
さ

れ
る
「
不
日
企
上
洛
可
被
明
申
」
な
る
文
言
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
企
上
洛
」
な
る

文
言
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
た
ん
に
、
論
人
に
対
し
て
「
裁
判
所
に
出
頭
せ
よ
」
と
命
じ
る
趣
旨
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
可
被
明
申
」
な
る
文
言
は
出
頭
し
た
時
に
「
事
情
を
口
頭
で
説
明
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、「
岩
元
論
文
」
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
「
出
頭
せ
よ
」
と
の
内
容
に
加
え
て
、「
重
訴
状
」
に
応

答
す
る
文
書
、
す
な
わ
ち
、「「
重
陳
状
」
を
持
参
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
も
、
同
時
に
命
じ
る
趣
旨
の
文
書
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
当
該
文
書
が
「
問
状
」
な
の
か
「
召
文
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
判
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
鎌
倉
後
期
に
見
出
さ
れ
る
「
召
文
」
の
性
格
に
近
似
す
る
文
書
と
し
て
推
測
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、︻
史
料

　
（
四
〇
一
二
）
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Ⅱ－

7
︼
を
み
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
証
人
で
あ
る
「
生い

け
く
ち口

」
を
も
出
頭
さ
せ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
、
羽
下
氏
の
見
解
を
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。
氏
に
拠
れ
ば
、「
問
状
」
は
「
論
人
の
応
訴
回
避
に
対
す
る
訴
人
の
催
促
を
う
け

て
発
せ
ら
れ
る
場
合
な
ど
も
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
文
書
が
「
日
限
を
切
っ
た
問
状
」
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
史
料
お
よ

び
前
掲
︻
史
料
Ⅱ－

1
︼
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

︻
史
料
Ⅱ－

8
︼「
薩
藩
旧
記
前
編
一
六
」
鎮
西
御
教
書
案
（「
鎌
遺
四
〇－

三
一
二
四
九
」）

薩
摩
国
新
田
宮
雜
掌
申
、
段
米
以
下
事
、
重
申
状
如
此
、
先
度
催
促
之
処
、
無
音
之
上
者
、
所
詮
、
来
月
廿
五
日
以
前
、
可
明
申
也
、

仍
執
達
如
件

　
　

元（
一
三
三
〇
）

徳
二
年
十
月
廿
五
日 

修
（
北
條
英
時
）

理
亮
御
判

　

大
隅
新（

久
顯
）

三
郎
殿

　
︻
史
料
Ⅱ－

8
︼
に
つ
い
て
は
、
い
ま
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
当
該
文
書
が
発
給
さ
れ
る
以
前
に
、
訴
人
が
「
訴
状
」
お
よ
び
「
問
状
」
を
論
人
の
許
に
送
達
し
た
も
の
の
、
論
人

が
こ
れ
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
は
、
訴
状
に
対
し
て
、
論
人
が
陳
状
に
よ
っ
て
反
論
し
た
後
に
、
訴
人
が
あ
ら
た
め
て
「
重
訴

状
」（
重
申
状
）
を
論
人
の
許
に
送
達
し
た
も
の
の
、
論
人
が
こ
れ
に
応
答
し
な
か
っ
た
こ
と
、
で
あ
る
。

　

以
上
二
つ
の
推
測
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
羽
下
氏
の
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
次
の
史
料
を
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
判
断
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
（
四
〇
一
三
）
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︻
史
料
Ⅱ－

9
︼「
新
田
神
社
文
書
」
鎮
西
御
教
書
案
（「
鎌
遺
四
〇－

三
一
一
七
五
」）

薩
摩
國
新
田
宮
雜
掌
通
海
申
、
段
米
以
下
事
、
訴
状
副
具
書
如
此
、
子
細
見
状
、
早
可
明
申
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

元
徳
二
年
八
月
五
日 

修
理
亮
御
判

　

大
隅
新
三
郎
殿

　

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
以
上
二
通
の
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
の
状
況
を
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
訴

状
」
を
受
理
し
た
裁
判
所
（
鎮
西
）
は
、
論
人
宛
の
「
御
教
書
」（︻
史
料
Ⅱ－

9
︼）
を
発
給
し
た
が
、
訴
人
に
よ
っ
て
「
訴
状
」
お
よ
び
当

該
「
御
教
書
」
を
届
け
ら
れ
た
論
人
は
、
こ
れ
に
対
し
て
直
ち
に
は
応
答
せ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
陳
状
」
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。︻
史
料
Ⅱ－

8
︼
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、︻
史
料
Ⅱ－

9
︼
が
発
給
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
二
ケ
月
も
の
間
、「
無
音
」
の
状
態

が
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
訴
人
は
裁
判
所
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
「
催
促
書
状（

5
）」

を
提
出
し
た
後
、
こ

れ
を
受
け
た
裁
判
所
が
論
人
に
対
し
て
「
催
促
状（

6
）」

を
下
付
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
得
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し

て
論
人
は
な
お
も
応
答
し
な
か
っ
た
の
で
（「
無
音
」）、
陳
状
の
提
出
を
受
け
な
い
ま
ま
、
訴
人
が
あ
ら
た
め
て
「
重
訴
状
」
を
提
出
し
た
後
、

こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
が
論
人
宛
の
当
該
文
書
（︻
史
料
Ⅱ－
8
︼）
を
訴
人
に
対
し
て
発
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、︻
史
料
Ⅱ－

8
︼
に
は
「
来
月
廿
五
日
以
前
、
可
明
申
也
」
と
の
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
羽
下
氏

の
理
解
に
従
う
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
、
論
人
に
対
し
て
「
翌
月
廿
五
日
以
前
に
、
裁
判
所
に
対
し
て
（
重
）
陳
状
を
提
出
せ
よ
（
可
明
申
）」

と
命
じ
る
趣
旨
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、︻
史
料
Ⅱ－
8
︼
は
あ
く
ま
で
、
論
人
に
対
し
て
陳
答
す
る
「
文
書
」

を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
と
こ
ろ
の
、
提
出
期
限
を
示
し
た
「
問
状
」
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
（
四
〇
一
四
）
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
少
し
く
見
方
を
変
え
て
考
え
直
し
て
み
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
岩
元
論
文
」

（
一
六
七
～
一
七
〇
頁
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
理
解
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
当
該
文
書
は
、
論
人
に
対
し
て
、「
翌
月
廿
五
日
以
前
に
、
論
人
自

ら
が
裁
判
所
に
出
頭
し
た
上
で
、（
重
）
陳
状
を
提
出
せ
よ
」
と
命
じ
た
文
書
、
つ
ま
り
、
半
ば
「
日
限
召
文
」
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ

れ
得
る
性
格
の
文
書
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
根
拠
と
し
て
は
、
こ
の
文
書
の
発
給
さ
れ
た
当

該
期
の
鎮
西
で
は
、次
に
掲
げ
る
関
連
史
料
二
通
（︻
史
料
Ⅱ－

9
︼・︻
史
料
Ⅱ－

10
︼）
等
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、裁
判
実
務
の
上
で
は
既
に
「
問

状
」
が
停
止
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
代
わ
り
に
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

︻
史
料
Ⅱ－

9
︼
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
七
月
五
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
六
八
八
条

一　

召
文
事
、
止
問
状
、
御
使
催
促
可
為
三
个
度
事

︻
史
料
Ⅱ－

10
︼
同
年
同
月
同
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
六
八
九
条

一　

召
文
事
、
停
止
國
雑
色
、
可
被
仰
當
國
守
護
幷
近
隣
地
頭
御
家
人
等
事

㈢　

補
足
的
理
解

　

こ
こ
で
︻
史
料
Ⅱ－

8
︼
の
理
解
に
関
し
て
、
若
干
の
補
足
的
説
明
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
確
実
な
根
拠
を
も
た
な
い
ま
ま
、
前

述
の
よ
う
な
推
測
を
行
っ
た
の
は
、
例
え
ば
次
に
示
さ
れ
る
一
連
の
史
料
が
そ
れ
に
近
似
し
た
状
況
を
想
起
さ
せ
得
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

石
井
博
士
は
、例
え
ば
「「
進
陳
状
（
請
文
）」
と
云
ふ
文
句
が
問
状
の
必
要
に
し
て
且
つ
十
分
な
（
實
質
的
）
要
素
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」（
石

井
﹃
前
掲
書
﹄
一
一
四
頁
）
と
し
、「
進
陳
状
」
の
例
を
次
の
史
料
に
求
め
て
お
ら
れ
る
（
同
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
〇
頁
、
註
（
二
〇
一
））。
す
な
わ
ち
、

　
（
四
〇
一
五
）
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︻
史
料
Ⅱ－

11
︼「
東
大
寺
文
書
」
六
波
羅
奉
行
人
源
知
・
康
道
連
署
書
下
案
（「
岐
阜－

三
二
四（

7
）」）

東
大
寺
學
侶
等
申
、
寺
領
三
乃
國
茜
部
荘
年
貢
事
、
重
訴
状
如
此
、
早
可
令
進
陳
状
給
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

徳（
一
三
〇
七
）

治
二
年
四
月
十
七
日 

康　

道
在
判

 

源　

知
在
判

　

地　

頭

（
長
井
出
羽
法
印
静
瑜
）

　

殿

を
採
り
上
げ
て
、「
尤
も
之
は
再
訴
状
に
対
す
る
問
状
で
あ
る
が
、
本
解
状
に
副
へ
ら
れ
た
問
状
に
も
「
進
陳
状
」
と
云
ふ
文
言
は
使
用
さ

れ
得
た
で
あ
ら
う
と
推
察
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
博
士
に
拠
れ
ば
、
当
該
文
書
は
「
再
訴
状
」（
＝
重
訴
状
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
附
さ

れ
た
の
が
当
該
史
料
（
問
状
）
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、︻
史
料
Ⅱ－
11
︼
に
い
う
「
重
訴
状
」
と
は
、
恐
ら
く
「
岐
阜－

三
一
六
」
の
正
文
（「
嘉
元
三
年
二
月　

日

附
東
大
寺
学
侶
等
申
状
案
」
の
正
文
と
推
定
さ
れ
る
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当
該
「
重
訴
状
」
が
作
成
・
提
出
さ
れ
る
以
前
に
、

「
訴
状
」
に
対
応
す
る
「
陳
状
」
は
既
に
提
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
︻
史
料
Ⅱ－

11
︼
に
は
「
早
急
に
陳
状
を
提
出
せ
よ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
未
だ
に
「
陳
状
」
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
当
該
訴
訟
手
続
の
進
行
過
程
を
あ
ら
た
め
て
追
跡
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
実
態
を
見
出
す

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
三
月　

日
附
東
大
寺
学
侶
等
重
申
状
案
（「
岐
阜－

三
〇
六
」
＝
「
訴
状
」）
↓
正
安
四
年
九
月
十
二

日
附
六
波
羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
〇
七
」、「
早
可
被
参
決
也
」
と
の
記
載
有
、「
岩
元
論
文
」
の
趣
旨
に
従
え
ば
「
召
文
」
で
あ
る
、
な
お
当
該
「
重
申

状
案
」
に
つ
い
て
六
波
羅
は
「
訴
状
副
具
書
」
と
記
し
て
い
る
）
↓
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
正
月
廿
三
日
附
六
波
羅
奉
行
人
為
尚
・
行
成
連
署
書

　
（
四
〇
一
六
）
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下
案
（「
岐
阜－

三
一
〇
」、「
書
状
如
此
」
と
記
さ
れ
、「
陳
状
」
提
出
を
命
じ
て
い
る
）
↓
乾
元
二
年
二
月
十
五
日
附
六
波
羅
奉
行
人
為
尚
・
行
成

連
署
書
下
案
（「
岐
阜－

三
一
二
」、「
重
書
状
如
此
」
と
記
さ
れ
、「
陳
状
」
提
出
を
命
じ
て
い
る
）
↓
乾
元
二
年
二
月
廿
九
日
附
東
大
寺
雑
掌
順
慶
書

状
案
（「
岐
阜－

三
一
三
」、
六
波
羅
に
対
し
て
「
所
詮
者
以
御
使
、
不
日
地
頭
可
被
召
出
候
」
と
記
す
）
↓
乾
元
二
年
三
月
廿
五
日
附
六
波
羅
奉
行
人

頼
成
・
行
成
連
署
書
下
案
（「
岐
阜－

三
一
四
」、「
重
書
状
如
此
」
と
記
さ
れ
、
早
急
に
「
陳
状
」
を
提
出
せ
よ
と
命
じ
る
）
と
い
う
手
続
過
程
が
見
出

さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
論
人
は
「
陳
状
」
を
一
向
に
提
出
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
、
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
～
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
の

間
に
、
例
え
ば
、「
岐
阜－
三
一
六
」
の
正
文
が
「
東
大
寺
学
侶
等
重
申
状
」
と
し
て
提
出
さ
れ
た
後
、
嘉
元
三
年
六
月
十
二
日
附
六
波
羅

御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
一
七
」、「
早
速
可
弁
申
」
と
記
さ
れ
る
）
↓
嘉
元
三
年
九
月
七
日
附
六
波
羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
一
八
」、「
重
訴
状
副
具

書
等
、
如
此
、
先
度
相
触
了
、
可
被
弁
申
也
」
と
記
さ
れ
る
）
↓
嘉
元
三
年
十
一
月
廿
七
日
附
六
波
羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
一
九
」、「
不
日
可
被
弁

申
也
」
と
記
さ
れ
る
）
↓
嘉
元
三
年
十
二
月
廿
四
日
附
六
波
羅
奉
行
人
賢
性
・
行
連
連
署
召
文
案
（「
岐
阜－

三
二
一
」、「
陳
状
延
引
」・「
陳
状
を

帯
し
て
不
日
出
頭
せ
よ
」
等
の
文
言
が
記
さ
れ
る
）
↓
（
嘉
元
三
年
）
壬
十
二
月
附
六
波
羅
奉
行
人
召
文
案
（「
岐
阜－

三
二
二
」、「
書
状
如
此
」・「
明

後
日
十
四
日
、「
陳
状
」
を
提
出
せ
よ
、
地
頭
代
に
触
れ
て
お
く
よ
う
に
」
と
の
内
容
が
記
さ
れ
る
）
↓
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
三
月
十
一
日
附
六
波

羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
二
三
」、「
地
頭
代
を
今
月
中
に
出
頭
さ
せ
よ
」）
↓
︻
史
料
Ⅱ－

10
︼
↓
徳
治
二
年
五
月
二
日
附
六
波
羅
奉
行
人
家
景
・

康
通
連
署
書
下
案
（「
岐
阜－

三
二
五
」、「
重
書
状
如
此
」・「
使
者
を
派
遣
し
て
、
来
る
五
月
四
日
ま
で
に
陳
状
を
提
出
せ
よ
」）
と
い
う
一
連
の
手
続
過

程
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
重
訴
状
」
は
必
ず
し
も
「
訴
状
」
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
、
一
つ
の
事
例
を
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
論
人
が
「
請
文
」（「
陳
状
」）
の
提
出
を
難
渋
す
る
こ
と
か
ら
、

訴
人
が
論
人
に
よ
る
応
答
を
待
た
ず
し
て
、
新
た
に
重
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
論
人
に
対
し
て
応
答
を
再
度
要
求
す
る
と
い
う
場

　
（
四
〇
一
七
）
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合
が
あ
り
得
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
前
掲
︻
史
料
Ⅱ－

1
︼
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
当
該
史
料
に
つ
い
て
石
井
博
士
は
、
恐
ら
く
は
「
日
限
召
文
」
と
の
対
比
を

強
く
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
日
限
問
状
」
を
示
す
一
史
料
と
し
て
採
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
時
と

し
て
は
問
状
に
明
め
申
す
べ
き
期
限
を
附
記
す
る
事
が
あ
つ
た
。
日
限
の
召
文
に
対
し
て
、之
を
「
日
限
問
状
」
と
称
し
得
る
で
あ
ら
う
」 （
石

井
﹃
前
掲
書
﹄
一
一
四
頁
）
と
述
べ
た
上
で
、︻
史
料
Ⅱ－

1
︼
に
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
該
史
料
は
、「
本
解
状
に
副
え
て
出

す
最
初
の
問
状
に
も
日
限
を
附
し
得
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
重
訴
状
に
副
え
る
問
状
に
は
之
を
附
し
得
た
」
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
二
頁
、
註
（
二
〇
三
））。
こ
れ
に
対
し
て
「
岩
元
論
文
」
は
、「
問
題
は
、
問
状
の
場
合
、

「
時
と
し
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」（「
岩
元
論
文
」
一
七
六
頁
、
註
（
31
））
と
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
岩
元
氏
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
、「
日
限
問
状
」
が
果
た
し
て
ど
の
程
度
一
般
的
に
見
出
さ
れ
る
文
書
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
関
係
史
料
を
更
に
調
査
す
る

と
と
も
に
、
慎
重
に
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

㈣　

山
本
幸
司
氏
の
理
解

　

前
掲
「
羽
下
論
文
」
が
著
さ
れ
た
後
に
、
山
本
幸
司
氏
に
よ
っ
て
前
掲
論
文
「
裁
許
状
・
問
状
か
ら
見
た
鎌
倉
幕
府
初
期
訴
訟
制
度
」
が

公
け
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
山
本
論
文
」
は
学
界
に
お
い
て
既
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
優
れ
た
業
績
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の

内
容
を
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
敢
え
て
若
干
の
紹
介
を
試
み
る
こ
と
を
ご
容
赦
頂
き
た
い
。「
山

本
論
文
」
に
拠
れ
ば
、「
問
状
と
は
概
括
的
に
い
え
ば
、
訴
人
か
ら
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
後
、
こ
れ
を
論
人
に
伝
え
て
弁
明
を
求
め
る
た
め

に
出
さ
れ
る
、
一
時
的
な
伝
達
の
機
能
の
み
を
持
つ
文
書
で
あ
る
。
だ
が
、
内
容
上
は
こ
の
よ
う
に
規
定
で
き
た
と
し
て
も
、
あ
る
具
体
的

な
文
書
が
、
問
状
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
の
だ
ろ
う
か
」（「
山
本
論
文
」
一
四
頁
）
と
の
問
題
提
起
が
な

　
（
四
〇
一
八
）
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。

　

そ
し
て
山
本
氏
は
、
石
井
・
相
田
・
羽
下
三
氏
の
「
問
状
」
に
関
す
る
引
用
例
に
着
目
し
て
、「
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
、
筆
者
註
）
を
上

限
と
し
て
、
す
べ
て
十
三
世
紀
後
半
以
降
に
属
す
る
こ
と
は
、
石
井
博
士
に
よ
る
﹃
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
﹄
の
対
象
と
す
る
時

代
が
、鎌
倉
時
代
に
つ
い
て
は
「
建
長
元
年
（
一
二
四
九
、筆
者
註
）
引
付
設
置
以
後
の
完
成
時
代
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
と
照
応
す
る
」（「
山

本
論
文
」
一
八
頁
）
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
同
時
に
、
石
井
博
士
が
与
え
た
と
こ
ろ
の
、
当
該
文
書
を
「
問
状
」
と
し
て

判
定
す
る
た
め
の
規
準
内
容
を
、
博
士
自
身
は
必
ず
し
も
建
長
元
年
以
降
に
お
い
て
の
み
適
用
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
井
博
士
の
理
解
に
お
い
て
は
、「
訴
人
請
求
の
趣
旨
」
は
「
問
状
」
に
添
付
の
「
訴
状

具
書
」
に
譲
る
の
が
通
常
の
あ
り
方
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
「
訴
人
請
求
の
要
領
を
（
問
状
の
中
に
、
筆
者
註
）
記
載
し
た
」

建
長
以
前
の
文
書
を
採
り
上
げ
て
、こ
れ
を
「
普
通
の
問
状
」
で
は
な
い
事
例
で
あ
る
、と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
ら
れ
る
（「
山

本
論
文
」
二
〇
頁
、
註
（
24
））。
次
に
掲
げ
る
史
料
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
文
書
で
あ
る
。

︻
史
料
Ⅱ－

12
︼「
宗
像
神
社
文
書
」
関
東
御
教
書
案
（「
鎌
遺
七－

四
八
二
一
」）

「
校
正
了
」

筑
前
国
宗
像
社
雜
掌
申
、
西
郷
沙
汰
人
押
領
本
木
保
内
入
免
田
弐
拾
町
幷
小
武
畠
地
等
由
事
、
解
状
遣
之
、
如
状
者
、
去
々
年
可
遂

対
決
之
由
、 

被
載
御
教
書
之
処
、
庄
官
等
為
下
作
人
之
間
、
依
不
帯
証
文
、
借
請
藤
原
三
子
文
書
等
、
擬
逢
問
注
之
処
、
彼
三
子
所

寄
進
文
書
於
社
家
也
云
々
者
、
早
可
被
弁
申
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、 

　
　

文（
一
二
三
五
）

暦
二
年
九
月
十
九
日 

武
（
北
條
泰
時
）

蔵
守
在
御
判 

 

相
（
北
條
時
房
）

模
守
在
御
判 

　
（
四
〇
一
九
）
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下
野
入
道
殿 

　

石
井
博
士
の
理
解
に
疑
問
を
抱
か
れ
た
山
本
氏
は
、
新
た
に
「
十
三
世
紀
前
半
ま
で
の
鎌
倉
幕
府
初
期
の
文
書
」
を
対
象
と
し
て
検
討
を

行
っ
た
結
果
、
石
井
博
士
の
い
わ
れ
る
文
言
、
す
な
わ
ち
「
簡
略
か
つ
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」
な
文
言
が
記
さ
れ
る
「
問
状
」（「
訴
人
請
求
の
趣
旨
」

は
添
附
の
「
訴
状
具
書
」
に
譲
る
と
い
う
形
式
の
文
書
）
は
見
出
し
得
な
い
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
氏
は
、「
十
三
世
紀
前
半
ま
で
は
、
単
に
弁
じ

申
せ
と
か
陳
状
を
進
め
よ
と
か
と
命
令
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
段
に
何
ら
か
の
当
局
の
判
断
を
示
す
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例

で
あ
る
」（「
山
本
論
文
」
一
八
頁
）
と
し
、「
問
状
」
が
定
型
化
し
整
備
さ
れ
た
「
完
成
時
代
」
以
前
に
お
け
る
「
問
状
」
に
関
し
て
は
あ
ら

た
め
て
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。

　

こ
の
課
題
に
取
り
組
ま
れ
た
山
本
氏
は
、「
十
三
世
紀
の
前
半
、
幕
府
の
法
制
自
体
が
未
整
備
で
あ
る
一
方
、
そ
の
受
容
者
の
側
の
知
識
・

意
識
も
遅
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
問
状
の
御
教
書
は
そ
の
文
言
上
も
価
値
判
断
を
含
む
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
体
の
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、「
問
状
」
に
よ
る
濫
妨
事
件
（「
問
状
狼
藉
」、
筆
者
註
）
の
発
生
す
る
場
合
が
あ
っ
た
」（「
山
本
論
文
」
二
五
頁
）
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
氏
の
採
り
上
げ
ら
れ
た
十
三
世
紀
前
半
の
「
問
状
」
と
は
、
次
の
文
書
で
あ
る
（「
山
本
論
文
」
十
八
頁
）。

︻
史
料
Ⅱ－

13
︼「
大
和
大
東
家
文
書
」
関
東
御
教
書
案
（「
鎌
遺
三－
一
五
四
二
」）

（
端
裏
書
）

「
津
田
嶋鎌

倉
故
右
大
将
家
御
下
文
案
」

春
日
社
家
案
一
通
遣
之
、
如
状
者
、
乱
入
社
領
彼
張
行
無
道
云
々
、
子
細
見
于
状
候
歟
、
爲
新
議

（
マ
ゝ
）之

非
法
者
、
宜
被
止
其
妨
、
若

又
有
子
細
者
、
可
令
進
陳
状
給
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
執
達
如
件
、

　
（
四
〇
二
〇
）
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元（
一
二
〇
五
）

久
二
年
五
月
十
九
日 

遠
（
北
條
時
政
）

江
守
在
判

　

佐
々
木
中（

經
　
　
高
）

務
入
道
殿

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
応
し
た
裁
許
状
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（「
山
本
論
文
」
二
二
～
二
三
頁
）。

︻
史
料
Ⅱ－

14
︼「
高
牟
禮
文
書
」（「
関
裁－

三
八
」）

（
包
紙
ウ
ハ
書
）

「
鎌
倉
殿
御
代

武
蔵
守

相
模
守
御
證
判
」

宇
佐
宮
官
人
代
氏
安
訴
申
土
器
工
長
職
幷
高
村
名
田
畠
事
、
去
建
暦
三
年
之
比
、
其
沙
汰
出
来
之
間
、
依
非
地
頭
幷
御
家
人
之
事
、

不
及
成
敗
之
由
、
御
評
定
了
、
而
氏
忠
氏
安
舎
兄
寄
事
於
御
使
雜
色
宗
里
、
令
訴
申
之
間
、
去
五
月
被
成
遣
問
状
之
処
、
以
彼
状
無

左
右
押
領
云
々
、
甚
以
無
道
也
、
自
今
以
後
、
守
本
家
社
家
下
知
、
可
致
其
沙
汰
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

嘉（
一
二
二
五
）

禄
元
年
十
一
月
廿
三
日

 

武
（
北
條
泰
時
）

蔵
守
平
（
花
押
）

 

相
（
北
條
時
房
）

模
守
平
（
花
押
）

　

そ
こ
で
幕
府
は
、
こ
の
よ
う
な
「
問
状
狼
藉
」
行
為
を
禁
圧
す
る
と
共
に
、「
問
状
」
の
文
言
も
次
第
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
定
型
的
な
も

の
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
本
氏
に
拠
れ
ば
、「「
早
可
停
止
自
由
之
濫
行
、
但
又
有
子
細
者
、
可
令
言
上
給
」
と

い
っ
た
、
幕
府
の
一
定
の
判
断
を
既
に
含
ん
で
い
る
と
思
え
る
よ
う
な
、
相
対
的
に
長
文
の
問
状
が
、
次
第
に
「
訴
状
遣
之
、
可
令
弁
申
」

　
（
四
〇
二
一
）
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型
の
、
単
純
で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
問
状
に
席
を
譲
っ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
り
」、「
そ
の
画
期
が
十
三
世
紀
の
中
頃
で
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
」（「
山
本
論
文
」
二
〇
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
氏
に
拠
れ
ば
、「
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
問
状
」
の
初
見
は
次
の
文
書
で
あ
る

と
い
う
（「
山
本
論
文
」
一
九
頁
）。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

︻
史
料
Ⅱ－

15
︼「
紀
伊
金
剛
峯
寺
文
書
」
六
波
羅
下
文
案
（「
鎌
遺
九－

六
五
二
一
」）

前
大
僧
正
御
房
御
教
書
副
連
署
状
具
書
等
遣
之
、
子
細
見
状
、
不
日
可
弁
申
之
状
如
件
、

　
　

寛（
一
二
四
五
）

元
三
年
七
月
廿
九
日 

相
（
北
條
重
時
）

模
守
在
判

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

山
本
氏
は
、「
こ
う
し
た
簡
潔
な
形
式
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
印
象
で
は
ほ
ぼ
文
永
年
間
の
頃
に
、
一
般
的
な
文
書
形
式
と
し

て
定
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（「
山
本
論
文
」
一
九
頁
）
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、「
一
方
で
は
十
三
世
紀
前
半
の
よ
う
な
型

も
残
っ
て
い
る
か
ら
、こ
の
時
期
に
す
べ
て
が
統
一
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
」（「
山
本
論
文
」
一
九
頁
）
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、

「
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
、
筆
者
註
）
に
至
っ
て
は
、
様
式
上
も
執
権
連
署
加
判
の
関
東
御
教
書
よ
り
引
付
頭
人
の
奉
書
に
改
め
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
」（「
山
本
論
文
」
二
五
頁
）
と
結
論
し
て
お
ら
れ
る
。

㈤　

岩
元
修
一
氏
の
理
解

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
岩
元
論
文
」
は
ま
ず
、「
明
申
」
あ
る
い
は
「
弁
申
」
な
ど
の
文
言
を
有
す
る
「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
に
着
目
し
て
い

る
。
こ
の
「
Ｅ
型
」
は
一
二
〇
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
岩
元
氏
は
、「
こ
れ
は
文
永
年
間
頃

　
（
四
〇
二
二
）
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に
定
着
し
た
」
と
す
る
前
掲
「
山
本
論
文
」
の
見
解
に
同
意
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
は
弘
安
年
間
を
境
と
し
て
次

第
に
そ
の
機
能
が
「
召
文
」
に
吸
収
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
結
果
、
南
北
朝
期
に
は
こ
れ
に
代
わ
り
「
有
子
細
者
、
可
被
明
申
」
な
る
文
言
を

有
し
、
守
護
宛
の
「
沙
汰
付
命
令
」
で
あ
る
「
問
状
」（「
Ｃ
型
」）
が
主
流
に
な
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
召
文
」
の
文
中
に
お
い
て
出
頭
を
求
め
る
「
参
対
」（「
参
決
」）
文
言
だ
け
で
な
く
、「
陳
答
」
を
求
め
る
「
明
申
」
文
言
が

併
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、「
召
文
」
は
、
論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
を
持
参
し
、
か
つ
出
頭
す
る
こ
と
を
も
同
時
に
要

求
し
得
る
機
能
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
召
文
」
が
こ
の
よ
う
に
「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
の
意
味
を
併
せ
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
問
状
」
と
い
う

概
念
が
消
滅
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
実
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
新
た
に
「
問
状
」（「
Ｃ
型
」）
が
定
着
し
た
こ
と
で
「
問
状
」
お

よ
び
「
召
文
」
と
い
う
概
念
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　

ま
た
岩
元
氏
は
、「
召
文
」
が
「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
と
同
化
し
つ
つ
あ
っ
た
鎌
倉
後
期
以
降
、「
日
限
召
文
」
が
台
頭
し
て
来
て
い
た
事
実

を
的
確
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。「
出
頭
期
限
」
を
指
定
し
て
発
給
さ
れ
る
「
召
文
」
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
に
注
目
す
る
と

と
も
に
、
訴
訟
の
早
期
終
結
が
企
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
岩
元
氏
は
、「
召
文
」
に
関
す
る
裁
判
実
務
上
の
こ
の
よ
う
な
変
化

に
つ
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
の
職
権
主
義
化
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
の
徴
表
の
一
つ
と
し
て
理
解
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
鎌
倉
後
期
に
は
「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
の
機
能
が
「
召
文
」
に
吸
収
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
南
北
朝
期
に
は
「
問
状
」

（「
Ｅ
型
」）
に
代
わ
り
「
問
状
」（「
Ｃ
型
」）
が
定
着
す
る
に
い
た
っ
た
こ
と
な
ど
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
変
化
の
生
じ
た
背
景
事
情

と
し
て
、
岩
元
氏
は
、「
問
状
」（「
Ｅ
型
」）
が
担
う
は
ず
で
あ
っ
た
訴
訟
手
続
が
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
事
態
の
生
じ
た
こ
と
、
あ
る
い
は

ま
た
、「
Ｅ
型
」
の
形
式
を
も
つ
「
問
状
」
が
従
来
の
「
召
文
」
と
同
質
化
し
て
い
っ
た
こ
と
、
等
を
推
測
し
て
お
ら
れ
る
。

　

岩
元
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
問
状
」
に
関
す
る
理
解
は
、
次
章
に
お
い
て
「
召
文
」
に
関
す
る
研
究
史
を
確
認
し
て
い
く
中
で
、
あ
ら

　
（
四
〇
二
三
）
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た
め
て
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）　

本
稿
で
は
、
竹
内
理
三
編
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄（
古
文
書
篇
、
全
四
十
二
巻
お
よ
び
補
遺
全
四
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
完
結
）
お
よ
び
竹
内
理
三
編
・
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
編
﹃
同
﹄
Ｃ
Ｄ–

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
瀬
野
精
一
郎
編
﹃
増
訂
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
﹄
上
・
関
東
裁
許
状
篇
、
下
・
六
波
羅

鎮
西
裁
許
状
篇
（
増
訂
版
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
を
主
な
典
拠
史
料
集
と
し
て
用
い
る
。﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
所
収
史
料
に
つ
い
て
は
、「
鎌
遺
○
（
巻
）

ー
○
○
○
（
号
文
書
）」
と
記
す
一
方
、﹃
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
﹄
所
収
史
料
に
つ
い
て
は
、「
関
裁
ー
○
○
」、「
六
裁
ー
○
○
」
あ
る
い
は
「
鎮
裁
ー
○
○
」
の
よ
う
に

記
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
引
用
史
料
あ
る
い
は
引
用
論
文
に
附
し
た
傍
線
等
は
筆
者
に
拠
る
。
ま
た
、
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
常
用
漢
字
に
改
め
て
い
る
部

分
が
あ
る
。

（
2
）　
﹃
日
本
古
文
書
学
講
座
﹄
5
・
中
世
Ⅱ
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
一
年
）
五
七
頁
以
下
。
以
下
、「
羽
下
論
文
」
と
記
す
。

（
3
）　

瀬
野
精
一
郎
編
﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄
第
一
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
六
年
）
所
収
、
九
七
号
文
書
。
以
下
、﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄「
○
○
号
文
書
」

の
よ
う
に
記
す
。

（
4
）　

本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
訴
状
の
「
受
領
報
告
書
」
の
意
味
で
は
な
く
て
、
実
質
的
に
論
人
が
反
論
を
記
載
す
る
「
陳
状
」
の
働
き
を
す
る
文
書
で
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
点
に
つ
き
、
前
掲
佐
藤
進
一
﹃
古
文
書
学
入
門
﹄
二
一
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
前
掲
相
田
﹃
日
本
の
古
文
書
学
﹄
上
（
八
〇
八
～
八
〇
九
頁
）
は
、

論
人
作
成
の
「
請
文
」
正
文
と
し
て
、
次
の
文
書
を
紹
介
し
て
い
る
（
後
掲
︻
写
真
Ｂ
︼
を
参
照
）。

 

　
︻
史
料
Ⅱ－

Ｂ
︼「
東
寺
百
合
文
書
せ
函　

武
家
御
教
書
幷
達
・
十
四
」
嘉
暦
四
年
四
月
廿
七
日
附
常
陸
國
信
太
庄
塙
郷
等
地
頭
越
後
左
衛
門
大
夫
伊
時
請
文

 

　
　

 

「
越

（
端
裏
銘
ヵ
）

後
左
衛
門
大
夫
将
監
殿
請
文　

嘉
暦
四
五
四
」

 

　
　
　

常
陸
国
信
太
庄
雜
掌
定
祐
申
塙
郷
以
下
年
貢
之
由
事
、
以
代
官
紹
眞
、
可
明
申
候
、
以
此
旨
、
可
有
御
披
露
候
、
恐
惶
謹
言
、

 

　
　
　
　
　
　

四
月
廿
七
日 

散
位
伊

請
文

時（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

 

　

こ
の
文
書
は
、
論
人
が
担
当
奉
行
人
に
提
出
し
た
後
に
、
奉
行
人
が
訴
人
側
東
寺
に
下
し
た
為
に
、
こ
ん
に
ち
、
論
人
が
出
頭
す
る
こ
と
を
約
し
た
請
文
と
し
て

伝
来
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
正
文
」
の
か
た
ち
で
伝
わ
っ
て
い
る
「
請
文
」
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
。

（
5
）　

石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
〇
頁
お
よ
び
一
三
一
～
一
三
三
頁
、
註
（
二
一
七
）・（
二
一
八
）
を
参
照
。

（
6
）　

同
右
。

（
7
）　
﹃
岐
阜
県
史
﹄
史
料
編
・
古
代
・
中
世
三
（
一
九
七
一
年
）
所
収
。
以
下
、「
岐
阜－

三
二
四
」
の
よ
う
に
記
す
。

　
（
四
〇
二
四
）
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三
、「
召
文
」
に
関
す
る
基
本
的
理
解

　

こ
ん
に
ち
得
ら
れ
て
い
る
「
召
文
」
の
理
解
に
関
し
て
も
、「
問
状
」
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
基
本
的
に
は
石
井
良
助
博
士
に
よ
っ
て

示
さ
れ
た
理
解
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
石
井
博
士
お
よ
び
羽
下
氏
に
よ
る
理
解
を
確
認
し
た
の
ち

に
、
岩
元
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
新
た
な
理
解
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
補
足
的
理
解
を
得
る
こ
と
に
し
よ
う
。

㈠　

石
井
良
助
博
士
の
理
解

　

石
井
﹃
前
掲
書
﹄
を
み
れ
ば
、「
第
二
章　

訴
訟
手
続
」
に
お
い
て
、「
第
三
節　

訴
の
審
理
」
の
中
に
「
第
三
款　

召
喚
」
の
項
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、

　

こ
ヽ
に
召
喚
と
は
、
口
頭
弁
論
を
な
さ
し
め
る
為
に
、
訴
論
人
を
裁
判
所
に
出
頭
せ
し
め
る
手
続
を
云
ふ
。

　

裁
判
所
が
召
喚
命
令
即
ち
「
召
文
」（
又
「
召
符
」
と
も
云
ふ
）
を
発
す
る
場
合
は
之
を
大
別
し
て
三
と
な
し
得
る
。
そ
の
一
は
論
人
に
対
し
て
一
定
数
の

問
状
を
與
へ
て
も
、
尚
も
論
人
が
陳
状
を
進
め
な
い
時
及
び
陳
状
を
進
め
て
も
、
そ
の
内
容
が
不
分
明
の
時
に
、
訴
人
の
請
求
に
よ
つ
て
裁
判
所
が
之
に
召
文

を
遣
は
す
場
合
で
あ
る
。
そ
の
二
は
一
、
二
、
或
は
三
問
答
を
番
へ
た
後
に
於
て
訴
論
人
を
裁
判
所
に
召
喚
す
る
場
合
で
あ
る
。
以
上
二
箇
の
場
合
は
、
訴
論

人
が
訴
陳
を
番
へ
た
場
合
或
は
番
ひ
得
べ
き
場
合
で
あ
る
が
、
そ
の
三
は
訴
論
人
が
「
當
參
」
の
時
、
即
ち
裁
判
所
の
所
在
地
に
滞
留
せ
る
時
に
（
陳
状
を
携

帯
せ
し
め
、
或
は
せ
し
め
ず
し
て
）
問
状
の
手
続
に
及
ば
ず
、
直
ち
に
論
人
を
裁
判
所
に
出
頭
せ
し
め
る
場
合
で
あ
る
。

　

上
述
三
箇
の
場
合
に
発
せ
ら
れ
る
召
文
は
場
合
に
応
じ
て
、
文
言
を
異
に
し
て
居
る
が
、
何
れ
も
訴
人
或
は
論
人
の
出
頭
を
命
ず
る
事
を
以
て
そ
の
本
質
と

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
に
於
て
、
単
に
論
人
に
陳
状
の
提
出
を
命
ず
る
に
過
ぎ
な
い
問
状
と
は
厳
重
に
区
別
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

召
文
は
前
述
の
如
く
、
そ
の
出
さ
れ
る
場
合
を
標
準
と
し
て
、
三
種
に
分
ち
得
る
が
、
出
頭
の
期
限
が
附
記
し
て
あ
る
や
否
や
に
よ
つ
て
、
更
に
之
を
普
通

　
（
四
〇
二
六
）
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の
召
文
と
「
日
限
」
の
召
文
と
に
分
ち
得
る
の
で
あ
る
。（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
一
～
一
四
二
頁
）

と
説
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
石
井
博
士
は
「
召
文
」
に
関
し
て
、
訴
陳
状
の
応
酬
が
行
わ
れ
る
際
に
、
一
方
当
事
者
が
応
答
に
難
渋
す
る
場
合
に
発
給
さ
れ
る

こ
と
、「
三
問
三
答
」
の
訴
陳
の
手
続
が
終
了
し
て
「
口
頭
弁
論
」
手
続
に
移
行
す
る
際
に
、
両
当
事
者
を
裁
判
所
に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
発
給
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
石
井
博
士
の
「
問
状
」
に
関
す
る
理
解
と
直
ち
に
接

合
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
の
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
「
問
状
の
手
続
に
及
ば
ず
、
直
ち
に
論
人
を
裁
判
所
に
出
頭
せ
し

め
る
」
た
め
に
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
は
了
解
し
難
い
。「
訴
論
人
が
当
参
の
場
合
」
と
い

う
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
今
少
し
具
体
的
な
説
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
博
士
が
、
右
記
「
そ
の
三
」
の
場
合
、
即
ち
、
論
人
に
対
し
て
直
ち
に
出
頭
せ
よ
と
命
じ
る
文
書
と
し
て
、
例
示
し
て
お
ら
れ

る
次
の
史
料（

1
）に

つ
い
て
、
少
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

︻
史
料
Ⅲ－

1
︼「
山
代
文
書
」
肥
前
國
守
護
北
條
時
定
書
下
（
前
掲
﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄
第
一
、「
一
五
一
号
文
書
」）

早
岐
又
三
郎
清
氏
申
押
領
伊
萬
里
内
田
地
、
拘
惜
白
大
刀
一
腰
由
事
、
重
訴
状
如
此
、
先
度
相
触
之
處
、
不
及
陳
状
云
々
、
太
無
其
謂
、

不
日
帯
陳
状
、
可
被
參
対
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

弘（
一
二
八
五
）

安
八
年
九
月
九
日 

遠
（
北
條
時
定
）

江
守
（
花
押
）

　

山
代
又（

榮

）

三
郎
殿

　

こ
の
史
料
に
加
え
て
、
当
該
訴
訟
手
続
に
お
い
て
密
接
に
関
連
す
る
史
料
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る（

2
）。

　
（
四
〇
二
七
）
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︻
史
料
Ⅲ－

2
︼「
同
文
書
」
同
右
（﹃
同
右
書
﹄、「
一
五
〇
号
文
書
」）

早
岐
又
三
郎
清
氏
申
令
違
乱
伊
萬
里
浦
内
田
薗
等
、
不
返
与
白
大
刀
一
腰
由
事
、
訴
状
如
此
、
早
令
參
対
、
可
被
明
申
也
、
仍
執
達

如
件
、

　
　

弘
安
八
年
八
月
十
九
日 

遠
江
守
（
花
押
）

　

山
代
又
三
郎
殿

　

石
井
博
士
は
︻
史
料
Ⅲ－
1
︼
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
以
前
に
陳
状
を
提
出

す
る
よ
う
に
命
じ
た
が
、
論
人
（
山
代
又
三
郎
）
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
た
び
「
召
文
」
を
発
給
す
る
の
で
、
直
ち
に
裁
判

所
（
守
護
所
）
に
出
頭
せ
よ
」
と
。
つ
ま
り
、論
人
に
対
し
て
、陳
状
の
提
出
お
よ
び
裁
判
所
へ
の
出
頭
を
命
じ
た
文
書
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、「
重
訴
状
」
が
提
出
さ
れ
る
以
前
に
、訴
人
（
早
岐
又
三
郎
清
氏
）
が
「
訴
状
」
を
提
出
し
た
際
に
は
、

裁
判
所
は
い
か
な
る
対
応
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、︻
史
料
Ⅲ－

1
︼
に
先
立
っ
て
、
裁
判
所
が
発
給
し
た
︻
史
料
Ⅲ－

2
︼
を
み
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

こ
の
文
書
に
は
、「
早
令
參
対
、
可
被
明
申
也
」
な
る
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
の

提
出
を
命
じ
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
に
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

石
井
博
士
は
こ
の
よ
う
に
、︻
史
料
Ⅲ－

１
︼
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
訴
訟
当
事
者
が
「
當
参
」
の
時
に
は
、
裁
判
所
は
「
問
状
」

を
発
給
し
な
い
で
直
ち
に
出
頭
さ
せ
る
べ
く
「
召
文
」
を
発
給
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
が
、「
召
文
」
が
直
ち
に
発
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
は
、
必
ず
し
も
「
當
参
」
の
時
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
、︻
史
料
Ⅲ－

2
︼
に
お
い
て
明

ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
が
「
訴
状
」
に
対
し
て
「
陳
状
」
の
提
出
を
求
め
る
際
に
も
、「
問
状
」
で
は
な
く
、「
召
文
」

　
（
四
〇
二
八
）
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を
発
給
し
て
い
た
と
い
う
事
実
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
岩
元
氏
の
所
論
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
中
期
～
後
期
に
お
い
て
は
、

論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
る
際
に
発
給
さ
れ
る
文
書
の
形
式
が
「
問
状
」
か
ら
「
召
文
」
へ
と
「
変
化
」
し
始
め
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
文
書
（「
召
文
」
二
通
）
は
丁
度
こ
の
時
期
に
お
け
る
文
書
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
変
化
」
の
過
程
の
中
に
位

置
付
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
り
判
断
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、︻
史
料
Ⅲ－

2
︼
が
「
召
文
」

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
根
拠
と
し
て
は
、
次
に
示
す
石
井
博
士
の
理
解
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

　

即
ち
召
文
に
は
常
に
参
決
す
べ
き
旨
の
記
載
が
あ
る
の
で
、
之
な
き
も
の
は
召
文
で
は
な
い
。
他
面
に
於
い
て
参
決
す
べ
し
と
云
ふ
意
味
の
文
句
が
記
載
さ

れ
て
居
る
以
上
は
、
明
め
申
す
べ
し
と
の
文
句
が
併
記
さ
れ
て
居
て
も
、
召
文
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
二
四
〇
頁
、
註
（
二
四
〇
））

と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　

さ
ら
に（

3
）、

博
士
は
「
陳
状
を
携
帯
せ
し
め
ず
し
て
、
出
頭
せ
し
め
る
召
文
あ
り
し
や
否
や
は
不
明
で
あ
る
が
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
訴

状
に
就
て
、
直
ち
に
論
人
に
召
文
を
発
し
た
例
と
し
て
」、
次
の
文
書
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

3
︼「
東
大
寺
文
書
」
六
波
羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

三
〇
九
」）

東
大
寺
学
侶
等
申
、
美
濃
國
茜
部
庄
年
貢
事
、
訴
状
副
具
書
如
此
、
爲
致
其
沙
汰
、
早
可
被
參
決
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

正（
一
三
〇
二
）

安
四
年
九
月
十
二
日 

左
（
北
條
基
時
）

馬
助
御
判　

 

中
（
金
澤
貞
顯
）

務
大
輔
御
判

　

出
羽
法（

静
瑜
）印

御
房

　

博
士
は
こ
の
文
書
に
関
し
て
、「
果
た
し
て
論
人
當
參
の
場
合
に
発
せ
ら
れ
た
召
文
で
あ
る
か
否
か
は
判
明
し
な
い
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、

　
（
四
〇
二
九
）
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「
否
此
等
の
文
書
が
「
奉
行
書
下
」
で
は
な
く
、
御
教
書
で
あ
る
所
よ
り
見
て
も
、
論
人
が
當
參
で
な
い
場
合
に
発
せ
ら
れ
た
召
文
で
あ
る

と
解
す
る
方
が
適
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、「
然
り
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
に
於
て
は
裁
判
所
が
召
文
を

発
す
る
場
合
と
し
て
、
本
文
に
掲
げ
た
三
箇
の
外
に
、
訴
人
の
申
状
に
就
き
、
問
状
に
及
ば
ず
、
直
に
召
文
を
発
す
る
第
四
の
場
合
を
挙
げ

な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
七
頁
、
註
（
二
三
八
））
と
の
見
解
を
表
明
し
て
お
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
普
通
の
召
文
の
様
式
は
上
記
の
如
き
も
の
で
、
問
状
と
同
じ
く
訴
人
請
求
の
趣
旨
の
如
き
は
、
召
文
中
に
之
を
収
録
し
な
か
つ

た
の
で
あ
る
が
、
時
に
は
そ
の
要
領
を
載
せ
た
事
も
あ
る
」
と
し
、「
問
状
に
し
て
も
召
文
に
し
て
も
、
此
の
種
の
も
の
は
文
暦
嘉
禎
頃
迄

に
行
は
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
後
は
廃
れ
た
ら
し
い
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
八
頁
、
註
（
二
三
九
））
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

以
上
述
べ
て
来
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、石
井
博
士
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
す
る
理
解
に
お
い
て
は
、「
問
状
」

と
は
書
面
審
理
手
続
過
程
に
お
い
て
論
人
に
対
し
て
陳
状
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、「
召
文
」
と

は
基
本
的
に
、
裁
判
所
に
お
い
て
対
決
手
続
を
行
う
た
め
に
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
出
頭
す
る
よ
う
命
じ
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
「
陳
状
」（
あ
る
い
は
「
重
陳
状
」）
を
持
参
の
上
、
出
頭
を
命
じ
る
た
め
の
文
書
た
り
得
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
一
層

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

㈡　

羽
下
徳
彦
氏
の
理
解

　

次
に
、
前
掲
「
羽
下
論
文
」（
前
掲
﹃
日
本
古
文
書
学
講
座
﹄
所
収
論
文
）
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、「
召
文
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
補
足
的
理

解
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

羽
下
氏
は
、「
召
文
」
が
下
付
さ
れ
る
以
前
に
陳
状
の
提
出
が
順
調
に
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、「
論
人
は
陳
状
提
出
以
前
に
、
こ
れ

か
ら
陳
状
を
提
出
す
る
旨
の
請
文
を
出
す
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
陳
状
を
提
出
し
た
旨
の
請
文
を
提
出
す
る
こ
と
も
」
あ
る
と
の
理
解
を
示
し

　
（
四
〇
三
〇
）
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て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
請
文
」
の
中
に
は
例
え
ば
、「
就
訴
状
、
陳
状
謹
進
上
仕
候
、
子
細
見
于
状
候
歟
」
な
ど
の
よ
う
な
文
言
が
記
さ

れ
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
氏
に
拠
れ
ば
、
訴
状
を
受
け
取
っ
た
論
人
が
こ
れ
に
応
じ
て
陳
状
を
速
や
か
に
提
出
し
な
い
場
合
に
は
、
訴
人

は
裁
判
所
に
対
し
て
「
催
促
状
」
の
発
給
を
要
請
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、「
裁
判
所
は
奉
行
人
の
奉
書
で
論
人
に
陳
状
提
出
を
督

促
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
と
い
う
（
以
上
は
、「
羽
下
論
文
」
八
二
頁
を
参
照
）。

　

い
よ
い
よ
「
召
文
」
が
下
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、「「
対
決
」（
口
頭
弁
論
）
が
「
引
付
之
座
」
で
行
な
わ
れ
る
た
め
」
で
あ
り
、

そ
の
際
に
は
「
対
決
を
遁
避
し
が
ち
な
論
人
を
出
廷
さ
せ
る
た
め
に
、
い
く
度
も
出
頭
命
令
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」（「
羽
下
論
文
」
八
五

頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
羽
下
氏
は
次
の
文
書
を
例
示
し
て
お
ら
れ
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

4
︼「
長
府
毛
利
家
文
書
」
文
永
十
年
十
二
月
十
七
日
附
関
東
御
教
書
（「
鎌
遺
十
五－

一
一
五
〇
三
」）

庄
余
一
頼
資
申
美
作
国
広
野
庄
事
、
重
訴
状
遣
之
、
子
細
見
状
、
度
々
被
仰
下
之
処
、
于
今
不
參
、
何
様
事
哉
、
所
詮
、
明
春
三
月

十
日
以
前
可
令
參
対
、
若
猶
令
違
期
者
、
殊
可
有
其
沙
汰
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　

文（
一
二
七
三
）

永
十
年
十
二
月
十
七
日 

武
（
北
條
義
政
）

蔵
守
（
花
押
）

 

相
（
北
條
時
宗
）

模
守
（
花
押
）

　

庄
四
郎
太
郎
入
道
殿

　

こ
の
文
書
は
、「
重
訴
状
」
の
提
出
を
受
け
た
、
裁
判
所
が
論
人
に
対
し
て
度
々
参
対
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
論
人
が
応

じ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
論
人
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
「
重
訴
状
」
が
下
付
さ
れ
た
際
に
附
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、「「
明
春
三
月
十
日
以
前
」

に
参
対
せ
よ
」
と
命
じ
た
「
日
限
召
文
」
で
あ
る（

4
）。

羽
下
氏
に
拠
れ
ば
、
当
該
召
文
の
趣
旨
は
、
あ
く
ま
で
論
人
に
対
し
て
「
参
対
」
を
命

　
（
四
〇
三
一
）
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じ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
召
文
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
発
給
さ
れ
る
文
書
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
し
く
見
方
を
変
え
て
み
る
な
ら
ば
、
当
該
召
文
は
確
か
に
、
論
人
に
対
し
て
「
裁
判
所
に
出
頭
せ
よ
」
と
命

じ
る
一
方
で
、
同
時
に
、「（
重
）
陳
状
を
持
参
せ
よ
」
と
命
じ
る
趣
旨
の
文
書
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

5
）。

こ
の

よ
う
な
見
方
は
、
例
え
ば
前
掲
文
書
（︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
お
よ
び
︻
史
料
Ⅱ－

6
︼）
の
相
互
関
係
に
お
い
て
も
妥
当
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

六
波
羅
が
発
給
し
た
「
召
文
」（︻
史
料
Ⅱ－

6
︼）
に
拠
れ
ば
、︻
史
料
Ⅱ－

5
︼
に
よ
っ
て
「
訴
状
」
に
応
答
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
論

人
（
白
魚
弥
次
郎
）
が
「
請
文
」（「
陳
状
」）
を
提
出
し
た
後
に
、
訴
人
（
青
方
太
郎
吉
高
）
が
さ
ら
に
「
重
訴
状
」（
お
よ
び
具
書
）
に
よ
り
主
張

を
展
開
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
を
受
け
た
裁
判
所
は
、
両
当
事
者
の
主
張
の
内
容
が
食
い
違
う
の
で
是
非
を
決
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
判
断
し
た
上
で
、
論
人
に
対
し
て
「
不
日
企
上
洛
、
可
被
明
申
」
と
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
六
波
羅
は
論
人
に
対
し
て
、「
重

陳
状
」
を
持
参
し
た
上
で
「
明
申
」
こ
と
を
命
じ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
召
文
」
に
関
し
て
は
、
石
井
博
士
お
よ
び
羽
下
氏
の
理
解
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
得
ら
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
問
状
」
と
「
召
文
」
を
い
か
な
る
観
点
か
ら
区
別
し
得
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
説
得

力
の
あ
る
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
つ
い
て
は
、
か
よ
う
な
理
解
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
岩
元
修
一
氏
に
よ
っ
て
、
近
時
新

た
な
研
究
成
果
が
公
表
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
し
て
、
両
者
に
関
す
る
学
説
史

的
理
解
を
丁
寧
に
追
跡
す
る
一
方
で
、
両
者
の
相
違
や
関
係
性
如
何
の
問
題
を
実
証
的
か
つ
総
合
的
に
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
「
岩
元
論
文
」
は
、
両
者
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
古
文
書
学
的
理
解
に
対
し
て
、
新
た
に
一
石
を
投
じ
た
業
績
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
四
〇
三
二
）
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以
下
に
お
い
て
は
、「
岩
元
論
文
」
の
内
容
に
即
し
て
、
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
問
状
」・「
召
文
」
に
関
す
る
理
解
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
若
干
の
補
足
的
理
解
を
得
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈢　

岩
元
修
一
氏
の
理
解

　

岩
元
氏
は
、
次
掲
三
通
の
関
連
史
料
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
元
亨
三
年
（
一
三
三
三
）
に
は
「
可
明
申
」
の
文
言
を
も
つ
論
人
充

の
鎮
西
御
教
書
を
こ
れ
と
関
連
す
る
別
の
鎮
西
御
教
書
の
中
で
「
召
文
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（「
岩
元
論
文
」

一
六
五
～
一
六
六
頁
）。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
対
応
す
る
史
料
に
即
し
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

︻
史
料
Ⅲ－

5
︼「
青
方
家
譜
引
用
文
書
」
鎮
西
探
題
御
教
書
案
（
前
掲
﹃
松
浦
黨
関
係
史
料
集
﹄
第
一
、「
三
六
三
号
文
書
」）

青
方
八
郎
高
繼
申
肥
前
國
五
嶋
西
浦
青
方
村
内
田
地
以
下
事
、
申
状
具
書
如
此　（

カ
）、

早
可
明
申
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

元（
一
三
三
三
）

亨
三
年
七
月
廿
九
日 

修
（
北
條
英
時
）

理
亮
判　

　

青
方
藤（

高
光
）

四
郎
殿

︻
史
料
Ⅲ－

6
︼「
青
方
文
書
」
鎮
西
探
題
御
教
書
案
（﹃
同
右
書
﹄、「
三
六
四
号
文
書
」）

青
方
八
郎
高
繼
申
肥
前
國
五
嶋
西
浦
青
方
村
内
田
地
事
、
重
申
状
如
此
、
相
触
了
、
來
十
五
日
以
前
可
明
申
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

元
亨
三
年
九
月
一
日 

修
理
亮
御
判

　

青
方
藤
四
郎
殿

　
（
四
〇
三
三
）
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︻
史
料
Ⅲ－

7
︼「
同
文
書
」
鎮
西
探
題
御
教
書
案
（﹃
同
右
書
﹄、「
三
六
五
号
文
書
」）

青
方
八
郎
高
繼
申
□
□
□
五
嶋
西
浦
青
方
村
内
田
地
事
、
重
申
状
如
此
、
青
方
藤
四
郎
高
光
不
應
度
々
召
文
云
々
、
尋
問
實
否
、
載

起
請
之
詞
、
可
披
露
申
候
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

元
亨
三
年
九
月
十
四
日 

修
理
亮
御
判

　

丹
後
次（

定
）郎

殿

　
︻
史
料
Ⅲ－

5
︼
お
よ
び
︻
史
料
Ⅲ－

6
︼
は
、
訴
人
（
青
方
八
郎
高
繼
）
に
よ
る
訴
状
を
受
理
し
た
鎮
西
探
題
が
、
論
人
（
青
方
藤
四
郎
）

に
対
し
て
応
答
を
命
じ
る
た
め
に
発
給
し
た
文
書
で
あ
る
。
岩
元
氏
は
、
両
通
に
「
可
明
申
」
な
る
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ

れ
て
、
か
よ
う
な
文
言
を
有
す
る
文
書
は
「
問
状
」
と
し
て
判
断
す
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
の
文
書
と
し
て
理
解
す
る
可
能

性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
慎
重
な
検
討
を
試
み
て
お
ら
れ
る
。

　

当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
論
人
が
応
答
を
避
け
続
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
實
否
を
尋
問
す
る
」
た
め
、
使
者
（
丹
後
次
郎
）
宛
に
︻
史
料

Ⅲ－

7
︼
が
あ
ら
た
に
発
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
岩
元
氏
は
と
く
に
こ
の
文
書
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
傍
線
部
分

に
あ
る
よ
う
に
、「
論
人
が
度
々
の
召
文
に
応
じ
て
い
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、︻
史
料
Ⅲ－

5
︼
お
よ
び
︻
史
料
Ⅲ－

6
︼
が

実
は
「
召
文
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
岩
元
氏
は
あ
ら
た
に
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
す
な
わ
ち
、「
参
決
」
文
言
が
な
く
、「
可

明
申
」
文
言
の
み
が
記
さ
れ
る
「
召
文
」
の
存
在
を
新
た
に
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
理
解
に
従
え
ば
、「
参
決
」
文
言
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
「
召
文
」
以
外
の
文
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
「
問
状
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
想
え
ば
、
岩
元
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
指
摘
は
、
伝
統
的
な
古
文
書
学
の
理
解
の
中
に
新
た
な
考
え
方
を
提
示
す
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
四
〇
三
四
）
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岩
元
氏
は
、以
上
三
通
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
文
書
と
し
て
、「
吉
川
家
文
書
」
所
収
の
二
通
の
文
書
（
元
徳
二
年
五
月
五
日
附
越
訴
奉
行
召
文
案
「
一

一
四
三
号
文
書
」、元
徳
三
年
二
月　

日
附
周
防
親
經
代
俊
行
重
申
状
「
一
一
四
四
号
文
書
」、﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
家
わ
け
九
ノ
二
）
お
よ
び
「
東
大
寺
文
書
」

正
安
三
年
六
月　

日
附
東
大
寺
学
侶
等
訴
状
土
台
（「
岐
阜－

三
〇
三
」）
を
採
り
上
げ
て
、「
可
被
弁
申
」
あ
る
い
は
「
可
明
申
」
な
る
文
言

に
よ
っ
て
論
人
の
応
答
が
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
来
の
「
召
文
」
に
お
け
る
の
と
同
様
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
、
当
該
文
書

に
対
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（「
岩
元
論
文
」
一
六
六
頁
お
よ
び
一
七
四
頁
、
註
（
22
））。

　

岩
元
氏
は
、
以
上
の
検
討
結
果
を
前
提
に
し
て
、「
鎌
倉
幕
府
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
弁
申
」
の
文
言
を
も
つ
先
述
の
Ｅ
型
の

問
状
が
召
文
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
」（
本
稿
第
一
章
に
記
し
た
︹
課
題
Ⅰ
︺）
に
つ
い
て
、さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
お
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
い
わ
ば
「
召
文
」
的
な
内
容
を
有
す
る
「
問
状
」
の
初
見
に
つ
い
て
、
岩
元
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、「「
企
上
洛
」
と
「
可
明
申
」
の
文
言
を
あ
わ
せ
持
つ
」
文
書
と
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
の
文
書
が
初
見
で
あ

る
と
い
う（

6
）。

︻
史
料
Ⅲ－

8
︼「
松
平
定
教
氏
所
蔵
文
書
」
六
波
羅
御
教
書
（「
鎌
遺
十
一－

八
〇
九
八
」）

　
　
　

 

「
到
來
正
嘉
元
年
十
月
廿
四
日
」

宗
像
社
太
宮
司
長
氏
申
、
当
社
領
名
主
等
事
、
背
社
家
致
濫
妨
由
事
、

去
閏
三
月
廿
日
関
東
御
教
書
副
訴
状
、
如
此
、
子
細
見
状
、
早
相
尋
彼
輩
所
行
之
旨
、
事
實
者
、
可
止
濫
妨
之
由
、
可
被
下
知
、
若

又
有
陳
方
者
、
早
企
上
洛
、
可
明
申
之
旨
、
可
令
触
沙
汰
給
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

正
嘉
元
年
四
月
十
四
日 

左
（
北
條
時
茂
）

近
将
監
（
花
押
）

　

豊
前（

少
貳
資
能
）

々
司
殿

　
（
四
〇
三
五
）
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な
お
、
次
に
掲
げ
る
史
料
に
拠
れ
ば
、「
問
状
」
と
「
召
文
」
に
つ
い
て
は
、
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
～
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
頃

の
間
に
お
い
て
は
一
応
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、「
問
状
」
は
「
弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
の
段
階
で
」
は
止

め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（「
古
澤
論
文
」
一
一
三
頁
、
お
よ
び
「
岩
元
論
文
」
一
六
八
頁
）。

︻
史
料
Ⅲ－

9
︼
文
永
十
年
七
月
十
二
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
四
五
四
条
（
前
掲
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
一
巻
）

一　

問
状
御
教
書
事

引
付
直
可
賦
取
、
訴
状
引
付
目
録
、
奉
行
人
参
会
可
令
取
也
、

︻
史
料
Ⅲ－

10
︼
同
年
同
月
同
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
四
五
五
条
（﹃
同
右
書
﹄）

一　

召
符
事

︻
史
料
Ⅲ－

11
︼
弘
安
七
年
？
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
五
七
五
条
（﹃
同
右
書
﹄）

一
、
召
文
問
状
事

引
付
頭
人
可
下
奉
書
、

　

岩
元
氏
は
他
方
で
、文
永
年
間
に
「
問
状
」
が
定
着
す
る
と
い
う
前
掲
「
山
本
論
文
」
の
見
解
を
承
認
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
氏
は
、

「
問
状
」
に
記
載
さ
れ
る
陳
状
の
提
出
を
求
め
る
「
弁
申
」
な
る
文
言
と
、「
召
文
」
に
記
載
さ
れ
る
「
参
決
」
を
要
求
す
る
文
言
と
が
や
が

て
は
セ
ッ
ト
に
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
つ
の
内
容
を
意
味
す
る
文
言
が
「
召
文
」
の
中
に
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
の
見

　
（
四
〇
三
六
）
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通
し
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
右
記
史
料
を
み
る
な
ら
ば
、
文
永
～
弘
安
年
間
で
は
、「
問
状
」
と
「
召
文
」
が
併

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
未
だ
に
、「
陳
状
の
提
出
」
と
「
参
決
」
と
を
同
時
に
強

制
す
る
内
容
を
有
す
る
「
召
文
」
は
発
給
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
岩
元
氏
は
、「
弁
申
」
な
る
文
言
の
記
載
さ
れ
る
文
書
が
「
問
状
」
と
は
呼
ば
れ
な
く
な
り
、
あ
ら
た
に
「
召
文
」
と
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
鎌
倉
時
代
中
期
～
後
期
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
当
該
期
に

お
い
て
か
よ
う
な
「
変
化
」
の
現
れ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
「
変
化
」
の
徴
候
を
、
次
に
掲
げ
る
史
料
の
中
に
読
み

取
っ
て
お
ら
れ
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

12
︼ 「
宇
都
宮
家
式
條
」
三
十
六
条
（
佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
・
百
瀬
今
朝
雄
編
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
三
巻
・
武
家
家
法
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
一
年
）

一
、
同
沙
汰
書
下
事

右
、
止
問
状
之
儀
、
自
初
度
帯
陳
状
可
参
対
之
旨
、
差
日
限
可
書
下
之
、
二
箇
度
不
叙
用
者
、
以
別
使
者
可
催
、
其
上
不
出
対
者
、

可
令
下
知
訴
人
、

︻
史
料
Ⅲ－

13
︼
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
七
月
五
日
附
「
鎌
倉
幕
府
追
加
法
」
六
八
八
条
（
前
掲
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
一
巻
）

一
、
召
文
事
、
止
問
状
、
御
使
催
促
共
可
為
三
个
度
事
、

　
︻
史
料
Ⅲ－

12
︼
は
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
制
定
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
宇
都
宮
家
式
条
」
の
中
の
三
十
六
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
な

　
（
四
〇
三
七
）
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〇
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わ
ち
、「
問
状
を
止
め
て
、
初
度
よ
り
陳
状
を
帯
し
て
参
対
す
る
よ
う
に
、「
日
限
」
を
指
定
し
て
催
促
の
文
書
を
書
き
下
す
こ
と
を
定
め
る
」

と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
岩
元
氏
は
当
該
史
料
を
「
雑
人
沙
汰
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、「
問
状
」
に
代
わ
る
「
日
限
」

の
「
書
下
」、
す
な
わ
ち
、「
期
限
を
指
定
し
陳
状
を
持
っ
て
出
頭
す
る
よ
う
に
」
と
論
人
に
対
し
て
命
じ
る
こ
と
の
出
来
る
文
書
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
を
問
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
の
文
書
が
現
れ
る
同
様
の
状
況
を
、
九
州
を
対
象
と
し
て
出
さ
れ
た
︻
史

料
Ⅲ－

13
︼
に
お
い
て
も
見
出
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
追
加
法
に
よ
っ
て
、
Ｅ
型
の
「
問
状
」
が
鎮
西
に
お
い
て
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
岩
元
氏
は
次
に
示
す
よ
う
な
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
鎌
倉
中
期
～
後
期
に
お
け
る
史
料
と
し
て
前
掲
︻
史
料
Ⅲ－

1
︼
お
よ
び
︻
史
料
Ⅲ－

2
︼
を
採
り
上
げ
て
、「
召
文
」
が
論

人
に
対
し
て
要
求
し
て
い
た
の
は
、「
不
日
帯
陳
状
、
可
被
參
対
」
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
既
に
、「
召

文
」
は
論
人
に
対
し
て
単
に
「
出
頭
」
を
命
じ
る
た
め
の
文
書
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
。

　

第
二
に
、
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
史
料
と
し
て
、
後
掲
︻
史
料
Ⅲ－

19
︼
お
よ
び
次
掲
史
料
二
通
を
採
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、「
召
文
」

が
発
給
さ
れ
る
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、「
召
文
」
発
給
の
目
的
は
、
例
え
ば
、
論
人
に
対
し
て
上
洛
し
、
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ

と
を
命
じ
る
と
と
も
に
、「
陳
状
」
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
第
一
の
点
に
お
け
る
内
容

を
補
足
す
る
も
の
と
い
え
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

14
︼「
忽
那
家
文
書
」
六
波
羅
御
教
書
（「
鎌
遺
三
十
一－

二
三
五
九
六
」）

伊
予
国
忽
那
島
一
分
地
頭
藤
原
氏
代
長
忠
申
、
当
島
一
方
地
頭
重
則
押
領
重
安
名
田
地
以
下
屋
敷
、
抑
留
得
分
物
由
事
、
重
訴
状
副

具
書
、
如
此
、
両
度
遣
召
文
候
処
、
不
參
候
ハ
ゝ
、
太
無
謂
、
来
月
廿
日
以
前
、
可
參
決
候
旨
、
相
触
重
則
、
載
起
請
文
之
詞
、
可

　
（
四
〇
三
八
）
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一
〇
二
一

同
志
社
法
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六
〇
巻
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号

被
申
散
状
也
、
仍
執
達
如
件
、

　
　

延（
一
三
〇
九
）

慶
二
年
二
月
廿
一
日 

前
（
大
佛
貞
房
）

越
前
守
（
花
押
）

 

越
（
金
澤
貞
顯
）

後
守　
　
　
　

　

綿
貫
左（

利

用

）

衛
門
二
郎
殿

　

高
木
五
郎
兵（

盛

久

）

衛
入
道
殿

︻
史
料
Ⅲ－

15
︼「
同
文
書
」
綿
貫
利
用
・
高
木
盛
久
連
署
書
下
（「
鎌
遺
三
十
一－

二
三
八
一
九
」）

伊
予
国
忽
那
島
一
分
地
頭
藤
原
氏
代
長
忠
申
、
押
領
重
安
名
田
地
以
下
屋
敷
、
抑
留
得
分
物
由
事
、
書
状
副
具
書
、
如
此
、
早
帯
陳
状
、

可
出
対
之
状
如
件
、

　
　

延
慶
二
年
十
一
月
廿
五
日 

利
用
（
花
押
） 　

 

盛
久　
　

 　

 　

　

一
分
地
頭
代
へ

　

第
三
に
、
こ
ん
に
ち
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
得
る
「
召
文
」
と
、
あ
く
ま
で
陳
状
の
提
出

を
命
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
「
問
状
」
と
の
間
に
は
、
当
時
の
裁
判
実
務
の
現
実
に
お
い
て
い
か
な
る
相
違
が
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て

い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
（
以
上
は
、「
岩
元
論
文
」
一
六
九
頁
）。
こ
の
問
い
に
対
し
て
岩
元
氏
は
、
両
文
書

間
に
存
在
し
て
い
た
「
距
離
が
次
第
に
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
が
推
測
さ
れ
る
」（「
岩
元
論
文
」
一
七
一
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
、「
Ｅ
型

の
問
状
⋮
と
は
別
に
、
訴
訟
の
早
期
終
結
の
た
め
に
期
限
を
指
定
し
て
出
頭
と
陳
状
提
出
を
求
め
る
召
文
が
訴
訟
手
続
き
文
書
と
し
て
新
た

　
（
四
〇
三
九
）
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一
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二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

に
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
」（「
岩
元
論
文
」
一
七
一
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
本
稿
第
一
章
に
記
し
た
︹
課
題
Ⅱ
︺
に
対
す
る
氏
の
見

解
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
、「
問
状
」
を
止
め
て
「
召
文
」
を
発
給
す
る
と
い
う
傾
向
の
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
が
、
岩
元
氏
は
、
こ
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
の
記
述
内
容
が
ま
さ
に
こ
の
状
況
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、「「
訴
訟
之
初
」
と
し
て
成
す
文
書
を
問
状
御
教
書
と
は
記
さ
ず
、（「
問
状
」
と
「
召
文
」
の
内
容
が
同
時

に
一
通
の
中
に
記
さ
れ
た
た
め
に
、
筆
者
註
）「
御
教
書
」
と
の
み
記
述
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
（「
岩
元

論
文
」
一
七
一
頁
）。
こ
れ
は
本
稿
第
一
章
に
記
し
た
︹
課
題
Ⅰ
︺
に
対
す
る
氏
の
見
解
で
あ
る
。

㈣　

補
足
的
理
解

　

岩
元
氏
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
鎌
倉
後
期
に
お
い
て
幕
府
が
裁
判
実
務
の
上
で
、「
訴
訟
即
決
主
義
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
日
限

召
文
」
を
発
給
す
る
こ
と
が
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
自
体
に
は
首
肯
で
き
る
と
し
て
も
、

そ
も
そ
も
訴
訟
手
続
に
お
け
る
「
召
文
」
の
意
義
、
あ
る
い
は
そ
の
「
法
的
効
力
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
究
明
す
る
こ
と
は
筆
者
に
課
せ
ら
れ
た
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
こ
こ
に
若
干
の
所
感
を
少
し
く
記
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、「
召
文
」
が
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
要
求
し
て
い
た
実
質
的
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
る
た
め
に
、
次
の
史
料
を
み
て
お
き
た
い
。

︻
史
料
Ⅲ－

16
︼「
大
友
文
書
」
永
仁
七
年
五
月
廿
二
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－
三
」）

　

筑
前
国
怡
土
庄
友
永
方
地
頭
代
有
慶
・
重
清
等
申
、
重
松
名
内
田
地
捌
段
号
筒
口
幷
作
稲
事
、

　
（
四
〇
四
〇
）
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六
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右
、
当
名
者
、
為
友
永
方
之
処
、
香
椎
宮
大
宮
司
氏
盛
押
領
之
由
、
就
訴
申
、
永
仁
六
年
十
一
月
廿
七
日
・
同
十
二
月
十
一
日
・
今

年
二
月
十
二
日
雖
下
三
箇
度
召
文
無
音
、
仍
同
三
月
一
日
仰
肥
後
民
部
大
夫
師
景
・
加
治
三
郎
左
衛
門
尉
俊
員
、
尋
問
難
渋
實
否
之

刻
、
如
師
景
等
□
進
氏
盛
請
文
者
、
相
尋
泰
能
候
之
処
、
陳
状
如
此
云
々
、
如
状
者
、
当
庄
者
怡
土
・
志
磨　

友
永
・
稲
吉
為
造
営
料
所
、

致
社
家
所
務
之
間
、
名
主
等
中
訴
訟
出
來
之
時
、
令
取
沙
汰
之
条
、
先
例
也
、
爰
鬼
塚
入
道
々
蓮
件
田
地
四
段
六
十
歩
為
別
相
伝
之

処
、
空
証
重
松
名
主
称
重
松
名
内
、
寄
事
於
御
徳
政
、
濫
妨
之
間
、
致
尋
沙
汰
之
許
也
、
点
置
作
毛
令
朽
損
由
事
、
存
外
也
云
々
、
取
詮
、

然
則
、
執
進
代
官
自
由
陳
状
、
不
參
之
条
、
難
遁
難
渋
之
咎
、
仍
於
彼
田
地
者
、
宜
止
氏
盛
押
領
、
至
作
稲
者
、
任
員
数
可
令
糺
返
、

次
押
領
科
事
、
有
慶
等
雖
申
子
細
、
就
難
渋
之
篇
、
被
裁
許
之
間
、
非
沙
汰
之
限
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

永（
一
二
九
九
）

仁
七
年
五
月
廿
二
日

 

前
（
北
條
實
政
）

上
総
介
平
朝
臣
（
花
押
）

　

こ
の
史
料
に
拠
れ
ば
、
論
人
の
代
官
が
正
員
に
代
わ
っ
て
陳
状
を
提
出
す
る
こ
と
自
体
は
容
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
訴
訟
手
続
上
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
な
対
応
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
同
時
に
、
論
人
正
員
自
ら
が
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
不
可

欠
な
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
日
限
召
文
」
は
い
か
な
る
現
実
的
な
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
運
用
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題

に
関
し
て
、
次
の
史
料
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

︻
史
料
Ⅲ－

17
︼「
都
甲
文
書
」
永
仁
七
年
六
月
二
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－
四
」）

豊
後
国
都
甲
庄
一
分
地
頭
左
衛
門
四
郎
惟
遠
□
重
氏
申
、
当
庄
内
榎
迫
葉
付
畠
・
妻
夫
石
以
下
山
□
等
事
、

　
（
四
〇
四
一
）
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一
〇
二
四

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

右
、
同
庄
住
人
正
清
弥
次
郎
惟
重
、
為
惟
遠
被
押
妨
彼
畠
地
・
山
野
等
之
由
、
就
訴
申
、
尋
下
之
処
、
惟
遠
参
対
□
刻
、
惟
重
為
訴

人
下
國
之
間
、
雖
遣
日
限
召
文
、
依
不
及
散
状
、
以
竹
田
津
又
二
郎
長
親
、
尋
問
違
背
實
否
之
処
、
如
執
達
惟
重
代
惟
宗
今
年
正
月

十
五
日
請
文
者
、
惟
遠
背
祖
父
□
□
、
寄
事
於
徳
政
、
依
致
押
妨
、
番
訴
陳
之
刻
、
惟
重
他
行
之
間
、
惟
宗
帯
挙
状
、
可
明
申
之
由
、

雖
載
之
、
不
參
之
上
者
、
難
遁
難
渋
之
咎
、
仍
所
被
奇
捐
惟
重
訴
訟
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

永
仁
七
年
六
月
二
日

 

前
（
北
條
實
政
）

上
総
介
平
朝
臣
（
花
押
）

　

当
該
事
例
に
お
い
て
は
、
本
来
は
、
訴
人
（
都
甲
庄
住
人
惟
重
）
が
論
人
（
一
分
地
頭
惟
遠
）
を
相
手
取
っ
て
当
庄
内
榎
迫
葉
付
畠
・
妻
夫
石

以
下
山
野
に
お
け
る
押
妨
を
止
め
る
よ
う
、
裁
判
所
（
鎮
西
）
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該

裁
許
状
に
記
さ
れ
る
内
容
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
訴
人
が
「
無
音
」
に
及
ん
だ
た
め
、
本
来
の
論
人
が
あ
ら
た
に
訴
人
の
立
場
と
な
っ

て
、
本
来
の
訴
人
（
惟
重
お
よ
び
代
官
惟
宗
）
の
「
難
渋
之
咎
」
を
訴
え
る
に
い
た
っ
た
結
果
、
本
来
の
訴
人
（
惟
重
側
）
の
請
求
を
棄
捐
す

る
と
い
う
裁
許
が
下
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
召
文
」
を
め
ぐ
る
手
続
過
程
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
訴
人
（
惟
重
）
が
「
訴
状
」
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、

裁
判
所
は
訴
人
を
通
じ
て
論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
の
提
出
お
よ
び
「
出
頭
」
を
命
じ
た
（「
尋
下
」）。
そ
し
て
、
こ
れ
に
応
答
し
た
論
人
は

「
參
対
」
を
果
た
す
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
肝
腎
な
訴
人
が
「
下
國
」
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
降
に
予
定
さ
れ
て
い
た
訴

陳
状
の
交
換
手
続
（「
書
面
審
理
手
続
」）
が
停
滞
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、「
日
限
召
文
」
を
発
給
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
訴
人
に
対
し
て
「
出
頭
」
を
命
じ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
代
官
惟
宗
は
正
員
に
代
わ
っ
て
出
頭
す
る
意
思
を
記
し
た
永
仁
七
年

正
月
十
五
日
附
の
「
請
文
」
を
提
出
し
た
も
の
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
出
頭
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。

　
（
四
〇
四
二
）
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当
時
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
頻
発
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
岩
元
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

訴
訟
手
続
の
迅
速
な
進
行
を
望
む
訴
訟
当
事
者
の
要
求
に
対
し
て
可
能
な
限
り
応
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
幕
府
裁
判
所
は
、「
日
限
召
文
」

を
発
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
当
事
者
に
よ
る
「
難
渋
」
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、「
結
城
文
書
」
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
十
月
十
日
附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁
ー
一
一
二
」）
を
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
次
の
よ

う
な
状
況
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る（

7
）。

︻
史
料
Ⅲ－

18
︼

宮
城
右
衛
門
尉
廣
成
後
家
尼
代
子
息
景
廣
与
那
須
肥
前
二
郎
左
衛
門
尉
資
長
相
論
條
々
、

（
中
略
）

一
、
資
長
召
文
違
背
事
、

右
、
資
長
帰
國
之
後
、
弘
長
三
年
五
月
被
下
召
文
忌阜
、
而
依
宇
都
宮
頭
役
難
参
上
之
由
、
進
請
文
之
間
、
可
進
代
官
之
旨
、
自
同

七
月
至
今
年
七
月
、
被
下
四
个
度
召
文
之
處
、
日
数
違
期
之
後
、
雖
進
代
官
、
寄
事
於
資
長
禁
忌
、
無
左
右
帰
國
忌阜
、
資
長
所
行

頗
雖
為
自
由
、
資
長
參
上
之
間
、
召
問
兩
方
、
被
裁
許
之
上
、
任
傍
例
不
及
沙
汰
矣
、（
後
略
）

　

訴
陳
状
の
交
換
手
続
が
終
了
し
た
後
に
、「
引
付
之
座
」
に
お
い
て
訴
訟
両
当
事
者
の
対
決
手
続
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
た
際
に
、
論
人
（
正

員
で
あ
る
資
長
）
が
「
下
国
」
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
人
の
出
頭
を
命
じ
る
「
召
文
」
が
発
給

さ
れ
た
が
、論
人
（
正
員
）
は
こ
れ
に
対
し
て
、出
頭
し
難
い
理
由
を
「
請
文
」
に
よ
っ
て
釈
明
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
、裁
判
所
は
「
代

官
を
出
頭
さ
せ
よ
」
と
の
内
容
で
四
度
に
も
及
ぶ
「
召
文
」
を
発
給
し
た
結
果
、
漸
く
代
官
が
出
頭
し
て
来
た
も
の
の
、「
正
員
の
禁
忌
」

　
（
四
〇
四
三
）
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を
理
由
と
し
て
「
下
国
」
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
論
人
正
員
が
出
頭
し
て
来
た
こ
と
に
よ
り
、「
対
決
手
続
」
を

遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
論
人
（
正
員
）
に
対
し
て
「
召
文
違
背
之
咎
」
が
適
用
さ
れ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
当
事
者
が
「
下
国
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
訴
訟
手
続
の
遅
延
に
関
し
て
、
幕
府
は
次
の
よ
う
な
内
容
に
よ
り
、

そ
の
対
処
方
法
を
定
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
以
前
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
「
関
東
御
事
書
」
が
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
例
え
ば
次
の
史

料
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
（「
古
澤
論
文
」
一
一
三
頁
お
よ
び
「
岩
元
論
文
」
一
六
九
頁
参
照
）。

︻
史
料
Ⅲ－

19
︼「
東
寺
百
合
文
書
エ
函
・
十
九
」
東
寺
領
若
狭
国
太
良
庄
公
文
書
状
（「
鎌
倉
幕
府
法　

第
三
部
参
考
資
料
三
〇
」、
前
掲
﹃
中
世
法
制
史

料
集
﹄
第
一
巻
所
収
）

（
端
裏
書
）

「
嘉
元
二　

七　

十
五
日

　
　

太　

良　

所　

務　

事　

」

太
良
御
庄
所
務
之
間
事
、
蒙
仰
候
之
間
、
令
申
入
候
、（
中
略
）
凡
如
當
時
関
東
御
事
書
者
、
召
上
論
人
、
乍
訴
人
之
身
、
令
下
國

候
者
、
可
付
論
人
云
々
、
又
乍
為
論
人
、
就
召
文
企
上
洛
、
進
陳
状
、
や
か
て
令
下
國
者
、
以
難
渋
之
篇
、
可
合
御
沙
汰
云
々
、
此

分
不
令
申
候
之
間
、
為
得
御
意
、
内
々
申
入
候
、（
中
略
）

　
　

七
月
十
五
日 

賴　

有

　

す
な
わ
ち
、
論
人
が
出
頭
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
人
が
自
ら
の
立
場
を
顧
み
ず
「
下
国
」
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
論
人
に
対

　
（
四
〇
四
四
）
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し
て
勝
訴
判
決
を
与
え
る
こ
と
、あ
る
い
は
、論
人
が
「
召
文
」
に
応
じ
る
こ
と
に
よ
り
上
洛
し
て
「
陳
状
」
を
提
出
し
た
も
の
の
、「
下
国
」

し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、「
難
渋
之
篇
」
に
よ
り
判
決
を
下
す
、
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、「
雑
人
沙
汰
」
に
関
す
る
規
定
で
は
あ
る
も
の
の
、
右
記
規
定
よ
り
も
前
に
制
定
さ
れ
た
関
連
規
定
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
。
そ
れ
は
次
の
史
料
で
あ
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

20
︼「
宇
都
宮
家
式
條
」
三
十
七
条
（
前
掲
﹃
中
世
法
制
史
料
集
﹄
第
三
巻
）

一
、
爲
訴
人
身
遁
避
参
対
事

右
、
論
人
出
対
之
時
、
二
箇
度
令
遁
避
者
、
須
下
知
論
人
、
但
、
於
現
所
労
禁
忌
者
、
可
依
実
證
、

　

第
二
に
、
以
下
に
掲
げ
る
「
曾
木
文
書
」
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
九
月
廿
六
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

二
〇
」）
に
お
け
る
傍
線
部
分

に
拠
れ
ば
、
同
様
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
鎮
西
に
向
け
て
乾
元
二
年
（
一
三
〇
三
）
六
月
廿
一
日
附
「
関
東
御
事
書
」
が
発
せ
ら
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
内
容
は
、
三
箇
度
の
召
文
に
応
じ
て
漸
く
出
頭
し
た
も
の
の
、「
沙
汰
」
を
終
え
ず
し
て
「
下
国
」
す
る
に
い
た

っ
た
当
事
者
に
対
し
て
は
、「
違
背
」
行
為
に
よ
り
敗
訴
さ
せ
る
と
い
う
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
一
方
当
事
者
の
「
下
国
」
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
「
召
文
」
に
対
す
る
違
背
行
為
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︻
史
料
Ⅲ－

21
︼

薩
摩
國
御
家
人
莫
祢
勤
行
養
子
平
氏
与
大
隅
國
御
家
人
曾
木
五
郎
太
郎
宗
茂
相
論
同
國
菱
苅
郡
久
冨
名
内
田
畠
・
屋
敷
幷
築
地
村

　
（
四
〇
四
五
）
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及
与
桑
田
代
村
等
事
、

（
中
略
）
宗
茂
背
兩
度
召
文
、
不
及
散
状
間
、
仰
正
蓮
・
清
治
等
、
被
尋
問
難
渋
實
否
之
處
、
以
子
息
重
宗
、
捧
請
文
・
陳
状
之
間
、

被
下
氏
女
代
隆
圓
之
處
、
去
八
月
廿
六
日
依
捧
二
問
状
、
擬
下
重
宗
之
處
、
不
令
出
対
經
数
日
畢
、
如
隆
圓
重
訴
状
者
、
宗
茂
難
渋

至
極
之
後
、
適
雖
差
進
重
宗
、
顧
無
理
即
帰
國
之
上
者
、
可
預
裁
許
云
々
、
加
之
、
如
被
下
鎮
西
乾
元
二
年
六
月
廿
一
日
關
東
御
事

書
者
、
就
三
箇
度
召
文
、
雖
參
上
、
不
終
沙
汰
之
篇
下
國
者
、
可
處
違
背
云
々
、
而
重
宗
令
下
國
、
至
今
不
決
之
條
、
難
遁
其
咎
之

上
（
後
略
）

　

以
上
、「
召
文
」
に
関
す
る
訴
訟
手
続
上
の
意
義
、
あ
る
い
は
ま
た
、「
日
限
召
文
」
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
事
情
等
に
つ
い

て
、
甚
だ
不
十
分
な
が
ら
も
、
そ
の
大
方
の
理
解
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
四
四
頁
。
石
井
博
士
は
当
該
文
書
に
つ
い
て
、「
松
浦
文
書
一
」
鎮
西
御
教
書
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
正
確
に
は
、
本
文
に
記
し
た
よ
う
に
「
守

護
書
下
」
で
あ
る
。

（
2
）　

石
井
﹃
前
掲
書
﹄
に
お
い
て
は
、
当
該
史
料
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
3
）　

次
に
述
べ
る
こ
と
は
前
述
し
た
内
容
と
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
敢
え
て
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

（
4
）　

当
該
事
案
に
お
い
て
は
、
以
後
も
論
人
（
庄
四
郎
太
郎
入
道
）
が
出
頭
を
拒
み
続
け
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、「
同
文
書
」
文
永
十
二
年
四
月
廿
三
日
附
関
東
御
教
書

（「
鎌
遺
十
六－

一
一
八
七
二
」）
が
「
日
限
召
文
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
5
）　

当
該
文
書
と
同
内
容
の
文
書
が
こ
れ
以
前
に
も
発
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
か
り
に
推
測
す
る
な
ら
ば
、二
回
目
以
降
に
発
給
さ
れ
る
場
合
の
副
進
文
書
（「
重
訴
状
」）

は
「
写
」（「
案
文
」）
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
石
井
博
士
は
、「
本
解
状
に
限
ら
ず
、
総
て
の
訴
陳
状
具
書
等
は
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
も
の
そ
れ
自
身
が
相
手
方
に

送
達
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
裁
判
所
に
は
そ
の
寫
を
取
つ
て
置
く
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
問
状
に
は
「
訴
状
具
書
如
此
」
と
記
し
て
あ
り
、
三
問
三
答
の
訴
陳
を
究
め

た
後
は
、
訴
陳
状
の
正
文
を
奉
行
所
に
返
進
す
る
例
で
あ
つ
た
事
（
第
四
六
項
）
に
拠
っ
て
推
知
さ
れ
る
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
五
頁
、
註
（
二
〇
五
））
と
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
か
り
に
、
こ
の
見
解
に
従
う
と
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
「
召
文
」
を
発
給
す
る
た
び
毎
に
、
自
ら
が
取
っ
て
置
い
た
「
案
文
」
を
基
に
し
て
、
こ

　
（
四
〇
四
六
）
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れ
の
「
写
」
を
作
成
し
て
副
進
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
に
も
な
る
ほ
ど
一
理
あ
る
か
と
は
思
わ
れ
る
が
、
筆
者
は
現
時
点
で
は
直
ち

に
首
肯
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
﹃
概
説　

古
文
書
学
﹄
一
五
三
頁
で
は
、「
訴
状
は
、
問
状
と
と
も
に
訴
人
自
ら
の
手

で
論
人
に
手
渡
さ
れ
る
が
、
そ
の
訴
状
は
訴
人
提
出
の
正
文
で
あ
り
、
裁
判
所
は
そ
の
写
し
を
つ
く
っ
て
お
く
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
石
井
博
士
の
見
解
と
同
趣

旨
で
あ
る
。
岩
元
﹃
前
掲
書
﹄
の
「
第
五
章　

訴
状
を
封
じ
下
す
手
続
き
」（
一
七
七
頁
以
下
）
あ
る
い
は
「
第
六
章　

初
期
室
町
幕
府
に
お
け
る
訴
陳
状
の
送
達
」（
一

九
九
頁
以
下
）
は
、
正
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
本
格
的
に
追
究
し
た
論
稿
で
あ
る
。

（
6
）　

た
だ
し
、「
若
又
有
陳
方
者
」
と
い
う
「
問
状
」
に
特
有
な
条
件
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
と
い
う
（「
岩
元
論
文
」
一
七
六
頁
、
註
（
32
））。

（
7
）　
「
古
澤
論
文
」
一
二
二
～
一
二
三
頁
参
照
。

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
て
い
る
理
解
を
確
認
す
る
作
業
を
行
っ
て
き
た
。
い
ま
、

そ
の
内
容
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
に
、
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
手
続
法
上
、「
問
状
」
と
「
召
文
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
て
来

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、前
者
が
論
人
に
対
し
て
「
陳
状
」
提
出
を
要
求
す
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
一
方
で
、

後
者
は
裁
判
所
に
お
い
て
対
決
手
続
を
行
う
た
め
に
、
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
「
出
頭
」
を
命
じ
る
た
め
の
文
書
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
か
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
近
時
、
そ
の
修
正
を
迫
る
も
の
と
も
い
う
べ
き
新
た
な
理
解
が
岩
元
修
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

に
い
た
っ
た
（
前
掲
「
岩
元
論
文
」）。
氏
に
拠
れ
ば
、
両
文
書
間
に
は
機
能
上
の
歴
然
た
る
相
違
が
存
在
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
中
期
～
後
期
に

お
い
て
そ
の
「
距
離
」
が
縮
ま
る
傾
向
に
あ
る
、
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
岩
元
氏
は
す
な
わ
ち
、「
問
状
」
が
有
し

て
い
た
「
陳
状
」
の
提
出
を
命
じ
る
と
い
う
機
能
が
、「
召
文
」
の
有
す
る
機
能
の
中
に
次
第
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、「
召
文
」

　
（
四
〇
四
七
）
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は
「
問
状
」
に
代
わ
っ
て
、
論
人
の
「
出
頭
」
お
よ
び
「
陳
状
」
の
提
出
を
同
時
に
命
じ
る
と
い
う
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
、
本
文
の
中
で
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
召
文
」
に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、「
召
文
違
背
（
之
咎
）」

に
つ
い
て
関
心
が
集
中
し
て
い
た
感
が
あ
り
、「
召
文
違
背
」
が
生
じ
る
に
い
た
る
手
続
過
程
に
関
す
る
訴
訟
手
続
法
的
な
検
討
、
あ
る
い

は
ま
た
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
「
召
文
」
自
体
に
関
す
る
古
文
書
学
的
な
検
討
作
業
に
つ
い
て
は
、
や
や
停
滞
気
味
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

な
ど
と
い
う
印
象
を
抱
く
に
い
た
る
の
は
、
筆
者
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
岩
元
氏
の
研
究
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
研
究
の

成
果
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
問
状
」
あ
る
い
は
「
召
文
」
が
果
た
し
て
い
た
訴
訟
手
続
法
上
の
機
能
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
明
ら

か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
幕
府
の
裁
判
規
範
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
来
た
「
召
文
違
背
之
咎
」
は
、
い
か
な

る
場
合
に
適
用
さ
れ
得
た
の
か
、
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
も
、
さ
ら
に
仔
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
次
第
で
あ
る
。

　

以
上
、
指
摘
し
た
検
討
課
題
に
対
し
て
こ
ん
ご
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
も
、
少
し
く
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
論

人
が
作
成
・
提
出
す
る
「
請
文
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
裁
判
所
が
論
人
に
対
し
て
「
召
文
」
に
よ
っ
て
応
答
を
求
め
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
論
人
が
こ
れ
に
応
答
し
な
か
っ
た
場
合
を
考
え
る
な
ら
ば
、
派
遣
使
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
状
況
を
「
請
文
」
に
よ
っ
て
報

告
し
た
際
に
、「
論
人
は
請
文
陳
状
に
及
ば
ず
」
な
る
文
言
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
、
論
人
に
対
し
て
そ
の
提
出
が
期
待
さ

れ
て
い
る
「
請
文
」
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
手
続
法
上
、
い
か
な
る
理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
蛇
足
な
が
ら
、
ま
ず
こ

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
そ
の
上
で
、
右
に
述
べ
た
検
討
課
題
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
く
記

し
て
お
く
こ
と
を
ご
容
赦
頂
き
た
い
。

㈠　

石
井
﹃
前
掲
書
﹄（
一
二
六
～
一
二
八
頁
）
に
拠
れ
ば
、「
請
文
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
四
〇
四
八
）
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問
状
を
受
取
っ
た
論
人
は
陳
状
或
は
請
文
を
、
論
人
の
進
止
者
た
る
地
頭
、
本
所
、
或
は
守
護
等
は
請
文
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
↓
Ⅰ
）

　

論
人
が
陳
状
を
提
出
す
る
の
は
、
即
ち
訴
人
の
訴
に
対
し
て
之
に
応
訴
し
、
且
反
駁
を
加
へ
ん
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
陳
状
の
様
式
は
沙
汰
未
練
書
に
⋮
と

あ
る
。
論
人
が
請
文
を
用
ひ
る
場
合
は
大
体
⑴
相
手
方
の
訴
に
訴
訟
條
件
が
缺
け
て
居
る
為
に
本
案
答
辯
を
拒
否
す
る
時
、
⑵
問
状
を
受
け
て
自
ら
裁
判
所
に

出
頭
し
、
又
は
代
官
を
出
頭
せ
し
め
ん
と
す
る
時
、
⑶
相
手
方
の
主
張
を
認
諾
す
る
時
こ
の
三
箇
の
場
合
で
あ
る
。（
↓
Ⅱ
）

　

問
状
の
宛
所
た
る
論
人
の
進
止
者
が
裁
判
所
に
提
出
す
る
請
文
に
は
二
種
あ
る
。
そ
の
一
は
論
人
が
問
状
に
就
き
陳
状
或
は
請
文
を
提
出
し
た
場
合
に
、
之

を
裁
判
所
に
「
執
進
」
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
は
論
人
が
陳
状
も
請
文
も
進
め
ぬ
場
合
に
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
報
知
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

若
し
問
状
を
受
取
っ
た
論
人
が
陳
状
も
奉
ら
ず
、
又
請
文
に
も
及
ば
な
い
時
に
は
、
訴
人
は
論
人
に
対
し
て
陳
状
を
提
出
す
べ
き
旨
の
命
あ
ら
ん
事
を
裁
判

所
に
請
求
し
得
る
。
こ
の
請
求
状
を
「
催
促
書
状
」
と
称
す
る
。（
↓
Ⅲ
）
沙
汰
未
練
書
に
⋮
あ
る
も
の
之
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
論
人
に
対
し
て
、

陳
状
を
提
出
す
べ
き
旨
の
「
催
促
状
」
を
下
す
の
で
あ
る
。（
↓
Ⅳ
）（
Ⅰ
～
Ⅳ
は
筆
者
に
拠
る
）

　

Ⅰ
に
つ
い
て
、
石
井
博
士
は
﹃
沙
汰
未
練
書
﹄
に
い
う
次
の
記
述
内
容
を
概
ね
確
認
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

︻
史
料
Ⅳ－

1
︼

一
、
請
文
ト
ハ　

就
御
教
書
奉
書
等
、
左
右
ヲ
申
状
也
、
又
散
状
ト
モ
云
也
、

　

ま
た
、
Ⅱ
の
⑴
に
つ
い
て
は
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄（
一
二
九
頁
、
註
（
二
一
〇
））
に
お
い
て
次
の
史
料
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

︻
史
料
Ⅳ－

2
︼「
河
上
神
社
文
書
」（「
鎮
裁－

一
三
〇
」）

河
上
宮
雜
掌
申
、
肥
前
國
三
根
西
郷
久
能
向
島
正
義
名
田
地
三
町
神
役
事
、

　
（
四
〇
四
九
）
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右
、
彼
地
者
、
当
社
領
也
、
背
振
山
住
侶
学
円
房
長
政
令
知
行
之
、
対
捍
神
役
之
由
、
依
訴
申
、
度
々
催
促
之
上
、
以
横
大
路
次
郎

入
道
西
迎
、
尋
問
實
否
訖
、
如
執
進
去
年
七
月
十
一
日
長
政
請
文
者
、
如
雜
掌
解
者
、
乍
知
行
河
上
宮
最
勝
講
免
向
島
内
三
丁
、
不

弁
神
用
云
々
、
何
田
地
事
哉
、
不
備
進
坪
付
之
間
、
不
存
知
訴
訟
之
趣
、
召
給
本
解
可
明
申
云
々
者
、
正
義
名
内
明
覚
町
壱
丁
・
多

平
町
壱
町
・
河
太
郎
町
壱
町
、
已
上
參
丁
之
由
、
載
訴
状
之
処
、
不
注
申
坪
々
之
旨
、
長
政
載
請
文
之
条
、
為
姧
曲
之
上
、
有
陳
謝

之
所
存
者
、
可
參
上
之
処
、
干
今
無
音
、
無
拠
糺
明
、
然
則
、
於
恒
例
神
役
、
可
令
弁
勤
矣
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

元（
一
三
二
三
）

亨
三
年
五
月
十
六
日

 

修
（
北
條
英
時
）

理
亮
平
朝
臣
（
花
押
）

　

こ
の
鎮
西
裁
許
状
に
拠
れ
ば
、
訴
人
が
論
人
の
「
神
役
対
捍
」
に
関
す
る
訴
訟
を
提
起
し
た
際
に
、
論
人
は
「
訴
状
」
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
内
容
の
「
請
文
」
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、使
者
を
通
じ
て
こ
れ
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る（

1
）。

論
人
は
「
請
文
」
の
中
で
、

「
神
役
対
捍
」
に
関
す
る
訴
人
の
主
張
に
お
い
て
は
該
当
所
領
（
坪
付
）
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
当
該
訴
状
の
趣
旨
が
了
解
で
き

な
い
と
反
論
し
た
上
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
、
新
た
に
「
訴
状
」
を
下
付
す
る
よ
う
要
請
す
る
と
と
も
に
、「
訴
状
」
が
下
付
さ
れ
る
の
を

待
っ
て
あ
ら
た
め
て
返
答
し
た
い
旨
を
記
し
て
い
る
。

　

石
井
博
士
は
先
に
、「
訴
状
」
に
対
し
て
論
人
が
返
答
を
拒
否
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
得
る
理
由
と
し
て
、「
論
人
が
未
だ
本
解
状
を
受

取
ら
な
い
と
云
ふ
事
を
以
て
、
本
案
答
辯
拒
否
の
理
由
と
し
た
」
と
の
説
明
を
与
え
ら
れ
た
（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
三
頁
、
註
（
二
〇
四
））。

し
か
し
な
が
ら
、
論
人
が
こ
の
よ
う
な
応
答
の
仕
方
を
行
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
「
応
訴
」
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当

該
訴
訟
に
は
当
事
者
と
し
て
の
関
わ
り
を
持
ち
た
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

2
）。

も
ち
ろ
ん
、
多

く
の
場
合
、
応
訴
す
べ
き
論
人
が
そ
も
そ
も
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
こ
の
よ

　
（
四
〇
五
〇
）
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う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
史
料
に
つ
い
て
は
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
な
る
ほ
ど
「
訴
訟
條
件
」
の
欠
缺
と
い
う
状

況
の
存
在
し
得
た
こ
と
も
理
解
出
来
な
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
い
み
じ
く
も
裁
判
所
が
傍
線
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
よ

う
に
、
当
該
所
領
に
つ
い
て
は
「
訴
状
」
に
お
い
て
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
「
訴
訟
條
件
」
の
欠
缺

と
い
う
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
内
容
の
「
請
文
」
を
論
人
が
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
筆

者
の
推
測
し
た
よ
う
に
、
論
人
の
側
に
応
訴
を
拒
否
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
石
井
博
士
は
「
以
上
三
種
（
Ⅱ
の
⑴
～
⑶
、
筆
者
註
）
の
請
文
は
何
れ
も
問
状
を
請
取
つ
た
と
云
ふ
事
を
記
載
せ
る
事
及
び
本

案
に
関
し
て
答
辯
に
及
ん
で
居
な
い
事
に
於
て
共
通
点
を
有
す
る
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
三
〇
頁
、
註
（
二
一
三
））
と
の
理
解
を
示
し
て
お
ら

れ
る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
確
か
に
、「
問
状
」
あ
る
い
は
「
召
文
」
に
応
答
す
べ
く
作
成
・
提
出
さ
れ
た
「
請
文
」
の
典
型
的
な
あ
り

方
を
知
り
得
る
も
の
と
し
て
、
博
士
の
例
示
さ
れ
た
次
の
二
通
の
史
料
（
一
二
九
頁
、
註
（
二
一
一
））
の
相
互
関
係
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出

来
よ
う
。

︻
史
料
Ⅳ－

3
︼「
東
大
寺
文
書
」
文
永
四
年
七
月
廿
六
日
附
六
波
羅
御
教
書
案
（「
岐
阜－

一
七
三
」）

東
大
寺
領
美
乃
國
茜
部
庄
雜
掌
申
、
年
貢
以
下
非
法
事
、
別
當
僧
正
御
文
副
解
状
具
書
遣
之
、
早
可
令
辯
申
之
状
如
件
、

　
　

文（
一
二
六
七
）

永
四
年
七
月
廿
六
日 

散
（
北
條
時
輔
）

　
　

位
在
判

 

左
（
北
條
時
茂
）

近
將
監
在
判

　

地（
伊
藤
行
村
）

頭
代

︻
史
料
Ⅳ－

4
︼「
同
文
書
」
地
頭
代
伊
藤
行
村
請
文
案
（「
岐
阜－

一
七
六
」）

　
（
四
〇
五
一
）
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同
請
文

七
月
廿
六
日
御
教
書
今
月
十
一
日
到
來
、
謹
以
拝
見
仕
了
、
抑
當
別
當
御
房
御
文
幷
具
書
等
下
預
了
、
条
々
早
々
企
參
上
、
可
弁
申

之
旨
、
内
々
御
心
得
候
天
、
可
有
御
披
露
候
、
行
村
恐
惶
謹
言
、

　
　

八
（
文
永
四
年
）月

十
二
日 

左
衛
門
尉
行
村
請
状

　

石
井
博
士
は
︻
史
料
Ⅳ－
3
︼
を
直
ち
に
「
問
状
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
書
の
内
容
は
、
論
人
に
対
し
て
「
裁
判
所
に
出
頭
を

命
じ
る
」
と
と
も
に
、「
陳
状
を
同
時
に
提
出
せ
よ
」
と
命
じ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
得
よ
う
。
こ
れ
に
応
じ
て
論
人
は
、
翌
月
八
月
に
、

「
企
参
上
」
お
よ
び
「
可
弁
申
」
こ
と
を
伝
え
る
文
書
を
「
請
文
」（︻
史
料
Ⅳ－

4
︼）
と
し
て
作
成
し
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
提
出
し
て
い
る（

3
）。

そ
し
て
、「
請
文
」
に
加
え
て
「
陳
状
」
が
同
時
に
提
出
さ
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
他
の
一
連
の
関
係
史
料
を
参
照
し
て
判
断
す
る

な
ら
ば
、
こ
の
時
に
「
陳
状
」
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
論
人
の
応
答
を
要
求
す
る
た
め
に
「
問
状
」
あ
る
い
は
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
た
際
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
中

に
「
請
文
陳
状
を
提
出
せ
よ
」
な
る
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
る（

4
）。

こ
の
こ
と
は
、︻
史
料
Ⅳ－

3
︼
に
対
し
て
応
答
し
た
︻
史

料
Ⅳ－

4
︼
が
必
ず
し
も
「
陳
状
」
と
い
う
意
味
合
い
を
有
し
な
い
「
請
文
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、「
請
文
」
と
「
陳
状
」

と
は
別
立
て
の
文
書
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る（

5
）。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
論
人
が
応
答
し
た
文
書
は
、
そ
れ
が
と

く
に
「
陳
状
」
と
明
記
さ
れ
る
も
の
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
何
れ
も
問
状
を
請
取
つ
た
と
云

ふ
事
を
記
載
せ
る
事
及
び
本
案
に
関
し
て
答
辯
に
及
ん
で
居
な
い
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
請
文
」
と
し
て
、
直
ち
に
理
解
し
て
し
ま
っ

て
も
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
か
り
に
「
請
文
」
と
記
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
論
人
あ
る
い
は
裁
判
所
が
、

　
（
四
〇
五
二
）
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当
該
文
書
の
こ
と
を
「
訴
状
」
に
対
し
て
直
接
応
答
を
試
み
た
「
陳
状
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
場
合
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
素
朴
な

疑
問
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
河
上
神
社
文
書
」
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
五
月
十
六
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
五
四
」）
に
は
、
論
人
の
「
神
役
対
捍
」

を
め
ぐ
る
訴
訟
に
関
す
る
裁
許
の
内
容
が
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
派
遣
使
者
が
取
り
次
い
だ
論
人
の
「
請
文
」
の
内
容
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
「
彼
畠
地
段
別
百
文
銭
貨
対
捍
事
、
不
實
也
、
經
会
之
時
、
樂
屋
造
営
之
外
、
無
別
課
役
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
「
請
文
」
に
対
し
て
訴
人
が
新
た
に
反
論
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
論
人
が
「
請
文
」
に
よ
っ
て
訴
人
の
主
張
内
容

を
事
実
上
認
め
た
も
の
と
判
断
す
る
に
い
た
り（

6
）、

結
果
と
し
て
訴
人
の
要
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
例
に

み
ら
れ
る
「
請
文
」
は
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
引
用
部
分
の
「
Ⅱ
の
⑶
」
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
の
、
訴
人
側
の
主
張
を
認
容
す
る
趣
旨
の
文
書

と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う（

7
）。

　

さ
ら
に
、
他
の
事
例
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。「
而
胤
氏

押
領
重
胤
分
、
苅
取
作
稲
之
由
、
頼
俊
依
訴
申
、
度
々
下
召
符

年
四
月
二
日
請
文
者
、
不
相
綺
云
々
、
如
重
胤
重
訴
状
者
、
胤
氏
不
相
綺

者
、
可
預
裁
許
云
々
、
此
上
不
及
異
儀
」（「
相

馬
文
書
」
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
六
月
七
日
附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁
ー
二
〇
九
」））
と
い
う
記
述
内
容
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
数
回
に
わ
た
っ
て
発
給
さ
れ
た
「
召
符
」
に
漸
く
応
じ
た
論
人
が
、「
不
相
綺
」
と
し
て
実
質
的
に

譲
歩
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
「
請
文
」
を
提
出
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
訴
人
が
あ
ら
た
め
て
「
重
訴
状
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判

所
に
対
し
て
当
該
「
請
文
」
の
内
容
に
基
づ
き
訴
人
の
権
限
を
認
容
す
る
判
決
を
下
す
よ
う
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
事
例
に

お
い
て
は
、「
請
文
」
が
「
陳
状
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
状
況
を
直
接
的
に
は
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
い
け
れ
ど
も
、「
請
文
」

に
対
し
て
「
重
訴
状
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
こ
の
事
例
に
お
け
る
「
請
文
」
は
「
陳
状
」
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
担
っ

て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
得
よ
う
。

　
（
四
〇
五
三
）
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他
方
で
は
、「
訴
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
対
し
て
、
論
人
が
直
ち
に
「
陳
状
」
に
よ
っ
て
応
訴
し
た
場
合
も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
成
清
依
訴
申
、
為
有
尋
沙
汰
、
下
召
文
之
處
、
如
光
俊
陳
状
者
、
彼
參
箇
名
半
分
、
任
本
主
田
部
太
子
建
長
六
年
讓
状
、
弘
長
二
年
所
給

安
堵
御
下
文
也
、
為
御
家
人
役
勤
仕
地
之
上
者
、
難
及
御
沙
汰
云
々
」（「
野
仲
文
書
」
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
九
月
六
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁

－

七
一
」））
な
ど
が
参
照
さ
れ
得
る
。

　

あ
る
い
は
ま
た
、
右
に
採
り
上
げ
た
事
例
に
見
出
さ
れ
る
の
と
対
照
的
な
状
況
を
、
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

︻
史
料
Ⅳ－

5
︼「
祢
寢
文
書　

正
統
系
圖
二
」（「
鎮
裁－

二
一
五
」）

大
隅
國
執
行
兼
拒
捍
使
味
智
二
郎
三
郎
入
道
俊
恵
与
祢
寝
南
俣
地
頭
兼
郡
司
清
保
法
師
法
名
行
智
、
今
者
死
去
、
子
息
孫
二
郎
清
成
相

論
日
次
入
物
雜
事
・
山
越
粮
米
以
下
事
、

右
、
俊
恵
則
当
院
為
國
領
之
処
、
背
嘉
暦
二
年
切
符
、
入
物
以
下
対
捍
之
由
申
之
、
清
成
亦
依
爲
府
領
、
國
衙
不
相
綺
之
間
、
俊
恵

所
申
難
被
許
容
之
旨
、
称
之
者
、
如
清
成
所
進
嘉
禄
・
安
貞
・
寛
喜
・
嘉
禎
・
仁
治
・
寛
元
・
文
永
・
正
應
・
嘉
元
・
正
和
・
文
保
・

元
應
・
元
亨
大
府
宣
幷
檢
注
目
録
及
建
久
八
年
圖
田
帳
者
、
當
院
府
領
之
旨
、
所
見
也
、
而
俊
恵
捧
嘉
暦
二
年
切
符
、
掠
申
条
、
不

足
信
用
、
加
之
、
俊
恵
爲
訴
人
難
澁
之
間
、
遣
召
文
之
上
、
以
頴
娃
三
郎
貞
澄
、
今
年
四
月
十
四
日
尋
問
實
否
之
処
、
如
執
進
俊
恵

同
五
月
十
八
日
請
文
者
、
爲
当
參
、
可
申
所
存
之
旨
、
雖
載
之
、
即
下
國
畢
、
随
而
去
九
月
清
成
進
二
答
状
之
処
、
于
今
不
參
、
難

遁
難
澁
咎
、
然
則
、
俊
恵
訴
訟
不
及
沙
汰
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

正（
一
三
三
二
）

慶
元
年
十
二
月
廿
五
日

 

修
（
北
條
英
時
）

理
亮
平
朝
臣
（
花
押
）

　
（
四
〇
五
四
）
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こ
の
裁
許
状
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、「
一
問
一
答
」
の
手
続
が
終
了
し
た
際
に
、
引
き
続
き
「
二
問
二
答
」
の
手
続
へ
と
継
続
す
る
か
否

か
の
決
断
を
す
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
訴
人
（
俊
恵
）
が
何
の
意
思
表
明
も
行
わ
な
い
ま
ま
、「
難
渋
」（
無
音
）
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
命
を
受
け
た
使
者
が
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
四
月
十
四
日
附
の
「
召
文
」
を
訴
人
に
対
し
て
下
付
す
る

に
い
た
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
訴
人
は
こ
れ
に
応
じ
て
、「
裁
判
所
に
出
頭
し
た
上
で
所
存
を
明
ら
か
に
し
た
い
」
と
の
返
答
を
同
年
五
月

十
八
日
附
の
「
請
文
」
に
よ
っ
て
行
っ
た
が
、
訴
人
は
相
変
わ
ら
ず
下
国
し
た
ま
ま
で
出
頭
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況
の
中

で
、
論
人
（
清
成
）
は
同
年
九
月
に
、「
二
答
状
」（「
重
陳
状
」）
を
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
も
な
お
、
訴
人
は
書
面
で
応

え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
出
頭
し
よ
う
と
も
せ
ず
、
応
答
す
る
の
を
渋
り
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
訴
人
に
よ
る
か
よ
う
な
「
難
渋
」（
之
咎
）

に
よ
り
、
そ
も
そ
も
訴
人
が
提
起
し
た
は
ず
の
本
訴
訟
に
つ
い
て
は
「
不
及
沙
汰
」
と
の
裁
許
が
下
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　

こ
の
事
例
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、本
来
な
ら
訴
訟
手
続
に
お
け
る
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
訴
人
が
「
難
渋
」

を
続
け
、「
重
訴
状
」
を
す
ら
提
出
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
痺
れ
を
き
ら
し
た
論
人
は
、「
重
訴
状
」
に
先
ん
じ
て
「
重
陳
状
」

を
提
出
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
裁
許
状
の
中
に
は
、
当
該
「
重
陳
状
」
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の

内
容
と
は
恐
ら
く
、
訴
人
に
対
し
て
「
召
文
違
背
之
咎
」
の
適
用
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。

　

次
に
は
、
論
人
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
た
際
に
、
こ
れ
を
受
け
た
論
人
が
、
以
前
に
提
出
し
た
「
請
文
」
と
同
内

容
の
「
請
文
」
を
再
度
提
出
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
状
況
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
史
料
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

︻
史
料
Ⅳ－

6
︼「
到
津
文
書
」
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

六
」）

八
幡
宇
佐
宮
御
前
権
検
校
法
橋
妙
圓
申
、
豐
前
國
下
毛
郡
□
□
御
領
名
主
庄
入
道
善
阿
、
押
妨
當
宮
領
同
郡
内
柑
子
木
田
畠
、
致

苅
田
□
、

　
（
四
〇
五
五
）
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右
、
如
妙
圓
所
進
永
仁
六
年
二
月
三
日
・
同
十
三
日
本
所
下
知
幷
社
家
施
行
□
、
甲
乙
人
等
寄
事
於
関
東
御
事
書
、
不
叙
用
外
題
、

或
云
本
銭
返
地
、
或
云
買
得
讓
之
領
、
苅
取
作
毛
由
事
、
公
家
未
及
御
沙
汰
之
間
、
本
所
□
□
御
下
知
、
彼
等
所
存
太
不
可
然
、
早

於
苅
取
作
毛
者
、
任
員
數
令
糺
返
之
、
至
□
地
者
、
任
證
文
等
、
先
可
令
妙
圓
進
退
領
掌
云
々
、
而
背
彼
下
知
状
等
、
善
阿
致
濫
妨

之
由
、
就
訴
申
、
仰
善
阿
、
在
所
地
頭
代
幸
心
尋
下
之
処
、
如
幸
心
執
□
善
阿
請
文
者
、
件
田
畠
等
者
沽
却
地
也
、
且
雖
爲
宇
佐
宮

領
、
就
御
徳
□
、
本
主
取
返
之
後
、
買
主
不
及
沙
汰
之
条
、
傍
例
也
、
且
善
阿
所
勞
之
上
、
依
相
親
、
去
与
上
津
野
弥
三
郎
康
清
畢
、

向
後
定
令
明
申
歟
云
々
、
而
捧
自
由
請
□
背
三
箇
度
召
文
、
不
參
決
之
間
、
以
當
國
御
家
人
大
和
太
郎
左
衞
門
入
道
觀
□
・
山
田
太

郎
右
衞
門
入
道
々
圓
等
、
尋
問
難
澁
實
否
之
處
、
如
觀
仏
等
執
進
去
五
月
廿
八
日
善
阿
請
文
者
、
子
細
同
前
者
、
件
田
畠
等
爲
社
領

之
条
、
善
□
不
及
異
論
、
而
寄
事
於
武
家
徳
政
、
致
濫
妨
、
苅
取
作
毛
之
条
、
無
其
謂
上
、
召
文
違
背
之
咎
、
難
遁
歟
、
然
則
、
任

本
所
幷
社
家
下
知
状
等
、
停
止
善
□
押
妨
、
可
令
糺
返
作
毛
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

正（
一
二
九
九
）

安
元
年
八
月
二
日

 

前
（
北
條
實
政
）

上
總
介
平
朝
臣
（
花
押
）

　

こ
の
裁
訴
状
に
拠
れ
ば
、
論
人
（
善
阿
）
が
使
者
に
対
し
て
同
内
容
の
「
請
文
」（
実
線
部
分
）
を
都
合
二
回
に
わ
た
っ
て
提
出
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
に
地
頭
代
幸
心
が
「
尋
下
」
し
た
際
に
論
人
が
提
出
し
た
「
請
文
」
に
は
、「
当
該
所
領
は
上
津
野
弥
三
郎
康
清
に

去
与
え
た
の
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
康
清
が
明
ら
め
申
す
こ
と
に
な
る
」
と
の
趣
旨
を
記
す
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
論
人
の
責
任

回
避
と
も
受
け
取
れ
る
態
度
（「
自
由
請
文
」）
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
都
合
三
回
に
わ
た
っ
て
発
給
さ
れ
た
「
召
文
」
に
対
し
て
も
、
結
局

の
と
こ
ろ
、論
人
自
身
が
応
答
し
て
出
頭
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、論
人
の
か
よ
う
な
「
出
頭
懈
怠
」
の
事
実
を
重
く
み
て
「
召

文
違
背
之
咎
」
を
適
用
し
て
い
る
。

　
（
四
〇
五
六
）
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こ
の
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
召
文
」
に
応
じ
る
意
思
の
な
か
っ
た
当
事
者
に
あ
っ
て
は
、
甚
だ
消
極
的
な
対
応

姿
勢
を
と
っ
て
い
た
と
い
う
実
態
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
内
容
の
「
請
文
」
を
繰
り
返
し
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質

的
な
意
味
に
お
い
て
「
応
訴
拒
否
」
の
態
度
を
示
す
と
と
も
に
、「
出
頭
」
命
令
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
は
、「
召
文
」
が
送
達
さ
れ
た
際
に
、
論
人
に
よ
っ
て
「
請
文
陳
状
」
に
よ
る
応
答
が
な
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、「
和
与
」
の
成
立

を
み
て
い
る
場
合
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
就
盛
高
訴
状
遣
召
文
之
處
、
兩
方
出
和
与
状
訖
」（「
青
方
文
書
」
元
徳
元
年
九
月
廿
五
日
附
鎮
西

裁
許
状
案
（「
鎮
裁－
補
一
八
」））
と
あ
る
よ
う
に
、「
召
文
」
が
送
達
さ
れ
た
際
に
、
和
与
状
が
提
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
事
例
が
確

認
で
き
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
論
人
は
「
訴
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
を
受
領
し
た
後
に
、
直
ち
に
応
訴
す
る
こ
と
は
行
わ
な
い
で
、「
和
与
」

の
成
立
へ
向
け
て
訴
人
と
の
間
で
交
渉
を
進
め
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る（

8
）。

㈡　

さ
て
、
次
に
は
「
問
状
」・「
召
文
」
あ
る
い
は
「
召
文
違
背
」
に
関
し
て
、
こ
ん
ご
検
討
を
要
す
る
課
題
と
し
て
筆
者
が
考
え
る
に
い

た
っ
た
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
少
し
く
記
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、「
召
文
」
に
違
背
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
当
事
者
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
手
続
が
踏
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
に

お
い
て
「
召
文
違
背
之
咎
」
が
適
用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
召
文
」
が
「
使
者（

9
）」

に
よ
っ
て
論
人
の
許
に
送
達
さ
れ
る
場
合
に
、「
使
者
」
は
論
人
か
ら
「
請
文
」
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
事
実
を
記

し
た
と
こ
ろ
の
、「
使
者
」
自
ら
が
作
成
し
た
「
請
文
」
と
と
も
に
、
論
人
の
返
答
内
容
が
記
さ
れ
た
論
人
作
成
の
「
請
文
」
を
裁
判
所
（
担

当
奉
行
人
）
に
対
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
史
料
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
訴
人

雑
掌
が
論
人
（
通
兼
お
よ
び
三
名
（
家
綱
・
道
盛
・
廣
能
））
を
相
手
取
っ
て
、「
領
家
代
一
度
檢
注
」
を
遂
行
す
る
よ
う
訴
え
た
事
案
に
関
す
る

裁
許
状
で
あ
る
。

　
（
四
〇
五
七
）
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7
︼「
尊
經
閣
古
文
書
纂　

東
福
寺
文
書
」（「
鎮
裁－

五
」）

肥
前
國
彼
杵
庄
雜
掌
与
當
庄
宮
村
諸
次
郎
通－

兼
字
有
憚
相
論
領
家
代
一
度
檢
注
事
、

右
、
通－

背
關
東
御
下
知
、
不
遂
其
節
之
由
、
雜
掌
訴
申
間
、
爲
尋
沙
汰
○兩

度下
召
文
之
處
、
不
可
依
違
長
与
次
郎
左
衞
門
尉
家
綱
・

河
棚
三
郎
入
道
々
盛
・
早
岐
藏
人
廣
能
等
沙
汰
之
旨
、
通－

雖
称
之
、
就
重
訴
状
、
加
催
促
之
刻
、
無
音
之
間
、
以
同
國
御
家
人
橘

薩
摩
三
郎
左
衞
門
入
道
慈
蓮
・
白
石
左
衞
門
次
郎
通
朝
、
尋
問
難
澁
實
否
之
處
、
雖
付
進
同
篇
請
文
、
於
慈
蓮
等
終
以
不
參
決
之
条
、

難
遁
召
文
違
背
之
咎
上
、
不
可
違
三
人
沙
汰
之
旨
、
載
請
文
之
處
、
於
道
盛
・
廣
能
者
、
承
伏
之
間
、
被
裁
許
畢
、
家
綱
聊
雖
申
子

細
、
両
人
雌
伏
之
上
者
、
可
依
多
分
間
、
早
可
遂
行
檢
注
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

永（
一
二
九
九
）

仁
七
年
六
月
廿
六
日

 

前
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北
條
實
政
）

上
總
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押
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「
訴
状
」
お
よ
び
「
召
文
」
に
対
し
て
論
人
（
通
兼
）
は
、
三
名
の
者
が
実
際
に
は
「
検
注
」
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
返
答
し
た

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
訴
人
は
、
さ
ら
に
「
重
訴
状
」
に
よ
っ
て
論
人
返
答
の
真
意
を
糺
そ
う
と
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
論
人
が
「
無
音
」
を
続
け
た
た
め
、「
両
使
」（
慈
蓮
・
通
朝
）
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
重
訴
状
」
お

よ
び
「
召
文
」
を
論
人
に
対
し
て
送
達
し
た
「
使
者
」
は
、
報
告
書
と
し
て
「
請
文
」
を
作
成
し
た
際
に
、
①
論
人
（
通
兼
）
は
以
前
に
提

出
し
て
来
た
「
請
文
」
と
同
内
容
の
「
請
文
」
を
再
び
提
出
し
て
来
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
②
「
使
者
」
自
ら
が
論
人
（
通
兼
）
の
「
出

頭
懈
怠
」
の
事
実
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
「
召
文
違
背
之
咎
」
に
該
当
す
る
と
の
判
断
を
行
う
一
方
、
さ
ら
に
は
、
③
「
検
注
」

の
実
態
に
つ
い
て
は
、
論
人
（
通
兼
）
が
返
答
し
て
い
る
通
り
三
名
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
を
、
主
な
内
容
と
し
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
得
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
裁
許
が
下
さ
れ
た
際
に
は
、
道
盛
・
廣
能
が
自
ら
の
責
任
を
認
め
た
た
め
に
、
裁
判
所
は
残

　
（
四
〇
五
八
）
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る
家
綱
に
対
し
て
「
検
注
」
の
実
施
を
命
じ
る
一
方
で
、
論
人
（
通
兼
）
に
関
し
て
は
「
召
文
違
背
之
咎
」
の
適
用
如
何
の
問
題
も
含
め
て
、

処
断
の
内
容
に
つ
い
て
は
全
く
記
し
て
い
な
い
。

　

右
に
述
べ
た
筆
者
の
理
解
に
大
き
な
誤
解
が
生
じ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
論
人
の
応
答
状
況
を
熟
知
す
る
「
使
者
」
が
復
命
報
告
の

た
め
の
「
請
文
」
の
中
で
、
論
人
に
対
し
て
は
「
召
文
違
背
之
咎
」
が
適
用
さ
れ
得
る
状
況
に
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
少
し
く
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
裁
判
所
か
ら
派
遣
さ
れ
る
「
使
者
」
に
対
し
て
は
、
そ
の
任
務
と
し
て

論
人
の
応
答
状
況
に
関
す
る
と
こ
ろ
の
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
判
断
を
行
う
こ
と
ま
で
も
が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。「
使
者
」
に
与
え
ら
れ
た
権
限
あ
る
い
は
課
せ
ら
れ
た
任
務
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
検
討
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

㈢　

第
二
に
、
最
初
に
「
召
文
」
が
発
給
さ
れ
て
以
降
、
最
終
的
に
「
召
文
違
背
」
の
事
実
が
認
定
さ
れ
る
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
ど
の
く

ら
い
の
日
数
が
経
過
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
次
の
史
料
を
み
よ
う
。

︻
史
料
Ⅳ－

8
︼「
藤
野
氏
文
書
」
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－
一
七
五
」）

薩
摩
國
雜
掌
明
尊
申
、
伊
敷
村
名
主
四
郎
入
道
打
止
國
檢
、
抑
留
濟
物
由
事
、

右
、
就
雜
掌
解
、
去
年
七
月
廿
七
日
以
後
度
度
相
觸
之
上
、
今
年
五
月
七
日
仰
加
治
木
郡
司
政
平
、
加
催
促
之
處
、
如
同
八
月
廿
七

日
請
文
者
、
不
及
請
文
云
々
、
起
請
詞
載
之
、
者
、
難
遁
召
文
違
背
之
咎
歟
、
然
則
、
於
檢
注
者
、
守
先
例
、
令
遵
行
、
至
濟
物
者
、

任
御
事
書
之
旨
、
遂
結
解
、
可
令
究
済
焉
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　

嘉（
一
三
二
七
）

暦
二
年
閏
九
月
廿
日

 

修
（
北
條
英
時
）

理
亮
平
朝
臣
（
花
押
）

　
（
四
〇
五
九
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こ
の
裁
許
状
に
拠
れ
ば
、「
訴
状
」
を
受
理
し
た
裁
判
所
（
鎮
西
）
は
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
七
月
廿
七
日
以
降
、
度
々
「
召
文
」
を

発
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
人
に
対
し
て
応
答
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
論
人
は
こ
れ
に
応
答
し
よ

う
と
は
せ
ず
、「
無
音
」
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
な
状
況
の
中
で
訴
人
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
論
人
の
応
答
を
求
め

る
た
め
の
「
催
促
書
状
」（
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
一
二
八
頁
）
を
提
出
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
恐
ら
く
は
嘉
暦
二
年
五
月
七
日
附
の

「
催
促
状
」
が
裁
判
所
か
ら
論
人
宛
に
発
給
さ
れ
、
こ
れ
を
「
使
者
」（
加
治
木
郡
司
政
平
）
が
論
人
の
許
に
届
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

10
）。

そ

の
後
数
个
月
後
に
、「
使
者
」
は
「
請
文
」
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
出
し
た
際
に
、「
論
人
が
応
答
せ
ず
、「
請
文
」
を
提
出
す
る
に
い
た
っ

て
い
な
い
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、「
訴
状
」
が
提
出
さ
れ
て
以
降
、
お
よ
そ
一
年
以
上
が
経
過
し
た
時
点
で
漸
く
、
論
人
が
「
召
文
」

に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
最
終
的
に
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
お
よ
そ
二
ケ
月
の
期
間
を

要
し
て
判
決
内
容
が
決
定
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
得
よ
う
。

　

こ
の
事
例
は
、
訴
状
提
出
以
降
の
手
続
過
程
が
比
較
的
に
明
瞭
な
か
た
ち
で
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
状
況
を
読
み
取
る
こ

と
の
出
来
る
史
料
を
整
理
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
召
文
違
背
」
の
事
実
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
確
認
さ
れ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
、

判
決
内
容
の
形
成
さ
れ
る
中
で
そ
れ
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈣　

第
三
に
は
、
一
方
当
事
者
が
度
々
の
「
召
文
」
に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
際
に
、
他
方
当
事
者
は
い
か
な
る

対
応
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
は
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
史
料
が
参
照
さ
れ
得
よ
う
。

︻
史
料
Ⅳ－

9
︼「
妙
興
寺
文
書
」
六
波
羅
裁
許
状
（「
六
裁－

五
八
」）

　
（
四
〇
六
〇
）
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（
四
〇
六
一
）

尾
張
國
草
部
郷
一
分
地
頭
幸
壽
丸
代
敎
圓
□
□
□
宗
隆
跡
地
頭
草
部
助
太
郎
入
道
善
願
濫
妨
当
郷
□
水
寺
幷
田
畠
三
町
余
由
事
、

右
、
彼
寺
幷
田
畠
者
、
幸
壽
丸
自
養
父
寂
深
之
手
、
□
□
間
、
嘉
元
三
年
閏
十
二
月
廿
日
賜
安
堵
御
外
題
、
令
知
□
□
処
、
善
願
対

幸
壽
丸
親
父
落
合
左
近
大
夫
行
長
□
□
掠
給
御
教
書
、
善
願
自
應
長
元
年
令
濫
妨
之
□
□
圓
就
訴
申
、
爲
津
戸
信
濃
房
朝
尊
奉
行
、

正
和
元
年
□
月
廿
四
日
・
同
十
二
月
十
四
日
・
去
年
八
月
廿
五
日
三
ケ
度
□
被
下
召
文
、
不
事
行
之
間
、
今
年
閏
三
月
四
日
重
下
召

文
畢
、
□
使
者
朝
日
孫
次
郎
賴
氏
・
中
島
正
介
入
道
承
念
四
月
廿
五
□
□
月
廿
日
請
文
者
、
相
触
善
願
之
処
、
不
及
散
状
云
々
、
起

請
詞
略
之
、
者
、
□
願
背
度
々
召
文
、
不
參
之
上
者
、
以
違
背
之
篇
、
可
被
裁
許
之
由
、
敎
圓
所
申
、
非
無
其
謂
歟
、
然
則
、
於
彼

清
水
寺
幷
田
畠
□
者
、
停
止
善
願
濫
妨
、
任
嘉
元
御
外
題
、
幸
壽
丸
可
領
□
□
状
如
件
、

　
　

正（
一
三
一
四
）

和
三
年
八
月
廿
七
日

 

越
（
北
條
時
敦
）

後
守
平
朝
臣
（
花
押
）

 

武
（
金
澤
貞
顯
）

藏
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　

こ
の
裁
許
状
に
拠
れ
ば
、「
召
文
」
が
三
个
度
に
及
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
点
線
部
分
）、
論
人
（
善
願
）
が
一
向
に
応
答
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
状
況
の
中
で
、
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
閏
三
月
四
日
附
の
「
召
文
」
が
「
両
使
」（
頼
氏
・
承
念
）
を

通
じ
て
論
人
に
対
し
て
下
付
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
が
、同
年
四
月
、「
両
使
」
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、論
人
が
「
不
及
散
状
」
と
の
報
告
を
「
請
文
」

に
よ
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
受
け
て
訴
人
は
、「
□
願
背
度
々
召
文
、
不
參
之
上
者
、
以
違
背
之
篇
、
可
被
裁
許
之
由
」
と

の
趣
旨
で
、
裁
判
所
に
対
し
て
裁
許
の
申
請
を
行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
申
請
」
に
つ
い
て
筆
者
は
、
例
え
ば
「
重
訴
状
」
の
形
式
が
採
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
が
、
通
常
で
は
、
い
か
な
る

形
式
の
文
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、論
人
の
「
召
文
違
背
」
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の
事
実
が
確
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
訴
人
は
裁
判
所
に
対
し
て
、「
召
文
違
背
之
咎
」
の
適
用
に
よ
っ
て
裁
許

を
下
さ
れ
た
い
と
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
訴
訟
当
事
者
が
か
よ
う
な
申
請
を
行
わ
な
い

な
い
限
り
、
裁
判
所
は
自
ら
が
積
極
的
に
「
召
文
違
背
之
咎
」
に
関
す
る
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
推
測
す

る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

11
）。

　

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
問
状
」
お
よ
び
「
召
文（

12
）」

を
主
な
検
討
対
象
と
し
て
、
両
者
に
関
す
る
諸
学
説
を
概
観
し
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
諸
学
説
の
一
面
を
紹
介
す
る
程
度
に
止
ま
り
、
問
題
の
核
心
部
分
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
出
来

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、論
ず
べ
き
課
題
が
十
分
に
熟
さ
な
い
ま
ま
作
成
し
た
拙
論
で
あ
る
こ
と
を
今
更
な
が
ら
恥
じ
入
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
し
た
が
っ
て
、筆
者
の
思
い
込
み
に
よ
る
誤
解
が
多
々
生
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
卒
ご
海
容
を
乞
う
と
と
も
に
、

謹
ん
で
御
教
示
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。

（
1
）　
「
召
文
」
を
う
け
た
使
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
論
人
の
応
答
状
況
を
報
告
す
る
際
に
作
成
す
る
「
請
文
」
と
は
、
い
か
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、「
筑
前
國
朝
町
一
方
地
頭
僧
清
禅
申
、
同
一
方
地
頭
佐
々
目
蔵
人
太
郎
光
重
・
同
蔵
人
次
郎
光
員
等
押
領
清
禅
分
領
、
致

追
捕
由
事
、
如
去
月
二
日
御
教
書
者
、
早
相
尋
難
渋
實
否
於
光
重
・
光
員
、
可
執
進
散
状
云
々
、
任
被
仰
下
之
旨
、
度
々
相
触
光
重
・
光
員
等
之
處
、
不
及
請
文
」（「
宗

像
辰
美
氏
所
蔵
文
書
」
正
中
二
年
七
月
廿
九
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
六
一
」）
等
に
み
え
る
が
、
通
常
は
こ
れ
に
加
え
て
「
起
請
詞
」
を
記
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
雖
相
触
能
氏
、不
及
散
状
云
々
、起
請
詞
略
之
」（「
薬
丸
千
鶴
子
氏
所
蔵
文
書
」
正
和
二
年
六
月
十
二
日
附
鎮
西
裁
許
状
案
（「
鎮
裁－

補
二
〇
」）

と
い
う
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

例
え
ば
、
鎮
西
関
係
に
偏
っ
て
し
ま
う
が
、「
比
志
島
文
書
」
正
和
四
年
五
月
十
二
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

九
二
」）、「
諸
家
文
書
纂
十　

野
上
文
書
」
元
徳

二
年
二
月
廿
八
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
一
六
」）、「
詫
摩
文
書
」
元
徳
二
年
六
月
五
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
九
三
」）、「
新
田
神
社
文
書
」
元
徳
二

年
十
月
廿
九
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
九
五
」）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

（
3
）　
「
請
文
」
に
は
例
え
ば
、「
田
部
氏
代
尊
有
申
、
豊
前
國
散
在
乙
松
名
等
事
、
於
櫛
曳
上
田
地
壱
町
貳
段
・
野
仲
橋
田
貳
段
者
、
有
由
緒
、
雖
令
知
行
、
為
乙
松
□

主
内
之
間
、
先
日
出
去
状
之
上
者
、
全
惣
名
無
押
領
儀
之
處
、
令
訴
申
之
条
無
謂
、
所
詮
、
企
參
上
可
明
申
」
の
よ
う
に
反
論
内
容
を
具
体
的
に
記
し
て
い
る
場
合

　
（
四
〇
六
二
）
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の
あ
る
こ
と
を
知
る
（「
日
名
子
文
書
」
嘉
曆
元
年
十
二
月
廿
日
附
鎮
西
裁
許
状
「
鎮
裁－

一
六
九
」）。

（
4
）　
「
請
文
陳
状
」
な
る
文
言
は
、
例
え
ば
、「
長
圓
就
訴
申
、
尋
下
之
處
、
如
地
頭
等
請
文
陳
状
等
者
、
各
致
弁
帶
請
取
之
由
所
見
也
」（「
楓
軒
文
書
纂
所
収
鹿
島
社
文
書
」

嘉
元
四
年
十
二
月
廿
日
附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁－

補
三
二
」）
な
ど
に
み
え
る
。

（
5
）　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
か
り
に
両
文
書
が
ほ
ぼ
同
時
に
提
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
問
題
は
生
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
6
）　
「
就
件
請
文
、
重
無
申
旨
之
上
者
、
任
先
例
、
可
樂
屋
営
作
沙
汰
矣
」
と
あ
る
。

（
7
）　

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
あ
る
意
味
で
言
え
ば
、
訴
訟
手
続
上
、
後
述
す
る
「
和
与
」
に
近
い
意
味
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、「
就
之
度
々
雖
遣
召
文
、

無
音
之
間
、
以
谷
山
五
郎
入
道
覺
信
、
尋
問
實
否
之
處
、
如
執
進
去
三
月
廿
一
日
清
元
請
文
者
、
尼
禅
阿
代
清
種
申
、
祢
寢
院
内
畠
參
段
事
、
以
去
年
七
月
七
日
讓

与
禅
阿
之
上
者
、
向
後
不
可
有
違
乱
云
々
」（「
薩
藩
𦾔
記
雑
録　

池
端
文
書
」
元
亨
三
年
六
月
十
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
三
二
」）
に
お
い
て
も
訴
人
主
張
を

論
人
が
認
諾
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
8
）　

他
方
で
は
、
訴
状
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
時
点
で
、
和
与
成
立
へ
向
け
た
当
事
者
間
に
お
け
る
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
状
況
を
明
ら

か
に
す
る
残
存
史
料
は
極
め
て
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
、
こ
の
事
例
に
お
け
る
の
と
同
様
の
状
況
は
、「
就
訴
状
、
尋
下
之
處
、
兩
方
和
与
畢
」（「
山

田
文
書
」
元
徳
元
年
十
二
月
廿
五
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

一
八
七
」）
な
ど
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

 

　

な
お
、「
和
与
」
の
成
立
手
続
過
程
に
関
し
て
、
筆
者
は
旧
稿
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与
と
仲
人
に
つ
い
て
―
和
与
の
成
立
手
続
過
程
に
関
す
る
理
解

の
た
め
に
―
」（
本
誌
第
五
八
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
六
月
、
二
七
九
頁
以
下
）
に
お
い
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
稿
（
三
三

七
頁
）
で
は
「
す
な
わ
ち
、第
一
に
、～
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。」
の
部
分
に
関
し
て
、筆
者
は
思
わ
ぬ
誤
解
を
犯
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

次
の
よ
う
に
訂
正
し
て
お
詫
び
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

 

　
「
す
な
わ
ち
、第
一
に
、訴
訟
両
当
事
者
は
、お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
の
主
張
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、訴
人
は
、当
該
荘
園
が
仁
治
年
間
に
認
め
ら
れ
た
「
地

頭
請
所
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
よ
り
先
に
、
損
亡
時
に
は
年
貢
減
免
を
行
う
こ
と
を
承
認
し
た
貞
應
年
間
の
「
寺
家
下
知
状
」
を
根
拠
に
し
て
、
永
仁

六
年
の
「
洪
水
風
損
」
に
よ
る
年
貢
減
免
を
要
求
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
論
人
（
寺
家
側
）
は
、
弘
安
お
よ
び
永
仁
年
間
の
和
与
で
は
、
年
貢
の
増
減
を
行
わ
な
い

旨
を
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
貞
應
年
間
以
降
で
は
実
際
に
損
免
を
行
っ
た
事
実
が
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴
人
は
、
貞
応
寺
家
免

状
お
よ
び
仁
治
地
頭
請
文
に
よ
っ
て
、
損
免
の
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
損
免
に
つ
い
て
は
ま
さ
し
く
「
先
例
」
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
反
論
す
る
。」

（
9
）　

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
裁
判
所
の
派
遣
す
る
「
使
者
」（
使
節
）
の
存
在
に
つ
い
て
も
正
確
に
言
及
す
べ
き
箇
所
が
多
々
あ
っ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
関
し
て
詳
論
す
る
余
裕
を
持
た
な
か
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
の
訴
訟
制
度
を
究
明
し
て
い
く
中
で
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
筆
者
は
認
識
し
て
い
る
。
近
時
、
本

　
（
四
〇
六
三
）
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間
志
奈
「
鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
―
六
波
羅
探
題
使
節
を
中
心
に
―
」（
法
政
大
学
史
学
会
編
﹃
法
政
史
学
﹄
第
六
九
号
、
二
〇
〇
八
年
、
一
頁
以
下
）
が

公
表
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
、
六
波
羅
の
派
遣
し
た
「
単
使
」
お
よ
び
「
両
使
」
の
実
態
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
使
節
」
派
遣
の
典
型
と
さ
れ
て
き

た
六
波
羅
に
お
け
る
「
両
使
」
制
の
理
解
に
関
し
て
修
正
を
促
そ
う
と
し
て
い
る
。「
使
節
」
に
関
す
る
こ
ん
ご
の
研
究
の
深
化
に
期
待
し
た
い
。

（
10
）　
「
催
促
状
」
に
つ
い
て
、
石
井
博
士
の
挙
げ
て
お
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、「（
前
略
）
訴
申
之
間
、
去
年
十
一
月
十
七
日
・
同
十
二
月
廿
日
両
度
雖
下
召
文
、

不
參
之
間
、
今
年
正
月
廿
九
日
仰
真
玉
孫
四
郎
惟
氏
、
被
催
促
之
処
、
如
惟
氏
同
三
月
七
日
請
文
者
、
雖
相
触
智
覚
、
不
及
陳
状
云
々
、
起
請
之
詞
略
之
、
者
、
以
難
渋

之
篇
、
擬
有
其
沙
汰
處
、
知
覚
同
廿
九
日
帯
陳
状
、
所
進
代
官
貞
泰
也
、
仍
為
問
答
、
四
月
廿
一
日
雖
成
書
下
、
不
參
対
之
間
、
五
月
二
日
以
奉
行
人
長
嗣
・
重
行
・

盛
行
使
者
、
雖
遣
催
促
状
、
不
敍
用
之
条
、
違
背
之
科
難
遁
（
後
略
）」（「
宇
佐
永
弘
文
書
」
正
和
二
年
六
月
十
六
日
附
鎮
西
裁
許
状
（「
鎮
裁－

四
九
」）
な
ど
が
み
え
る
。

（
11
）　

こ
れ
は
あ
く
ま
で
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
と
こ
ろ
の
、
こ
ん
ご
検
討
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
12
）　
「
問
状
」
あ
る
い
は
「
召
文
」
を
訴
訟
手
続
上
、
い
か
な
る
手
続
と
し
て
定
義
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
某
か
の
理
解
を
与
え

る
こ
と
す
ら
果
た
せ
な
い
ま
ま
で
い
る
。
筆
者
が
こ
の
問
題
を
追
究
し
て
い
く
た
め
に
も
、
例
え
ば
、Jeffrey. P. M

ass, T
he K

am
akura B

akufu: A
 Study in 

D
ocum

ents, Stanford U
niversity P

ress, 1976 

（
＝
Ａ
）
お
よ
び T

he D
evelopm

ent of K
am

akura R
ule, 1180-1250

：A
 H

istory W
ith D

ocum
ents, 

Stanford U
niversity P

ress,1979 

（
＝
Ｂ
）
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
Ａ
に
お
い
て
は
、
①
「
問
状
」 （a letter of inquiry, a w

rit of inquiry, 

a docum
ent of inquiry

）
に
つ
い
て
は
、「
去
五
月
被
成
遣
問
状
之
處
、
以
彼
状
、
無
左
右
押
領
云
々
」（「
問
状
狼
藉
」、「
高
牟
禮
文
書
」
嘉
禄
元
年
十
一
月
廿
三
日

附
関
東
裁
許
状
（「
関
裁－

三
八
」）
↓ “W

hen a docum
ent of inquiry {toijo} w

as sent to {U
jiyasu} during this past 5

th m
onths, 

［the latter

］stated 

that 

︷U
jitada

︸ had seized those rights unjustifiably, using this docum
ent. ” 

（p.72

）　

②
「
召
文
」
に
近
似
し
た
「
問
状
」
に
つ
い
て
は
、「
重
訴
状
具
書

如
此
、
先
度
遣
問
状
之
處
、
不
及
散
状
、
弥
致
狼
藉
云
々
、
何
様
事
哉
、
不
日
企
上
洛
、
可
明
申
之
由
、
可
被
下
知
候
、
仍
執
達
如
件
」（「
近
江
竹
生
島
文
書
」
弘
安

八
年
（
一
二
八
五
）
二
月
廿
四
日
附
六
波
羅
御
教
書
案
（「
鎌
遺
二
〇－

一
五
四
四
三
」）
↓ “A

 renew
ed accusation and accom

panying docum
ents are 

presented herew
ith. W

hen earlier requests and reportedly, encroachm
ents continued to increase. W

hy do such things happen? A
n order is to 

be issued to com
e to the capital at an early date and explain m

atters. It is so conveyed. ” 

（p.167

）, 

③
「
召
文
」（subpoenas

）
に
つ
い
て
は
、「
仍
申

下
七
箇
度
召
文
之
處
、
終
以
參
洛
」（「
金
山
寺
文
書
」
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
五
月
廿
一
日
附
六
波
羅
裁
許
状
（「
六
裁－

十
一
」）
↓ “In consequence, seven 

sum
m

onses w
ere issued, but still has not appeared. ” 

（p.73

）
と
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
Ｂ
に
お
い
て
は
、 “Sum

m
ons to T

rial. W
hen accusation and 

defense statem
ents w

ere deem
ed irreconcilable, the m

ost likely result w
as an eventual sum

m
ons to trial. It is notew

orthy, how
ever, that a 

subpoena 

（m
eshibum

i

） could som
etim

es be issued m
uch earlier. Seem

ingly, a plaintiff could request a court hearing straightaw
ay, and the 

　
（
四
〇
六
四
）
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B
akufu m

ight agree. Still, w
e m

ust assum
e that m

ost sum
m

onses follow
ed som

e clear indication of need—
either apparently irreconcilable 

argum
ents or resolutely m

urky issues. A
 clear instance 

（am
ong m

any

） cam
e in 1265

―66, w
hen an exchange of contradictory statem

ents led 

to a quick subpoena to trial. ” 

（p.127

）、
あ
る
い
は
、“T

his w
as also the explanation for the absence of precise schedules in toijo. A

s opposed to 

sum
m

onses, w
hich cam

e at a later stage in the process, m
ost inquiry w

rits w
ere open-ended and im

posed no deadlines. ” 

（p.123

）
と
あ
る
。
な

お
、
以
上
の
理
解
に
お
い
て
は
、
石
井
﹃
前
掲
書
﹄
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

︻
附
記
一
︼

　

本
稿
を
脱
稿
し
た
後
に
、
松
園
潤
一
朗
「
室
町
幕
府
「
論
人
奉
行
」
制
の
形
成
」（
日
本
歴
史
学
会
編
﹃
日
本
歴
史
﹄
第
七
二
六
号
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月
、
吉
川
弘
文
館
、

一
八
頁
以
下
）
が
公
表
さ
れ
た
。
岩
元
修
一
氏
の
所
論
と
と
も
に
、
室
町
幕
府
の
訴
訟
手
続
法
に
関
す
る
重
要
な
検
討
課
題
を
示
し
て
い
る
論
文
で
あ
る
。
今
後
、
室
町
幕

府
の
訴
訟
制
度
史
お
よ
び
訴
訟
手
続
法
史
に
関
す
る
研
究
が
益
々
活
発
に
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

︻
附
記
二
︼

　

史
料
の
閲
覧
お
よ
び
複
写
の
機
会
を
与
え
て
頂
い
た
上
に
、
写
真
の
掲
載
を
許
可
し
て
頂
い
た
京
都
府
立
総
合
資
料
館
お
よ
び
山
口
県
文
書
館
に
対
し
て
感
謝
を
申
し
上

げ
る
。

︻
附
記
三
︼

　

本
稿
を
寄
稿
す
る
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
同
志
社
法
学
編
集
委
員
会
に
対
し
て
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
か
よ
う
な
拙
論
を
古
稀
の
御
祝
と
し
て
佐

藤
義
彦
教
授
の
机
下
に
捧
げ
る
こ
と
に
御
宥
恕
を
賜
り
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
九
月
九
日
に
、
同
志
社
大
学
寒
梅
館
六
階
第
一
会
議
室
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
二
〇
〇
六
年
度　

法
と
レ
ト
リ
ッ
ク

研
究
会
」（
代
表
者
＝
大
妻
女
子
大
学
文
学
部　

葛
西
康
徳
教
授
）
に
お
い
て
、「
日
本
中
世
の
裁
判
関
係
文
書
に
見
る
法
的
論
理
お
よ
び
そ
の
構
成
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

報
告
を
行
っ
た
が
、
こ
の
の
ち
に
は
、
本
稿
の
構
想
に
関
す
る
口
頭
報
告
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
平
成
二
〇
年
八
月
二
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
科
学
研
究
費
「
紛
争
解
決
類

型
の
比
較
史
―
前
近
代
に
お
け
る
社
会
的
調
整
の
あ
り
か
た
―
」
研
究
報
告
会
（
於　

那
須
高
原
）
に
お
い
て
「
日
本
中
世
に
お
け
る
裁
判
所
と
訴
訟
当
事
者
―
鎌

倉
幕
府
の
裁
判
手
続
に
関
す
る
再
検
討
に
向
け
て
の
試
み
―
」
と
題
し
て
行
っ
た
報
告
が
そ
れ
で
あ
る
。
席
上
、
北
野
か
ほ
る
教
授
ほ
か
参
加
メ
ム
バ
ー
の
方
々
か
ら
貴

重
な
御
助
言
を
頂
い
た
こ
と
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　
（
四
〇
六
五
）
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本
稿
は
ま
た
、
平
成
二
〇
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）・
研
究
課
題
「
日
本
中
世
の
裁
判
に
お
け
る
判
決
お
よ
び
判
決
理
由
に
関
す

る
法
制
史
的
実
証
研
究
」（
研
究
代
表
者
＝
同
志
社
大
学
法
学
部
教
授　

西
村
安
博
）
に
係
る
研
究
成
果
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
同
年
度
同
科
学
研
究
費
補

助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）・
研
究
課
題
「
紛
争
解
決
類
型
の
比
較
史
―
前
近
代
に
お
け
る
社
会
的
調
整
の
あ
り
か
た
―
」（
研
究
代
表
者
＝
駒
澤
大
学
法
学
部　

北
野
か
ほ

る
教
授
）、
お
よ
び
同
年
度
同
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｂ
）・
研
究
課
題
「
裁
判
過
程
か
ら
見
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
法
の
実
践
的
再
構
成
」（
研
究
代
表
者
＝
大

妻
女
子
大
学
文
学
部　

葛
西
康
徳
教
授
）
に
係
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
（
四
〇
六
六
）


